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はじめに
 「自立した市民の協同の力で 人間らしいくらしの創造と 持続可能な社会の実現を」。これは生協が1997年に
掲げた21世紀理念です。この理念のもと、生協は持続可能な地球環境と社会づくりに取り組み、2018年には日
本生活協同組合連合会の第68回通常総会にて、「コープSDGs行動宣言」を採択しました。
　そして2021年5月、日本生活協同組合連合会はこの行動宣言を実践に移すための政策として、「生協の2030 
環境・サステナビリティ政策」を策定しました。これは持続可能な社会を実現するために、全国の生協の事業と 
活動で推進する2030年までの政策です。本政策では「すべての人々が人間らしく生きられる豊かな地球を、未来
のこどもたちへ」というスローガンのもと、将来ありたい姿をイメージしながらバックキャスティングで「10の行
動指針」と「5つの数値目標」を設定しています。
　この10の行動指針のうち、10番目の行動指針が「生協の環境・サステナビリティに関わる取り組み状況を積極
的に公開し、社会との対話を進めます」という内容です。この行動指針の実現を目的に、「サステナビリティレ 
ポート」を作成しています。本レポートをさまざまなステークホルダーにお手に取っていただき、積極的に対話・
コミュニケーションできることを願っています。

1 第7原則［コミュニティへの関与］：協同組合は、組合員によって承認された政策を通じてコミュニティの持続可能な発展のために活動する。 
　 この他の原則には第1原則［自発的で開かれた組合員制］、第2原則［組合員による民主的管理］、第3原則［組合員の経済的参加］、第4原則［自     

治と自立］、第5原則「教育、訓練および広報」、第6原則［協同組合間協同］がある。（日本生協連webサイト「協同組合の定義・価値・原則～協
同組合のアイデンティティに関するICA声明」より引用）

2 一部、日本生協連の数値も含まれます
3 一般企業の売上高に相当

サステナビリティレポートについて

❶ 全国の生協における「生協の2030環境・サステナビリティ政策」の
　 進捗状況をマネジメントしていくため
❷  生協事業によって生じた社会・環境に対する正と負の影響を公開することで、
　 説明責任を果たすため
❸ ステークホルダーとのコミュニケーションツールとするため
❹  幅広いステークホルダーへの開示を通して、協同組合原則の第7原則1である
　「コミュニティへの関与」を実行するため

　組合員、役職員、生協と密接に関わる他の組織や専門家（取引先、行政、他の協同組合、市民
団体・NGO、学識者など）、生協に関心を持つ地域社会の人 、々将来の組合員を含む将来世代

　日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連）と、その会員生協（地域購買生協を中心に記
載）。「Ⅵ 重点課題別の報告」で記載する報告数値は、地域購買生協67生協に対して調査を
行った結果に基づいている2。（回答生協65生協、回収率97.0％、供給高3カバー率91.5％）

　2023年度実績（2023年4月～2024年3月）＊定性情報は一部2024年度の取り組みも含みます。

　環境省「環境報告ガイドライン2018年版」、GRIスタンダードを一部参照

発行の目的

想定する読者
（ステークホルダー）

報告対象組織

報告対象期間

参照ガイドライン

編集方針
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トップメッセージ

　気候変動は地球沸騰と呼ばれるほど深刻化
し、平均気温は上昇を続けています。2024年の
日本の平均気温は2年連続で過去最高を更新
し、歴代最高気温となりました。世界の平均気温
も観測史上最高を記録し、パリ協定が掲げる気
温上昇幅の抑制目標である1.5度を初めて超えま
した。
　一方で、世界の国々が脱炭素化に向けて協議
するCOP29では、難航した交渉の末に途上国向
けの資金を増やすことが合意されたものの、その
金額は途上国政府にとって納得のいく結果にな
りませんでした。また、国際プラスチック条約に
ついて議論する政府間会合が昨年開催されまし
たが、プラスチック生産量の規制をめぐり意見の
対立が続き、条約の合意に至らないまま閉幕しま
した。このように気候変動問題を含む環境課題
について世界の足並みは乱れています。2025年
1月にはアメリカのトランプ大統領がパリ協定か
らの離脱を表明するなど、国際協調路線は大き
く後退する局面です。だからこそ、実際に地球環
境に負荷をかけている当事者である私たち事業
者、消費者の一人ひとりが協力して温暖化対策に
取り組む必要があります。
　異常気象と大規模な干ばつ、豪雨災害等を引
き起こす気候変動は、世界の食料生産と安定し
た流通を脅かします。さらに、生協事業におい
ても原材料となる農作物等の生産性や品質の低
下、労働環境の悪化、国際的な流通網の寸断等
の影響が考えられます。気候変動への対応は、社
会的責任を果たすことであると同時に、経営課題
への対応と認識しています。これまでの経営判断
や事業活動の価値観や優先順位を見直し、この
流れを事業経営の前提として着実に推し進める
ことが必要と考えています。
　このため生協は「2030環境・サステナビリティ
政策」を改定し、そのなかで温室効果ガス削減目
標を引き上げることとしました。2025年からは、
2030年度にCO2排出量を2013年度比で50％

代表理事会長 土屋 敏夫

以上削減し、2050年までにCO2排出量を実質ゼ
ロにすることを目指します。また、生協事業のサ
プライチェーンで生じる温室効果ガス排出量の
算定を進め、将来的には2度を十分に下回る水準
で目標設定できるよう進めます。
 「2030環境・サステナビリティ政策」の改訂に
おいては、気候変動のほか人権尊重の取り組み
を強める方向で議論しています。差別やハラスメ
ント、長時間労働など私たちのくらしや職場のな
かにも人権課題はあります。生協事業において
も、たとえば原料や商品の生産や物流の現場に
おいて人権に関連する問題がないとも限りませ
ん。
　生協は人権方針に基づき、事業の上流から下流
に至るバリューチェーンの各所まで目を配り、生
産者や取引先従業員、生協の職員から消費者、
地域住民まで幅広いステークホルダーの人権を
大事にします。人権課題について生協内や取引先
と学習し、人権リスクの大きい分野への対応を強
化するなど、事業における優先度を上げて人権
デュー・ディリジェンスを実践していきます。
　私たち生協は組合員一人ひとりの力の結集に
よって成り立っています。一人ひとりの小さな一歩
が集まって、大きな力を生み出していくことが、
消費者の組織である生活協同組合の存在意義で
あり強みです。消費者・組合員のくらしや消費の
あり方を見直す取り組みとして、エシカルなくら
しづくりの学習や提案を強めていきます。
　2025年は二回目の「国際協同組合年」です。
持続可能な生産と消費、気候変動対策、すべて
の人が参加できる社会づくりなどさまざまな分
野でSDGsに貢献していることが評価され、国連
によって定められました。国際的な期待に応え、
生協は他の協同組合や行政、地域の諸団体との
連携を深め、生産者や取引先など様々なパート
ナーとともに大きな変革の波をつくることで、持
続可能な未来を目指してまいります。
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ᶗ� ੜڠʹ͍ͭͯ

　生協ʢ生活協同組合ʣɺʮফඅ生活協同組合๏ʢུশ：生協๏ʣʯʹ �ઃཱ͞ΕΔɺ͍ͯͮج
協ʢۀ協同組合ʣړ協ʢۀړ協同組合ʣͳͲͱ同じ協同組合のҰͭͰす。ར༻ऀͰ͋Δফඅ
ऀ͕ࣗग़ͯ͠ࢿ組合һͱͳΓɺҙܾࢥఆӡӦʹࢀՃͯ͠ɺΑΓΑ͍͘Β͠を࣮ݱすΔ͜ͱを
͍ͯ͠ࢦます。

ੜڠɺফඅऀҰਓͻͱΓ͕߹һͱͳͬͯग़͠ࢿɺར༻͠ɺ
ӡӦ͢Δશࠃ����ສਓͷڠಉͷྗͰΓཱͭ৫Ͱ͢ɻ

ΈΜͳͰӡӦ͢Δ ΈΜͳͰར༻͢Δ
　ళฮ　ࡁڞ
ࢱ・հޢ

։発　վળ
イϕϯτ・ษڧ会

生協のڞ同ॴ༗ऀʹ

ੜڠ׆ಉ合

ΈΜͳͰग़͢ࢿΔ
ʢՃೖʣ

ΈΜͳのʮͶ͕͍ʯを࣮͠ݱます

ग़ۚࢿ ग़ۚࢿ ग़ۚࢿ

COOP

　શࠃʹɺ生活ʹີணͨ͠͞ま͟まͳͰ活動͍ͯ͠Δ5�0の生協͕͋Γɺ地域を活動
のͱͯ͠ߪങ事ۀͳͲを行͏生協ʢ地域生協ʣɺҩྍ事ۀを行͏生協ʢҩྍࢱ生協ʣɺେ
ֶのֶ生ڭ৬һのͨΊの生協ʢେֶ生協・ֶ 生協ʣͳͲ͕͋Γます。地域生協のੈଳՃೖߍ
શࠃͰ39�ɺͭ まΓɺ日本શࠃのੈଳの3の1Ҏ্͕生協ʹՃೖ͍ͯ͠ます。
　શࠃの生協の事ۀ ʣ3.�ஹԁͰɺશͯの生協の組合ߴͱ͜Ζの૯ച্͏ݴͰۀاʢҰൠߴ
һを合ܭすΔͱ3000ສਓ�ͱͳΓます。生協日本࠷େのফඅऀ組৫ͱ͑ݴます。
　ͳ͔Ͱ地域生協ͰɺళฮͰのڅڙɺࡁڞɺҩྍɺࢱ事ۀの΄͔ɺ組合һ同࢜
のॿ͚合͍活動ɺ͘ Β͠ʹؔΘΔֶश活動ͳͲɺ組合һのࣗओతͳ活動まͰ෯͘औΓ組まΕͯ
͍ます。֤ 生協のେʹすΔテーϚ事ۀ・活動の༰ɺͦ ΕͧΕの生協の組合һの͍ئを
ө͓ͯ͠Γɺ生協ʹΑͬͯ ҟͳΓます。

�　202�年3月࣌

1��ੜڠͱ

ᶗ ੜڠʹ͍ͭͯ
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連合会

単位生協

各地の生協は、
地域や事業ごとに連合会をつくり、
共同で事業や活動を行っています。

都道府県単位の
連合会

医療福祉生協 共済生協
住宅生協など

地域ごとに共同で
事業を行う連合会

全国区の連合会
全国大学生協連・コープ共済連・

医療福祉生協連など

加入

加入

加入

組 合 員

地域生協

学校生協

職域生協

大学生協

会　員　生　協

購買生協

2. 日本生活協同組合連合会とは
　本レポートの発行主体である日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連）は、各地の生協や
都道府県別・事業種別の生協連合会が加入する全国連合会です。1951年3月に設立され、302
の生協・連合会が加入しています（2023年度末）。
　日本生協連は、コープ商品の開発と会員生協（おもに購買生協）への供給（販売）、会員生協
の事業や活動のサポートなどを通して、会員生協の発展を支える役割を果たしています。また、
全国の生協の中央会的役割として、さまざまな団体と交流し、生協への理解を広げ、社会制度
の充実に向けた政策提言なども行っています。
　日本生協連と会員生協は、それぞれが独立した法人として事業・経営を行っており、本部－支
部という関係ではありません。

3. 生協の組織運営
　生協は組合員が参加して事業方針などを決定する総会・総代会を持ち、組合員から選ばれた
理事が理事会において重要事項の意思決定に参加するなど、理念としてだけではなく、制度とし
ても、そのことを保障するしくみを備えています。
　生協の事業や活動を進める上で、組織としての意思を決定し、それに基づいた運営を行うため
には、役割を持つ人や会議体が必要になります。そうした人や会議体を「機関」と呼びます。生協
法では「総（代）会」「理事会」「代表理事」「監事」が機関として定められています。

Ⅰ. 生協について
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　生協は組合員の組織です。日本生協連は生協法に基づく民主的なガバナンスの充実や法令順 
守など、会員生協が適正な組織運営を推進できるようにサポートしています。また、毎年開催す
る日本生協連総会で、全国の生協および日本生協連の事業・活動方針を決定しています。方針決
定に向けて、日本生協連主催の委員会や会議などに全国の生協の組合員・役職員が参加し、組
合員の生活や生協の事業に関わる幅広いテーマについて議論を重ねています。

代表理事 ： 業務を執行

選任選挙

選出

直接請求権
訴権

総代会 ： 決算を承認、事業計画・予算を決定

監査

組 
合 

員

総代

理事会 ： 重要事項を決定、
  業務執行を監督

選任・選挙

選定

選任・選挙

監事

機関名 役　割

総（代）会

　生協の意思を決定するための機関で、組合員の意思決定の最高機関です。通常年１
回開催し、前年の決算やその年の予算、年間の事業・活動方針、役員の選出などについ
て話し合い、確認します。組合員数が一定以上の生協では、組合員全員が参加する総 
会に代わって、組合員から選出された代表（総代）が参加する総代会を開催することが
できます。

理事会・
代表理事

　理事会は、総（代）会の決定に基づき、重要事項の決定と代表理事などによる業務執 
行状況の監督を行います。代表理事は理事会で選定され、生協の代表者として業務を
執行します。

監事
　理事会や代表理事が、総（代）会で決定された事業計画および予算に従って、忠実に
職務を遂行しているか、不正や誤りはないかを監査する機関です。監査は会計だけで
なく、業務執行が法令・定款・規約などに則っているかという観点からも行います。

■■ 日本生協連の組織運営
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4. 生協の理念・ビジョン

生協の21世紀理念
　国際協同組合同盟（ICA）は、1995年のICA100周年記念マンチェスター大会にて、「協同組合
のアイデンティティに関するICA声明」を採択し、「協同組合の定義・価値・原則」を定めました。
　これを受けて、日本生協連と全国の生協は、1997年に「生協の21世紀理念」を策定しました。
この理念は、何よりも人々の幸せを大切にして行動するという、生協の変わらぬ信条と未来への
展望を、凝縮させたものです。

日本の生協の2030年ビジョン
　生協はこれまでも2020年ビジョンで「人と人とがつながり、笑顔があふれ、信頼がひろがる
新しい社会の実現」を掲げ、さまざまな取り組みを進めてきました。昨今の災害支援活動など
に見られるように、人と人との「つながり」や「たすけあい」は着実に根づき広がっています。一方
で、世界の抱える問題はますます深刻になってきています。
　日本生協連は、国連が採択した「持続可能な開発目標（SDGs）」の実現に貢献するための7つ
の行動を「コープSDGs行動宣言」（次頁参照）として約束しています。生協は、「日本の生協の
2030年ビジョン」とともに、助け合いの組織として、誰もが笑顔で暮らすことができ、持続可能
な社会の実現を目指していきます。

自立した市民の協同の力で
人間らしいくらしの創造と持続可能な社会の実現を

誰一人取り残さない、
持続可能な世界・日本

私たちは、世界の人々とともに、
持続可能で、お互いを認め合う
共生社会を実現していきます

組合員と生協で働く誰もが
活き活きと輝く生協

私たちは、未来へと続く健全な
経営と、一人ひとりの組合員と働
く誰もが活き活きと輝く生協を
実現します

より多くの人々が
つながる生協

私たちは、より多くの人々がつな
がる生協をつくりあげ、連帯と活
動の基盤を強化します

日本の生協の2030年ビジョン

　日本生協連は2020年6月に開催した
第70回通常総会で10年後に向けた「日本の
生協の2030年ビジョン」を採択しました。
組合員のくらしの変化に正面から向き合い
ながら、生協のめざすもの、果たすべき社会
的役割を明らかにして新たな挑戦の10年
へと踏み出しています。

生涯にわたる
心ゆたかなくらし

私たちは、食を中心に、一人ひと
りのくらしへの役立ちを高め、
誰もが生涯を通じて利用できる
事業をつくりあげます

安心して
くらし続けられる地域社会

私たちは、生活インフラのひと
つとして、地域になくてはならな
い存在となり、地域のネットワー
クの一翼を担います

1

2

3

4

5

つながる力で
未来をつくる

Ⅰ. 生協について
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ίʔϓ4%(T行ಈએݴ

私たち生協は、SDGs（持続可能な開発目標）に
貢献することを約束（コミット）します。
ɹͪͨࢲɺʮੜڠͷ��ੈلཧ೦ʢ����૯ձܾఆʣʯ
ͷͱɺॿ͚߹͍ͷ৫ͱͯ͠ɺ୭͕সإͰ͘Β͢͜ͱ
͕Ͱ͖Δɺ࣋ଓՄͳࣾձͷ࣮ݱΛΊ͟͠ɺ༷ ʑͳऔΓ
ΈΛਐΊ͖ͯ·ͨ͠ɻ୭औΓ͞ͳ͍ͱ͍͏4%(Tͷ
Ί͟͢ͷɺڠಉ߹ͷཧ೦ͱॏͳΓ߹͍ͬͯ·͢ɻ
ɺ͋ͪͨࢲ ΒͨΊͯ࣋ଓՄͳࣾձͷ࣮͚ͯʹݱ
औΓΉ͜ͱΛɺʮ4%(Tߦಈએݴʯͱͯ͠·ͱΊ·ͨ͠ɻ
ɺҎԼͷ�ͭͷऔΓΈΛ௨ͯ͡ɺੈͪͨࢲ քͷਓʑͱ
ͱʹ4%(TΛ࣮͖͍ͯ͠ݱ·͢ɻ

ͮ߁͔Β݈ࢹՃのࢀɺ৯生活ɺӡ動ɺ社会ͪͨࢲ Γ͘を進Ί
ます。̓ શ・̓ ৺ͱΑΓɺΑΓ݈߁ͳ৯生活ʹ͚ͨ事
༧ͳͲʮ༧ޢපհ׳ͱ組合һ活動を推進͠ます。生活शۀ
ʯをॏ͠ࢹɺࢱ事ۀॿ͚合͍活動を͛ɺࣗ ମॾஂମ࣏
ͱ連͠ܞɺ地域แׅέΞγステϜのωοτϫークʹࢀը͠ます。

●健康づくりの取り組みを広げ、
　福祉事業・助け合い活動を進めます

ɺʮͭͪͨࢲ Δ͘ʯͱʮ͔ͭ͏ʯの॥を発లͤ͞ɺ
ଓՄͳ社会ͮ࣋ Γ͘をΊ͟͠ます。ࠃ֎のਓʑɺͦ Γݶͯ͠
͋Δ地ݯࢿٿ͍ࢥをͤɺの։発ͱڅڙを進Ίます。
ֶश活動を௨じͯɺΤγΧルফඅ࣋ଓՄͳ社会ʹؔすΔཧ
ղをଅ進͠ɺࣗͪͨࢲΒのফඅ行動͘Β͠の͋Γํをݟ͠
͍͖ͯます。

●持続可能な生産と消費のために、
　商品とくらしのあり方を見直していきます

ɺ̓ͣ͞ɺ୭ҰਓऔΓͪͨࢲ ৺ͯ͘͠ Β͠ଓ͚ΒΕΔ地域社
会ͮ Γ͘ʹࢀՃ͠ます。ࣗ ͭ͠ʹをେܞମॾஂମͱの連࣏
ͭɺ地域のݟकΓɺҠ動ൢച৯事ۀͳͲɺ生協の事ۀ活
動のイϯϑラを活༻͠ɺ地域ʹ͓͚Δׂ発شを進Ίます。

●誰もが安心してくらし続けられる
　地域社会づくりに参加します

ͳ͍ੈքをΊͯ͟͠ɺੈ͞ɺ୭ҰਓऔΓͪͨࢲ ք๊͕͑Δ
ʹ͍ͭͯのཧղをਂΊɺॿ͚合͍のਫ਼ਆを؏͖ɺϢχηϑ
ืۚͳͲʹऔΓ組Έɺੈ քのࢠͲͨͪをࢧԉ͠ます。ʮශࠔʯ
の連をͳ͍ͯͨ͘͘͠ΊʹɺࢠͲのශࠔʹֶ͍ͭͯͼɺ
͠合͏活動を͛ɺࢠͲ৯ಊϑーυόϯク・ϑーυυライϒ
ͳͲのऔΓ組Έを進Ίます。

●世界から飢餓や貧困をなくし、
　子どもたちを支援する活動を推進します

Җʹର͠ڴม動のީؾଓՄੑを༳Δ͕す࣋のٿɺ地ͪͨࢲ
ͯɺҙཉతͳԹࣨޮՌΨスݮඪを͛ܝɺলΤωルΪーͱ࠶
生ՄΤωルΪーのಋೖʹੵۃతʹऔΓ組Έます。࠶生ՄΤ
ωルΪーのిݯ։発Ոఉ༻ిؾখചを͛ɺྗࢠݪ発ిʹཔ
Βͳ͍ΤωルΪーࡦの転をΊ͟͠ます。

●地球温暖化対策を推進し、再生可能
　エネルギーを利用・普及します

のͨΊʹɺੈݱɺʮ֩ͳ͖ੈքʯの࣮ͪͨࢲ քのਓʑͱखをܞ
͑ͯɺ֩ ฌثをഇઈ͠ɺฏͳ社会をΊ͟すऔΓ組Έを進Ίま
す。ͪͨࢲɺ࣍のੈʹඃര・ઓ૪ମݧをܧঝ͠ɺ日本ݑࠃ๏
のج本ݪଇͰ͋Δฏओٛのͱੈքฏの࣮ۃੵʹݱతʹ
。ます͠ݙߩ

●核兵器廃絶と世界平和の実現を
　めざす活動を推進します

ɺ地域ʹ͓͚Δ活動を௨じͯɺ社会のδΣϯμーฏͱͪͨࢲ
ଟ༷ͳਓʑ͕ڞ生Ͱ͖Δ社会の࣮͠ݙߩʹݱます。ঁ ੑஉੑ
ɺ୭͕ؾݩʹɺ生͖͕͍をͯͬ࣋ ಇ͖ଓ͚ΒΕΔ生協ͮ Γ͘
を進Ίます。

●ジェンダー平等と多様な人々が
　共生できる社会づくりを推進します
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1. 生協の価値創造モデル
　生協は「生協の21世紀理念」を、今世紀を通じて大事にしていく価値と定め、2030年までに
「日本の生協の2030年ビジョン」で定めた生協や社会の姿を実現していきたいと考えていま
す。私たちはこれらを生協にとってのアウトカム（成果・影響）と捉えており、その実現に向けて
事業と活動を展開しています。

　生協の事業はさまざまですが、多くの地域購買生協では店舗事業、宅配事業、共済事業、福祉
事業を実施しています。
　店舗事業では、コープ商品や産直品をはじめとする食品や家庭用品などを取りそろえ、くらし
の変化に対応した品揃えと売り場づくりを進めています。生協のなかには、買いものが不便な地
域を決まった曜日と時間にトラックで巡回する移動店舗を運行しているところもあります。
　宅配事業では、商品カタログで注文された商品を、決まった曜日の決まった時間にお届けし
ています。お届けする先は個人宅や近隣住民や職場で形成されたグループなどさまざまです。夕
食をつくることが難しい方へ、平日に夕食をお届けする「夕食宅配」のサービスを行っている生
協もあります。
　ケガや病気、災害など、組合員のくらしの「もしも」を保障するのが共済事業です。「CO・OP
共済」では、医療・生命の保障と、住まいと家財の万が一に備える火災共済を扱っています。福祉
事業では介護保険事業を基本に在宅介護を中心とした事業に取り組んでいます。介護の基本とし
て①利用者の尊厳②自立支援③在宅生活の継続の3つを大切にしながら、地域密着型サービスや
「生協10の基本ケア5」の取り組みを広めています。

　生協では、組合員による自主的な活動（組合員活動）が行われています。具体的には、組合員
がくらしにかかわるさまざまなテーマや課題について学び、地域づくりにかかわる活動などを
行っています。たとえば、商品活動（エシカル消費の学習や食育、産地・工場見学、料理教室）、リ
サイクルや海岸清掃活動、被爆戦争体験の継承など平和の取り組み、高齢者や子育て中の方な
どへの助け合い活動、子どもの貧困に関する活動（子ども食堂、フードドライブ、学習支援）など
を展開しています。

生協は、「生協の21世紀理念」で掲げた価値を大切に、
「日本の生協の2030年ビジョン」実現に向けて
店舗事業や宅配事業などさまざまな事業と活動を展開しています。

Ⅱ. 生協の価値創造モデルとサプライチェーン

5　 日本生協連は、社会福祉法人 協同福祉会（本部：奈良県大和郡山市　理事長：大國 康夫）と連携し、自立した在宅生活を支援するための介護
サービス「生協10の基本ケア」を、全国の生協の福祉事業で本格的に導入しています。「生協10の基本ケア」の特長は、利用者ご自身の「ふつ
うの生活」を取り戻し、利用者・家族のQOL（生活の質）を高めていくもので、ならコープを母体とする社会福祉法人 協同福祉会が2006年4
月から実践してきた考え方を元にしています。

Ⅱ 生協の価値創造モデルとサプライチェーン
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※地域購買生協を中心に記載。自治体との協定締結数は2024年12月末時点の実績。その他の数値はすべて2023年度実績。
※価値創造モデルのフォーマットは「環境報告ガイドライン2018」を参考にした。

生協の事業と活動

お
も
な
事
業

購
買
事
業

◦店舗や宅配事業を通じて、食品や家庭用品など毎日のくらしに必要な
商品を供給（販売）している

◦特に宅配事業では決まった曜日に自宅や職場へ商品をお届けしてお
り、生協によっては夕食宅配を展開し、平日に夕食を宅配している

事
業
と
活
動
が
一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み

◦組合員のエシカル消費に
応えた商品の開発・供給
と、組合員による利用拡大
により、エシカル消費推進
に向けた好循環を作り上
げている

◦買い物が不便な地域に移
動店舗の運行をしている

◦固定した曜日とルートで配
送する宅配事業の特性を
活かして「地域見守り活動」
を行っている

◦店舗でフードドライブの受
付を行い、宅配車両の戻り
便でリサイクル品の回収
を行っている

共
済
事
業

◦「CO・OP共済」として医療・生命の保障と、住まいと家財の万が一に備
える火災共済を取り扱っている

福
祉
事
業

◦介護保険事業を基本に在宅介護を中心とした福祉事業を展開してい
る。特に①利用者の尊厳②自立支援③在宅生活の継続の3つを大切
にしながら、地域密着型サービスを展開している

組
合
員
活
動

◦組合員（消費者）が主体となった活動を展開している
◦たとえば商品活動（エシカル消費の学習や食育、産地・工場見学、料理

教室）、リサイクルや海岸清掃活動、被爆戦争体験の継承など平和の
取り組み、高齢者や子育て中の方などへの助け合い活動、子どもの貧
困に関する活動（子ども食堂、フードドライブ、学習支援）の展開など

上記を実現するための事業と活動のアウトプット

事業の結果
※供給高＝
　全国の生協組

合員による利
用結集高

◦総事業高約3兆1千億円6

　〔うち供給高約3兆円。うち店舗供給高約9千4
百億円、うち宅配供給高約2兆円〕

◦コープ商品のエシカル消費対応商品の供給高約
2千4百億円 環

境
負
荷

◦コープ商品や産直商品など取り扱い商品の
生産や輸送にともない環境負荷が発生

◦店舗や施設の運営や配送車両の走行にとも
ないCO2が排出

◦商品の販売時や宅配のお届け時にプラス
チック製の容器包装を使用

◦商品加工や店舗での販売時に食品廃棄物が
発生

◦商品カタログの制作にともない紙資源を消費
◦水資源の消費

地域社会
づくり

◦自治体との協定締結数〔包括連携協定217件、
地域見守り協定1,294件、緊急時物資支援協定
等961件〕

◦地域社会づくりを支える人材の輩出
◦他の協同組合や市民団体、社会福祉協議会、

NPOとの連携の進展

生協の事業と活動に必要なインプット（投入資源）

人的資本
◦ 組合員数約2千3百万人
　（全国の生協合計では約3千万人）

◦ 正規職員数約3万2千人
製造資本

◦店舗数約900店
◦ 宅配車両約2万5千台

（委託車両含む）
知的資本

◦ 店舗運営・商品配送・
商品開発ノウハウ

◦品質管理体制

財務資本 ◦ 組合員出資金7,992億円 社会関係資本 ◦自治体、他の協同組合、市民団体、社会福祉協議会、NPOとの連携

生協が大切にしている価値（生協の21世紀理念）
自立した市民の協同の力で　人間らしいくらしの創造と　持続可能な社会の実現を

2030年までに生協が実現したい社会・生協の姿（日本の生協の2030年ビジョン）
　　❶ 生涯にわたる心ゆたかなくらし ❹ 組合員と生協で働く誰もが活き活きと輝く生協
　　❷ 安心してくらし続けられる地域社会 ❺ より多くの人々がつながる生協
　　❸ 誰一人取り残さない、持続可能な世界・日本

■■ 生協の価値創造モデル

6　総事業高3,147,904百万円、供給高3,022,536百万円、店舗供給高946,579百万円、宅配供給高2,090,423百万円
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　日本生協連ɺ͓ ʹ地域ߪങ生協の事ݙߩʹۀすΔ͜ͱをతʹɺコープ事ۀͱ௨ൢ事�
。をల։͍ͯ͠ますۀ
　コープ事ۀͰプライϕーτ・ϒラϯυͰ͋Δʮコープの։発ʯͱʮશࠃの生協のڅڙ
ʢԷʣʯの2ͭのׂをՌ͍ͨͯ͠ます。։発ʹ͓͍ͯɺʮ組合һの;ͩΜの͘Β͠ʹཱͭʯ
を͠ࢦɺ�500を発ച͍ͯ͠ます�。શࠃの生協のڅڙʢԷʣͱ͍͏໘Ͱɺड発ཧ
ೲ・ྲྀཧɺऔҾઌϝーΧーͱ連ͨ͠ܞྔの࠷దཧを行ͬͯ ͍ます。
　௨ൢ事ۀͰɺҥྉ日༻ࡶ՟ɺ৸۩ɺイϯテリΞɺՈ۩ɺΪϑτͳͲをΧλϩグイ
ϯλーωοτͰจ͍͖ͯͨͩ͠ɺ組合һʹ͓ಧ͚͍ͯ͠ます。

ɺʮ͍Λ͔ͨͪʹ͢Δ͜ͱʯͰ͢ɻ໋ͷͪͨࢲ
ͦͷͨΊʹɺ$0ɾ01͕͍ͪΜେʹ͍ͯ͠Δ͜ͱɺ
ʮ߹һͷʯͱʮ߹һ͕։ൃʹࢀՃ͢Δ͜ͱʯͰ͢ɻ

⁞҆શͱ҆৺をେʹɺΑΓΑ͍࣭をٻすΔ
 ͓͍͠͞ͱ͍す͞をٻすΔ
ଓՄͳ社会࣋ Β͘͠ 　すΔݙߩʹ
ར༻͠す͍Ձ֨を࣮ݱすΔ
Θ͔Γす͍දࣔͱ報をఏ͠ڙଓ͚Δ

৴པ͞ΕΔコープͰ͋Γଓ͚ΔͨΊʹɺ�
5ͭのଋをՌͨ͠ɺ͍を͔ͨͪʹ
͍͖ͯ͠ます。

ίʔϓͷϒϥϯυϝοηʔδ

औΓΈํ

�ͭͷଋ

⁞すͯのコープをΤγΧルফඅରԠʹ
 すͯのコープをΑΓ݈߁ͳ৯ͱ͘ Β͠ ʹすΔのݙߩʹ
日本の৯ྉࣗڅのݙߩʹ্すΔコープʹ
มԽʹରԠ �͠৽ͨͳՁのʹઓ͠ଓ͚Δ
ະདྷを୲͏ਓʑײڞすΔコープ

コープ;ͩΜの Β͘͠ ʹཱͭͱ͠ ͯɺ
組合һの Β͘͠ ͕ΑΓྑ͘ͳΓɺ৺の݈߁ͱ社会のͭͳ͕Γ͕
　。ͳΕΔঢ়ଶʢΣルビーイϯグʣをΊ͟͠ますʹإͰসྑ

Ί͟͢ະདྷ

�　2025年3月࣌

˙ ຊੜڠ࿈ͷおͳۀࣄ

ᶘ� ੜڠͷՁϞσϧͱαϓϥΠνΣʔϯ
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2. 商品サプライチェーンと声の循環
　前項で記載した「生協の価値創造モデル」のうち、商品供給事業のサプライチェーンについて
記載します。生協では、日本生協連がコープ商品の開発と卸を担い、地域購買生協は店舗や宅
配事業を通じて組合員へ販売しています。地域によっては共同で事業を行う連合会として「事業
連合」があり、商品の開発・改善や仕入れ、店舗や宅配の売り場づくりを担っています。
　したがって、生協はサプライチェーン上では卸・販売に位置します。会員生協は日本生協連から
仕入れたコープ商品のほかに、独自に開発したPB商品やNB商品8、生産者団体から調達した産
直商品を供給（販売）しています。

(会員生協)
原材料調達元など
二次サプライヤー

(会員生協)
メーカー等

一次サプライヤー

(日本生協連)
原材料調達元など
二次サプライヤー

組合員

(日本生協連)
メーカー等

一次サプライヤー
日本生協連

  卸など
一次サプライヤー

(会員生協)

原材料調達 生産 物流 卸・小売 消費者

(会員生協)
生産者・
生産者団体

(会員生協)
卸など

一次サプライヤー

生協では、組合員の商品や事業に対する声が、会員生協や日本生協連
を通して生産者や取引先まで届く仕組み（声の循環）を構築している

コープ商品
カタログ・キャロット・ギフト

会員生協PB
NB商品

産直商品

（  　　）
会員生協
事業連合・
地域購買生協

声の流れ
モノの流れ

コープ商品
会員生協PB
NB商品
産直商品

■■ 会員生協（地域購買生協）と日本生協連のサプライチェーン

8　 ＰＢ（ピービー）は「プライベート・ブランド」の略であり、小売業がメーカーと協力して独自に企画した小売業のブランドのこと。それに対して
NB（エヌビー）は「ナショナル・ブランド」の略であり、全国規模（ナショナル）で販売するメーカーのブランドのこと。
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　コープ商品は、すべての商品に組合員の声を取り入れています。ご要望やお問い合わせを受け
るだけでなく、アンケートや座談会、試食評価など、さまざまな形で組合員の声を集め、受け止
め、読み込んでいます。2023年度に日本生協連に寄せられた声（一部会員生協含む）全体の件
数は、約128,000件でした。
　また、組合員が産地を訪問し、生産者と交流する産地交流も行われています。商品に限らず
事業運営に関する意見も積極的に取り入れており、このように「声の循環」を構築している点が
生協の特長です。

組 合 員 日本生協連

原料の
確保・管理

生産者
商品の製造

取引先

店舗・宅配にて
発売

商品企画
・

仕様検討

+

組合員の
ご利用

商品に対する声

声の確認・分析

声の読み込み
・
検討

組合員
モニターテスト

■■ 商品の開発・改善と声の関わり―「声」の取り組みサイクル

Ⅱ. 生協の価値創造モデルとサプライチェーン
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　生協は、サプライチェーンの各工程で多様な関係者と関わり合いながら事業を行っています。各工程と関わり
の深い社会的課題・関心事やリスク、機会を以下のように捉えており、関係者とともに着実な取り組みや対応を
重ねることで、社会・環境課題の解決に取り組んでいきます。

■■ サプライチェーンにおけるリスクと機会

機　会

◦環境配慮商品などエシカル消
費対応商品の売上増

◦エシカル消費に関心のある組
合員が増える

◦ESG対応強化により社会や組
合員からの信頼や評判が高
まる

◦法令違反リスクの回避

◦安全・安心な商品の
消費と利用

◦エシカル消費による
持続可能な社会づく
りへの貢献

◦食品ロスの削減や使
い捨てプラスチック
の使用量削減による
環境負荷低減

原材料調達 卸・小売 消費者生　産 物　流

重要な社会的課題・関心事

◦気候変動 
◦生物多様性  
◦水資源  
◦プラスチック使用 
◦原材料ロス 
◦人手不足 
◦労働者の人権

◦商品の品質と安全性
◦気候変動 
◦食品ロス 
◦水資源 
◦プラスチック使用 
◦労働安全衛生 
◦労働者の人権

◦気候変動 
◦人手不足・高齢化 
◦労働安全衛生

原材料調達 生　産 物　流 卸・小売 消費者

◦気候変動 
◦食品廃棄物 
◦プラスチック使用 
◦個人情報保護 
◦労働安全衛生 
◦労働者の人権 
◦社会や環境に配慮したマーケ

ティング

◦気候変動 
◦商品の品質と安全性 
◦食品ロス 
◦プラスチック問題 
◦個人情報流出

リスク

◦気候変動や森林破壊
◦水資源の枯渇による

原材料調達不全
◦石油由来プラスチッ

クの使用量増による
環境負荷

◦原料生産時の廃棄
◦労働災害の発生
◦児童労働や強制労働

◦意図的・非意図的な
異物混入

◦安定的な品質保持
◦エネルギー使用量増

による環境負荷・コス
ト増

◦渇水・洪水・水質悪化
による生産停滞

◦石油由来プラスチッ
ク使用量増

◦労働災害の発生
◦強制労働・長時間労

働・ハラスメントなど
人権侵害

◦エネルギー使用量増
による環境負荷・コス
ト増

◦原料・製品輸送時の
CO2排出増

◦異常気象や人手不足
による物流遅延

◦労働災害の発生
◦長時間労働・ハラスメ

ントなど人権侵害

原材料調達 生　産 物　流 卸・小売 消費者

◦エネルギー使用量増による環
境負荷・コスト増

◦販売・加工時の食品廃棄物増
◦石油由来プラスチック容器包

装と使い捨てプラの使用量増
と廃棄による環境負荷

◦カタログ等に使用する紙の使
用量増がもたらす生物多様
性への影響

◦労働災害の発生
◦従業員の長時間労働・ハラス

メントなど人権侵害
◦独占禁止法・食品安全・表示関

連法違反による法的リスク
◦不適切な表示や広告等による

信頼低下

◦商品の誤使用や健康
被害

◦エネルギーの使用量
増による環境負荷・
コスト増

◦家庭での食品ロス増
による環境負荷

◦石油由来プラスチッ
ク容器包装と使い捨
てプラの使用量増と
廃棄による環境負荷

◦食と健康、環境配慮
に関する正しい情報
へのアクセスと理解
不足

※地域購買生協を中心に記載
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Ⅲ. 推進体制

Ⅲ 推進体制

会員
生協

会員
生協

会員
生協

会員
生協

会員
生協

会員
生協

会員
生協

会員
生協

会員
生協

日本生協連総会

日本生協連理事会

サステナビリティ
の取り組みを支援

会員生協の取り組み
を集約

答申

諮問

環境・サステナビリティ
政策推進委員会

事務局：社会・地域活動推進部 サステナビリティ推進グループ

環境・サステナビリティ
評価委員会

委　員 ： 学識者・NGO・将来世代・
　　　　コンサルタント、会員生協理事

委員 ： 会員生協担当役職員
　　　日本生協連専務理事
　　　日本生協連管掌役員

理事会は会員生協役員（理事長・
専務理事・組合員理事）、学識者、
日本生協連役員で構成

会員生協の取り組みをまとめ、委員会へ報告

（日本生協連専務理事の諮問機関）

（理事会専門委員会）

1. 生協の環境・サステナビリティ推進体制
　環境・サステナビリティ推進体制は生協ごとに異なっており、専門部局を置いて担当役員のも
と推進を図っている生協もあれば、管理部門がマネジメントしている生協などさまざまです。そ
のため、ここでは特定の会員生協を取り上げるのではなく、連合会である日本生協連の体制につ
いて記載します。
　日本生協連はコープ商品の開発・卸といった事業面での支援に加え、会員生協の環境・サステ
ナビリティの取り組み支援も担っています。そのため、会員生協が取り組める政策を提起し、その
政策に基づく進捗状況を把握し、フォローアップを行っています。下の図は日本生協連に設置し
た、会員生協の取り組みをフォローアップするための体制です。

　日本生協連では、代表理事統括専務の諮問機関として「生協の環境・サステナビリティ政策に関す
る評価委員会」を設置しています（評価委員の詳細については19Pを参照）。運営・組織担当常務理
事のもとにあるサステナビリティ推進グループが会員生協の取り組みを集約し、評価委員会にて報
告します。それについて評価委員からは、専門的な立場からご意見やご助言をいただいています。
　評価委員会の意見や助言は日本生協連専務理事が受け止め、全国生協の環境・サステナビリ
ティ推進機関である「環境・サステナビリティ政策推進委員会」へ報告されます。そして、今後の対
応方針とともに日本生協連理事会や総会へ報告されます。評価委員会の意見は、これらの機関会
議を通じて会員生協と共有される仕組みとなっています。

■■ 会員生協を対象としたフォローアップ体制
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代表理事専務

常勤役員会

参
加
本
部

総合マネジメントレビュー

ブランド戦略
本部

ロジスティクス
本部営業本部

管理本部品質保証本部

商品本部

事業企画・
デジタル推進本部

キャロット事業
本部

渉外広報本部

通販本部

組織推進本部

レビュー対象

●SDGsマネジメント分野

●プロセスマネジメント分野

●リスクマネジメント分野

（含）サステナビリティ
推進部門

事務局 総合マネジメント部

常勤役員、本部長職以上、
子会社社長・専務

参加者

　日本生協連では、経営課題等をマネジメントする場として、総合マネジメントレビューを四半期
に１回実施しています。参加者は常勤役員のほかすべての本部の本部長、子会社の社長や専務であ
り、経営上の重要課題を代表理事専務へレビューすることを目的としています。
　レビュー対象はSDGsマネジメント分野（SDGs取り組み方針の進捗、人権デュー・ディリジェンス
の取り組み状況）とプロセスマネジメント分野（重点課題の進捗、お申し出の状況）、そしてリスクマ
ネジメント分野（内部統制、リスクマネジメント、コンプライアンス、情報セキュリティ等）です。
　SDGs取り組み方針は、コープSDGs行動宣言や「生協の2030環境・サステナビリティ政策」に
基づき、組織全体で毎年設定している取り組み課題について、進捗の確認をしています。
　人権デュー・ディリジェンスの取り組みは、2023年2月に策定した日本生協連「人権方針」を基
に、部署横断で年4回開催している人権デュー・ディリジェンス推進体制会議での論議状況や事
業・活動に関わる人権尊重の取り組みについてレビューをおこなっています。

■■ 日本生協連内部を対象としたマネジメント体制
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1. ステークホルダー・エンゲージメント
　生協は「協同の力」によって、くらしの願いを実現し、社会的な課題を解決していく組織です。
下記のようなステークホルダーとさまざまな場面でのコミュニケーションを継続的に行っていく
なかで、多様なご意見を生協の事業と活動に反映させ、「持続可能な社会」の実現に向けた取り
組みを進めています。

生協では、組合員から他の協同組合まで
幅広いステークホルダーとの協同・コミュニケーションを通じ、

「持続可能な社会」の実現に向けた事業・活動を進めています。

ステークホルダー コミュニケーションの場面

組合員

◦出資
◦日常の利用（店舗、宅配、共済、福祉など）
◦ 組合員活動や運営への参加
　（商品開発、学習会・イベント、SNS、委員会、総代会など）
◦お問いあわせ・お申し出
◦組合員向けサイトや機関紙、組合員アンケート

役職員
◦研修
◦意識調査やアンケート
◦コンプライアンス相談

取引先

◦日常の取引
◦方針説明会
◦CSR調査
◦取引先ヘルプライン
◦産地見学会や工場見学会
◦寄付金付き商品の展開や協働プロジェクトの実施

行政

◦行政のイベントへの参加
◦首長や担当部局との意見交換会
◦審議会への参加
◦包括連携協定などの協定締結

地域社会、
他の協同組合

◦地域づくりへの参加、協働プロジェクトの実施
◦フードバンク等への寄贈・寄付など
◦CSR報告書

市民団体・NGO、
学識者

◦市民団体やNGOのイベントへの参加、協働プロジェクトの実施
◦CSR報告書
◦ステークホルダー・ダイアログ

次世代 ◦組合員活動の親子企画・子ども向け企画
◦店舗などでの見学受け入れ、学校での出前講座など

Ⅳ. ステークホルダーとの対話

Ⅳ ステークホルダーとの対話
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　202�年2ܭ回࣮͠ࢪɺʮ生協の2030ڥ・サステナビリティࡦʯの進ঢ়گをؚΉ
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Ⅳ. ステークホルダーとの対話

■■ 2023年度のご意見と2024年度に進めたこと

2023年度のご意見 2024年度に進めたこと

全般

全体として、評価委員会の意見を真摯に
受け止め対応されており、評価できる取り
組み内容となっている。

―

生協の環境・サステナビリティ政策にお
いては、環境課題のみならずダイバーシ
ティや人事労務関係など、人権に関わる
テーマについても検討してほしい。

2030環境・サステナビリティ政策を見直
し、人権に関する柱を立てることを検討し
ている。2025年度以降は全国の生協で
人権尊重の取り組みを進めていく。

人事労務情報やダイバーシティに関し、
積極的な情報公開を期待する。レポート
やWebサイトなど各種媒体を組み合わ
せ、情報開示を充実化させてほしい。

いくつかの生協が女性幹部（管理職）比
率、育休取得者数、男女間賃金格差をサ
ステナビリティレポート等で開示している
状況であり、これを全国の生協へ広めて
いきたい。

気候変動

バイオマス発電については、原材料の
サステナビリティと、LCAで見たときの
GHG排出量を意識することが重要であ
る。バイオマス発電の際には、LCAでの
GHGを算定し情報開示することを検討し
てほしい。

生協が出資しているバイオマス発電所に
おいて、使用燃料の調査を開始し、パーム
油を使用している発電所がないか確認を
進めていく。現在、把握できている中では
PKS（パームヤシ殻）を使っている発電所
を優先し、GHG排出量の開示に向けた働
きかけをしていきたい。

生協は太陽光発電設備の設置を進めて
いる。将来を見据え、太陽光パネルのリサ
イクルにかかる費用を十分に積み立てら
れているか、調査を進めてほしい。

全国生協の太陽光発電654施設のうち、
大半は店舗や宅配センターの屋根置きで
あり、メガソーラーは20程度。うち6つが
物流施設など屋根置きであり、残り14が
廃棄問題として社会的に懸念されている
野立て太陽光にあたる。
これらはいずれもFIT売電として解体等
積立制度の対象になっていると思われる
ことから、解体費用は代理徴収されてい
ると認識している。将来、役目を終えた太
陽光発電設備が適切にリサイクルされる
よう、調査を進めていきたい。

省資源・資源循環

商品カタログに再生紙や認証紙などを使
用している旨を、組合員にわかりやすく表
示することを期待する。

認証紙や再生紙を使用している生協は全
体の6割程度で、うち両方を使用している
生協はごくわずかである。
大半の生協は再生紙のみを使用している
が、同じ配合率で再生紙を調達し続ける
ことが難しく、再生紙である旨の表示も
困難と考えている。今後の検討課題とし
たい。

プラスチック容器包装のさらなる削減に
向け、効果的な施策を見極めて注力しス
ケールアップさせるべきだ。対策の優先
順位は、総量削減の次にリユース・リサイ
クル、代替素材の検討となる。代替素材の
うち植物由来のものについてはトレーサ
ビリティの担保が重要だ。

生協が事業で排出するプラスチック容器
包装のうちもっとも使用量が大きいのは
宅配用内袋であり、使用量を減らす努力
を継続しつつ、できるだけ環境に配慮す
る取り組みを進めている。コープ商品
に使う植物由来プラスチックについては
トレーサビリティは担保されている。
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2023年度のご意見 2024年度に進めたこと

省資源・資源循環

衣類回収に関し、店舗で回収した子ども
服をその場で販売している企業や、プラッ
トフォームを提供している企業もあるの
で調査してはどうか。地域の生協では自
治体と連携したリサイクルや、組合員同士
でのリユースも行われているので、情報
収集と生協内共有に努めてほしい。

イベント時や配送の戻り便を活用して衣
料品回収を行っている生協がある。多く
は事業ではなく組合員のお役立ちとして
実施しているため、衣料品回収のプラット
フォームを利用している生協はないとみ
られる。
回収した衣料品は国内でウエスにリサイ
クルしたり、NPOや企業と連携して途上
国等で販売のうえ、売り上げを現地の教
育機関の支援に使っている例がある。

生物多様性保全

木材・カカオ・コットンに関し、責任ある調
達方針の策定を進めている点は評価でき
る。カカオ対応にあたっては人権問題へ
の対応と現地の人々の生計向上、森林破
壊への対応の３つの柱で進めてほしい。
コットンに関しては、まずはBCI（ベター・
コットン・イニシアティブ）への加盟を進め
てほしい。

日本生協連のコープ商品事業では、人権
や環境に配慮したカカオ原料への切替や、
現地で活動する団体への直接的な支援等

（寄付金など）を検討している。原料価格
動向や生産動向も踏まえ検討していく。
日本生協連の通販事業では、コットンに関
してBCIへの加盟検討、PBP（PEACE BY 
PEACE COTTON PROJECT）への活動
支援（寄附）と合わせオーガニックコットン
の利用拡大を進めている。木材について
は、WWFジャパン協力のもと紙（チラシ）
調達方針を策定した。

会員生協が保有している土地等で環境保
全の取り組みを展開することは、30by30
の実現を目指すうえでも有効だ。本業に
ともなう環境負荷回避・低減とあわせて、
ネイチャーポジティブにつながる取り組
みを期待する。

日本生協連の調査によれば、森づくり等
の活動を行っている生協は約40（うち森
を所有している生協は8程度）。現在はお
もに組合員の自然体験の場として活用さ
れているが、生物多様性保全や温室効果
ガスの吸収源としての価値についても調
査をしていきたい。

生協は食品を扱っているため生物多様性
への依存度が大きい。気候変動や生物多
様性の損失は大きな事業リスクとなり得る
ため、事業への影響把握に努めてほしい。

具体的なアクションは起こせていないも
のの、TNFD（自然関連財務情報開示タス
クフォース）のLEAPアプローチについて
調査している。

人権尊重の推進

ジェンダー平等の実現にあたっては、管
理職の長時間労働の解消など職場で出
来ることも大事だが、日々の生活から意
識を変えていく必要もある。生協として自
治体と連携し、地域社会全体を啓発して
いくという発想があってもよい。

生協と自治体との関わりでは、女性の活
躍推進に関する協定を締結したり、県主催
の男女共同参画関連の委員を務めたり、
自治体のシングルマザー支援の取り組み
に参画するといった例がある。男女共同
参画の財団へ寄付を行う生協もある。こう
した取り組みを今後も継続したい。

商品カタログ上の表現や商品開発におい
てジェンダー平等を意識することが重要
だ。たとえば育児時短中の男性が利用し
やすい商品など工夫を期待する。

日本生協連では、日本生協連が制作する
商品カタログにおいてジェンダー平等に
留意した表現にできるよう、DE&I（ダイ
バーシティ・エクイティ＆インクルージョン）
表現ハンドブックを作成し運用している。
次年度は同様に、コープ商品の商品名や
コピー、販促ツール類の作成において活
用できるコミュニケーションガイドブック
を作成する予定である。
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■■ 2024年度にいただいたご意見

Ⅳ. ステークホルダーとの対話

2024年度にいただいたご意見

全般 今後、見直した政策や引き上げた目標に対する実施が重要になってくる。目標を達成で
きるように履行に期待している。

気候変動

CO2削減目標を見直し、サプライチェーン排出量の農畜産物の削減対策リストを作成さ
れたことは良い取り組みだ。特に小売事業者として農畜産物分野におけるGHG削減対
策リストを作成されたことは先進的であり、今後の履行を期待したい。

国際的なSBTi9ガイダンス基準では、削減目標の基準年を2015年以降にすることが求め
られている。生協の2013年度比で50％以上削減という目標も、国際基準と照らし合わせ
ると更新が必要と考えるので、引き続き検討をして欲しい。
また、SBTiの認定を取る場合にはFLAG「Forest, Land and Agriculture（森林、土地、農
業）」をスコープにいれた削減目標を定める必要があるため、早期の準備を期待したい。

PKS（パームヤシ殻）をバイオマス発電の燃料にすることについては、生物多様性との
トレードオフの問題に加え、土地転換による排出や海外から輸入することによるエネル
ギー消費の問題があり、LCAで見るとGHG削減につながらないという議論もある。生協
が出資しているバイオマス発電所に対し、LCAでのGHG排出量の開示を求めることや、
GHG削減につながるバイオマスであることの確認を進めてほしい。また、近隣地域の森
林の残材に切り替えることも視野に入れていただきたい。

省資源・資源回収

容器包装プラスチックや紙カタログ削減について、生協内で好事例の水平展開を進めて
欲しい。

商品カタログに使用する紙使用量の削減に向け、WEB利用者にはポイント付与等する等
のインセンティブや削減効果を組合員に伝えるなどのさらなる工夫を期待する。

衣料回収については、家庭から出る衣類の廃棄処分を12万トン削減する目標が国の方で
議論されている。情報収集のうえ、削減目標設定などを視野に入れてはどうか。

コープ商品のプラスチック対応については、トレーサビリティの確認含めて対応が進んで
いると考える。さらに、原材料がどこで作られていて、森林破壊や土地転換が起きていな
いかまで確認できるとよい。

コープ商品のプラスチック使用量が、おもにペットボトルの増加により基準年比11％増と
なっている点を懸念している。ペットボトルを回収し商品包材へのリサイクルを進めてい
るが、最終的にはそれも使い捨てになる。ペットボトルを使い続けること自体の見直しも必
要ではないか。

生物多様性・
人権尊重

生物多様性における取り組みや情報開示について、TNFDのLEAPアプローチを参照・実
践するのがよい。
LEAPアプローチでは自然環境が事業へ与える影響も評価することが求められるが、生協
では事業が自然環境へ与える影響を評価することに重点を置いている。今後は自然環境
が事業に与える影響を評価することも必要ではないか。

コープ商品のパーム油やプラスチック対応について、マスバランスを広めていくことは大事
だが、あくまでも通過点である。
自社が調達したものについてトレーサビリティを確認し、現物が環境や人権に影響を与えて
いないかを確認することが重要だ。
プラスチックにおいても、実際に再生プラスチックの配合率を高めたものと、他社にお金を
払って配合率を高めたものでは努力の度合いが異なるため、注意が必要と考える。

コープ商品の2030調達目標のうち、GAPを導入した生産者からの（国内農産物の）調
達構成比が6.1％にとどまっているが、今後の対策として、目標を変えずにステークホル
ダーへ働きかけをする方針は評価できる。

情報開示、
協働・連携

情報開示については、生協としての考え方・マネジメント・結果（実績）の3点を伝えること
が重要である。公開の際に意識できるとよい。

日本生協連が、取引先向けにサステナビリティに関わる学習会を開催している点は評
価できる。ステークホルダーとともに学ぶ取り組みは重要である。

9　SBTiは、WWF、CDP、世界資源研究所（WRI）、国連グローバル・コンパクトによる共同イニシアティブ。世界の平均気温の上昇を1.5度に抑
えるという目標の達成に向けて、企業は極めて重要な役割を果すため、SBTiは企業に対し、どれだけの量の温室効果ガスをいつまでに削減しな
ければいけないのか、科学的知見と整合した目標（Science-based target）を設定することを支援・認定している。
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ᶛ� ॏ՝ʢϚςϦΞϦςΟʣ

1��ॏ՝ͷಛఆϓϩηε
　生協Ͱɺ2019年ʹ会һ生協ͱֶࣝऀ͔ΒͳΔʮ2030ڥ・サステナビリティݕࡦ౼ҕ
һ会ʯを日本生協連ʹઃஔ͠ɺʮ生協の2030ڥ・サステナビリティࡦʯのݕ౼ʹணख͠ま
ͨ͠。͜ のࡦఆաఔͰɺલظのࡦʹ͋ͨΔʮ2020年ʹ͚ͨ生協の৽ͨͳڥࡦʯをϕー
スʹɺ࠷৽の社会の動ͳͲ֎部をྀ͠ߟɺʮΤγΧルফඅʯʮީؾม動ରࡦʯ
ʮলݯࢿ・ݯࢿ॥の推進ʯʮ生ଟ༷ੑอશͱਓݖଚॏの推進ʯʮ報ެ։ͱର・連ܞʯ
をॏཁΧテΰリーͱͯ͠ఆΊまͨ͠。ͦ ͯ͠ɺ͜ ΕΒを۩ମతͳΞクγϣϯプラϯʹམͱ͠ࠐΈɺ
ʮ10の行動ࢦʯͱʮ5ͭ のඪʯɺʮ18のϞχλリϯグࢦඪʯをઃఆ͠まͨ͠。
回のϨϙーτͰɺ͜ࠓ　 のॏཁΧテΰリーͱ10の行動ࢦをॏ՝ʢϚテリΞリティʣͱͯ͠
Ґஔ͚͍ͯます。

2��ੜڠʹお͚ΔϚςϦΞϦςΟϚοϐϯά
　日本生協連Ͱɺશࠃの生協の事ۀ活動ʹؔすΔॏ՝ʢϚテリΞリティʣをʮڥ՝ʯͱ
ʮ社会՝ʯʹ ͚ɺͦ ΕΒをʮ生協の事ۀͱ活動ʹͱͬͯ のॏཁʯͱʮ社会のӨڹʯの؍
͔ΒϚοϐϯグ͠まͨ͠。
　ʮڥ՝ʯʹ ؔ͠ɺॏཁͱӨڹ͕ۃΊ͍ͯߴ՝ʹ͍ͭͯʮ生協の2030ڥ・サス
テナビリティࡦʯʹ ͯඪをઃఆ͍ͯ͠ます。Ұํɺʮ社会՝ʯͰϚοϐϯグͨ͠ॾ՝
をΧόーすΔࡦඪ࣌ݱͰଘ͍ͯ͠ࡏͳ͍ͨΊɺޙࠓରԠをݕ౼͍͖ͯ͠ます。
ޙࠓ。ͨ͠のͰす࡞;ま͑日本生協連͕ݟϖーδのϚοϐϯグɺධՁҕһ会のҙ࣍　
会һ生協をじΊ͞ま͟まͳステークϗルμーのҙݟをऔΓೖΕͳ͕Βਵ͖͍ͯ͠ڧิ࣌ます。

ੜڠͰɺʮΤγΧϧফඅʯʮީؾมಈ対ࡦʯʮলݯࢿɾݯࢿ॥ͷ
ਪਐʯʮੜଟ༷ੑอશͱਓݖଚॏͷਪਐʯʮใެ։ͱ対ɾ࿈
·ɾαスςφϏϦςΟͷॏ՝ͱ͍ͯ͠ڥʯΛܞ ɻ͢

ᶛ ॏ՝（ϚςϦΞϦςΟ）



24

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

レ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て

目　
次

ト
ッ
プ
メ
ッ
セ
ー
ジ

Ⅰ 

生
協
に
つ
い
て

Ⅱ  

生
協
の
価
値
創
造
モ
デ
ル

と
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

Ⅲ 

推
進
体
制

Ⅳ  

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と

の
対
話

 

Ⅴ 

重
点
課
題

（
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
）

Ⅵ 
重
点
課
題
別
の
報
告

Ⅶ 

生
協
の
環
境・サ
ス
テ
ナ

　

 

ビ
リ
テ
ィ
の
歴
史

Ⅷ 

デ
ー
タ
集

Ⅸ 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
対
照
表

    （
G
R
I
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）

Ⅴ. 重点課題（マテリアリティ）

■■ 環境課題

■■ 社会課題

極
め
て
高
い

◦リサイクル推進
◦ 商品サプライチェーンにおけ

る環境問題（海洋資源・森林
資源の持続可能な利用）と人
権問題への対応（＝責任ある
調達）

◦エシカル消費の推進
◦温室効果ガス排出削減
◦再生可能エネルギー拡大
◦食品廃棄物・食品ロスの削減
◦ 使い捨てプラスチックの削減

非
常
に
高
い

◦水資源の有効利用
◦アニマルウェルフェア

◦森づくりなどの環境保全活動
◦ 海洋プラスチックごみ問題へ

の対応

高
い

高い 非常に高い 極めて高い

社
会
へ
の
影
響
度

生協の事業と活動にとっての重要度

極
め
て
高
い

◦供給する商品の安全性
◦サプライチェーンにおける人

権尊重

非
常
に
高
い

◦地域における多様な人々の
共生

◦世界の子どもの命と健康
◦貧困・飢餓の削減
◦持続可能な食料システムへ

の貢献
◦核兵器廃絶・平和
◦ジェンダー平等

◦防災・減災、災害復興支援

高
い

◦買い物支援・高齢者支援
◦地域包括ケアシステムの構築
◦健康づくり（食・運動・社会

参加）
◦消費者市民社会の形成
◦行政・諸団体との連携

◦プライバシー保護
◦働く人の健康・安全・幸福
◦健全なガバナンス

高い 非常に高い 極めて高い

社
会
へ
の
影
響
度

生協の事業と活動にとっての重要度
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　「生協の2030環境・サステナビリティ政策」における5つの重点課題、および「10の行動指
針」と「5つの数値目標」「18のモニタリング指標」は下記の通りです。

3. 「生協の2030環境・サステナビリティ政策」と
　 5つの重点課題

重点課題
（マテリアリティ） 10の行動指針 全国生協で目指す

数値目標 モニタリング指標 関連するSDGsのゴール

エシカル消費

❶エシカル消費に対応し
た商品を拡大・普及さ
せ、エシカル消費に共感
できる消費者を社会の
中に増やしていきます

―

◦各生協の供給高におけ
るエシカル消費対応商
品の割合

気候変動対策

❷生協事業のサプライ
チェーン全体と、組合員
の生活における温室効
果ガス排出削減に取り
組みます

◦ C O 2 排 出 量 を
2030年に2013
年度比で40％削減

◦省エネルギー率、再生
可 能エネル ギー 導 入
率、次世代車両導入率、
自然冷媒導入率、事業
高あたりのCO2排出量

❸再生可能エネルギーの
開発を通して、日本にお
ける再エネ導入量を増
加させるとともに、持続
可能な地域づくりに貢
献します

◦ 2 0 3 0 年までに
年 間 発 電 量 4 億
kWh (設備容量
200MW相当)の
再 生 可 能エネル
ギーを開発

◦各生協の再生可能エネ
ルギー開発状況

◦再生可能エネルギー開
発計画の策定状況

省資源・
資源循環の
推進

❹生協事業で使用するプ
ラスチック製容器包装と
紙を削減します。また、
持続可能な原材料への
切り替えを進めます

◦使い捨てプラス
チック製容器包装
の使用量を2030
年に2018年度比
で25％削減

◦商品カタログに使
用する紙使用量を
2030年に2021
年度比で25％削減

◦宅配用内袋の素材に再
生プラスチック・植物由
来プラスチックを使用し
ている生協数

◦商品カタログの原料に再
生紙や環境・社会側面に
配慮した紙（認証紙など）
を使用している生協数

◦「Webのみ利用実績者
数」の組合員比率

❺生協事業から排出され
る容器包装等の回収・リ
サイクルを、組合員とと
もに推進します

―

◦プラスチック・紙製容器
包装の回収量

◦宅配用内袋の回収率

❻生協事業ならびに組合
員家庭から生じる食品
廃棄物・食品ロスの削減
を進めます

◦ 食 品 廃 棄 物 を
2030年に2018
年度比で50％削減

◦食品廃棄物発生量
◦食品リサイクル率

CO2

CO2

CO2
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Ⅵ. 重点課題別の報告

　次ページ以降の内容は、2024年度に日本生協連が地域購買生協を対象に行った
「環境・サステナビリティ政策進捗調査」（以下、「調査」と表記）の結果をベースに、
生協の取り組み方針や事例などを記載しています。
　調査の対象は67生協・事業連合で、うち回答があったのが65生協・事業連合（回収
率97.0％）、実績数値はいずれも2023年度のものです。

1. 生協の環境・サステナビリティの到達点
「生協の2030環境・サステナビリティ政策」の改定に向けて ……………………… 29

2. エシカル消費
エシカル消費に対応した商品を拡大•普及させ、
エシカル消費に共感できる消費者を社会の中に増やしていきます ……………… 30

3. 気候変動対策
生協事業のサプライチェーン全体と、
組合員の生活における温室効果ガス排出削減に取り組みます ………………… 35

再生可能エネルギーの開発を通して、
日本における再エネ導入量を増加させるとともに、
持続可能な地域づくりに貢献します …………………………………………………… 40

4. 省資源・資源循環の推進
生協事業で使用するプラスチック製容器包装と紙を削減します
また、持続可能な原材料への切り替えを進めます …………………………………… 43

生協事業から排出される容器包装等の
回収・リサイクルを、組合員とともに推進します ……………………………………… 46

生協事業ならびに組合員家庭から生じる
食品廃棄物・食品ロスの削減を進めます ……………………………………………… 49

5. 生物多様性保全と人権尊重の推進
サプライチェーンを通して、
人権を尊重し環境に配慮した「責任ある調達」を進めます ………………………… 53

組合員とともに環境保全活動を推進し、
自然共生社会の実現を目指します ……………………………………………………… 61

6. 情報公開と対話・連携
生協の環境・サステナビリティに関わる取り組み状況を
積極的に公開し、社会との対話を進めます …………………………………………… 67

環境・サステナビリティに関わる諸課題を解決するために、
新たな協働の取り組みにチャレンジします …………………………………………… 69

Ⅵ 重点課題別の報告



28

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

レ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て

目　
次

Ⅰ 

ト
ピ
ッ
ク
ス

Ⅱ 

生
協
に
つ
い
て

Ⅲ  

生
協
の
価
値
創
造
モ
デ
ル

と
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

Ⅳ  

環
境・サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

に
関
す
る
考
え
方

Ⅴ  

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と

の
対
話

 

Ⅵ 

重
点
課
題

（
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
）

　

  
Ⅶ 
重
点
課
題
別
の

　
　
　
活
動
報
告

Ⅷ 

生
協
の
環
境・サ
ス
テ
ナ

　

 

ビ
リ
テ
ィ
の
歴
史

Ⅸ 

デ
ー
タ
集

Ⅹ 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
対
照
表

    （
G
R
I
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

レ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て

目　
次

ト
ッ
プ
メ
ッ
セ
ー
ジ

Ⅰ 

生
協
に
つ
い
て

Ⅱ  

生
協
の
価
値
創
造
モ
デ
ル

と
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

Ⅲ 

推
進
体
制

Ⅳ  

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と

の
対
話

 

Ⅴ 

重
点
課
題

（
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
）

Ⅵ 
重
点
課
題
別
の
報
告

Ⅶ 

生
協
の
環
境・サ
ス
テ
ナ

　

 

ビ
リ
テ
ィ
の
歴
史

Ⅷ 

デ
ー
タ
集

Ⅸ 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
対
照
表

    （
G
R
I
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）

Ⅵ. 重点課題別の報告

　温室効果ガス排出量は基準年比40％削減の目標に対し29.1％削減となっています。再生可能エネル
ギーは太陽光発電とバイオマス発電の増加により、開発目標に対して一定順調に推移しています。
カタログに使う紙使用量、使い捨てプラスチックの使用量については、2年連続で減少推移となりまし
たが、食品廃棄物については前年より削減率が低下しました。
　プラスチック削減や食品廃棄物の削減、そして再生可能エネルギーのさらなる拡大においては、これ
までとは異なるアプローチが必要と考えています。新たなパートナーと、新しいアイデアを実践に移す
ことで推進したいと考えています。

　日本生活協同組合連合会は2021年5月に「生協の2030環境・サステナビリティ政策」を策定
しました。これは持続可能な社会を実現するために、全国の生協の事業と活動で推進する2030 
年までの政策であり、「日本の生協の2030年ビジョン」や「コープSDGs行動宣言」で掲げたサ
ステナビリティの精神を具体化するための政策です。本政策は、「すべての人々が人間らしく生き
られる豊かな地球を、未来のこどもたちへ」というスローガンのもと、「10の行動指針」と「5つ
の数値目標」、そして「18のモニタリング指標」で構成されています。
　この「5つの数値目標」に対する2024年度調査（2023年度実績）の到達点は下記の通りです。

CO2排出量29.1％減
（供給高あたりでは47.5％削減）

到達点

目　標
CO2排出量を2030年に
2013年度比で40％削減

再生可能エネルギー
2.5億kWh（137MW）開発到達点

目　標
再生可能エネルギーを
2030年までに年間発電量
4億kWh開発（設備容量200MW相当）

紙使用量5％減
（供給高あたりでは4％削減）

到達点

目　標
商品カタログに使用する
紙使用量を2030年に
2021年度比で25％削減

使い捨てプラスチック13％減
（供給高あたりでは23％削減）

到達点

目　標
使い捨てプラスチック容器包装の
使用量を2030年に
2018年度比で25％削減

食品廃棄物14％減
（供給高あたりでは22％削減）

到達点

目　標
食品廃棄物を2030年に
2018年度比で50％削減

1. 生協の環境・サステナビリティの到達点
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「生協の2030環境・サステナビリティ政策」の改定に向けて
　前ページで記載した「生協の2030環境・サステナビリティ政策」につきましては、変化が激し
いサステナビリティの情勢に対応するため、３年ごとに見直す運用にしています。2023年度から
会員生協とともに見直しを開始しており、2024年度中に完了する予定です。
　そのため、本レポートでは見直し前の目標等に関する進捗報告をしており、次年度発行のレ
ポートから、見直し後の政策に基づく進捗を報告していきます。
以下、2025年1月時点での検討状況です。

温室効果ガス削減目標を引き上げる
　気候変動の影響が深刻化するなか、事業者としての責任を果たし、消費者とともに持続可能な社会を
つくるため、Scope1.2にあたるCO₂排出量の削減目標を引き上げるとともに、Scope3にあたるサプラ
イチェーン排出量に関する方針を明記します。

人権尊重の取り組みを強化する
　国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」をふまえ、日本政府は企業等へ人権尊重に対する理解と
取り組みを促しています。企業でも、人権方針の策定や人権デュー・ディリジェンスに取り組む流れが加
速しています。
　生協ではこれまで「調達」に焦点を当てた人権対応にとどまっていたところ、原材料調達先の労働者
から自社やグループ会社、製造や物流の下請先における従業員、組合員や地域住民の人権まで、上流か
ら下流を含むバリューチェーン全体での対応が必要であるとの考えから、現行の行動指針や取り組み内
容を補強することを検討しています。

生物多様性の保全を活動と事業で推進する
　世界では生物多様性の損失への危機感から「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、
2030年までに陸と海の30%以上を保護・保全する30by30目標等が提起されました。日本政府も「ネ
イチャーポジティブ経済移行戦略」を策定するなど、生物多様性保全の必要性は高まっています。
　生協はこれまで、組合員とともに植樹等の森づくり活動や海洋クリーンアップ活動を進めてきまし
た。また、生産農家とともに環境に配慮した産直事業を進め、環境や人権に配慮した原料調達である
「責任ある調達」を推進してきました。
　今後も事業と活動の両面で、生協らしい生物多様性保全の取り組みが展開できるよう、行動指針や
取り組み内容を補強することを検討しています。

改定前の目標 改定後

◦ CO₂排出量を2030年に2013年度比で
40％削減

◦2050年に2013年度比で90％削減

◦ CO₂排出量を2030年に2013年度比で
50％以上削減

◦2050年までにCO₂排出量を実質ゼロ
◦ サプライチェーン排出量についても排出量

の算定を進め2℃を十分に下回る水準で目
標設定を目指す
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͔ͭ͏ଆʢʣ ͭ͘Δଆʢʣ

͍҆
ҬݯࢿݙߩΛकΔ

͍͍͓͠ڥ

ศར͔Θ͍͍

おങいʹ
ʮΤγΧϧʯͳࢹΛ

ϓϥεʂ

ఆࢦ࢈
Ҭ

ެਖ਼ͳ
ΈΛͭ͘Δ
ࣾձ

ੜ͖ΔΛ
Δ͑ࢧ
ਓʑ

ݮ�$0
ɾਫཧݯࢿ

ެਖ਼ͳऔҾ
ਓݖͷଚॏ

ਓͷ͏
͍ʹ
Γఴ͏د

͠ɺେଟͷফඅऀ 「͕エシカルʯͳՁΛٻΊΔΑ͏ʹͳͬͨΒʜ
ఏ͢ڙΔଆɺʮエシカルʯͳαʔϏεʹมΘ͍͖ͬͯ·͢

ᶜ� ॏ՝ผͷใࠂ
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ίーϓʹ͓͚ΔΤγΧϧফඅ対Ԡ
　日本生協連͕։発͍ͯ͠ΔコープͰɺ組合һのΤγΧルফඅʹԠ͑ΒΕΔ܈をʮΤ
γΧルফඅରԠʯͱݺΜͰ͍ます。ʮΤγΧルফඅରԠʯ͓ʹɺೝূϚーク͖ɺ
ߴڅڙ͞Ε͍ͯますʢਤද1ʣ。2023年のߏ͖ۚͰدのɺࡐૉ࢈ࠃ・ఆࢦ地࢈
ʢച্ߴʣ10ɺ�年連ଓͰ2000ԯԁを͑ɺコープશମのߴڅڙの�ׂをΊ͍ͯます。
2021年3月͔Β発ചͨ͠ɺʮコープサステナϒルʯγリーζɺΤγΧルফඅʹ͍ͭͯ組合һのೝ
ͱײڞをΑΓߴΊΔ͜ͱをͯ͠ࢦ ͍ます。

ܭՁ֨ϕースの推څڙ組合һߴڅڙ��10

�ਤද�　ΤγΧϧফඅରԠͷྫ

ΤγΧϧফඅରԠΛ͚ͯͭݟɺબΔʮίʔϓαεςφϒϧʯ
　日本生協連͕։発͍ͯ͠ΔコープͰɺڥ社会ʹྀͨ͠ओݪྉをͨͬをڞ௨のϩΰ
Ϛークを͚ͯγリーζԽ͠ɺʮコープサステナϒルʯͱͯ͠ల։͍ͯ͠ます。͞ ま͟まͳೝূϚーク͕ొ
すΔதɺڞ௨のϩΰをύοέーδʹදࣔͯ͠ࢹೝੑをߴΊɺചΓͰΑΓଟ͘の組合һ ʮ͕͚ͯͭݟɺ
બΔʯΑ͏ʹすΔ͜ͱͰɺʮΤγΧルফඅʯʹ Ճ͠す͘ࢀ ͍ͯ͠ます。
　γリーζల։։࢝Ҏདྷɺʮコープサステナϒルʯのೝ年ʑߴまΓɺߴڅڙॱௐʹ৳ͯ͠ ͍ます。

ra.org/ja

環境・社会に
配慮した商品開発

日本の
農畜水産業応援

包装資材の
環境配慮

寄付金付き
商品

地球環境や限りある資源の
保全とともに、生産者の人
権に公平で社会にも配慮し
た商品を積極的に開発

産地と「繋がる」「守る」「確
保する」「販売する」ことで地
域を元気にする取り組み

包材資材（パッケージ）にお
いてプラスチック使用量を
さまざまな手段で削減する
取り組みや、紙パッケージに
おける再生紙・認証紙への
切り替えなど

日本国内の問題やＳＤＧｓの
課題解決の最前線で活動
する国際機関やＮＧＯなど
を、対象商品を購入するこ
とで支援

粗放養殖マーク

環境 社会 地域 環境 社会 人々
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201� 201� 2018 2019 2020 2021 2022 2023

୯Ґ：ԯԁ

���
����

����

����
���� ����

����
����

�ਤද�　ΤγΧϧফඅରԠͷߴڅڙਪҠʢ合һڅڙՁ֨ϕʔεͷਪܭʣ

ᶜ� ॏ՝ผͷใࠂ

ຊੜڠ࿈ʮΤίϚーΫΞϫード����ʯͰॳͱͳΔೋͷߴ࠷ड
　日本生協連ɺެ ӹஂࡒ๏ਓ日本ڥ協会͕ओ࠵すΔʮΤコϚークΞϫーυ202�ʯʹ ͓͍ͯɺ
͜。༏लをड͠まͨ͠࠷ ΕまͰʹɺʮΤコϚークΞϫーυ2011ʯʹ ͓͍ͯۚʢ࠷�ݱ༏ल
ʣをड͓ͯ͠ΓɺΤコϚークΞϫーυͰॳΊͯͱͳΔʮೋのߴ࠷डʯͰす。
　コープɺリσϡース・リϢース・リサイクル・όイΦϚスͱ͍ͬͨプラスνοクแࡐのڥ
ෛՙܰڞʹݮ௨ͯ͠༻͍Δ͜ͱのͰ͖Δೝఆͱͯ͠ɺΤコϚークをੵۃతʹ活༻͖ͯ͠まͨ͠。
製ͳͲͰΤコϚークのೝఆऔಘを進Ί͖ͯまͨ͠。Ҿ͖ଓ͖ΤコϚークのࢴ͍ͨ༺をࢴ生࠶
ೝఆऔಘを進Ί͍ͯ͘ͱͱʹɺڥෛՙܰݮのऔΓ組Έを進Ί͍͖ͯます。

ʲΤίϚʔΫΞϫʔυͱʳ
のతͰۀදすΔͱͱʹɺΤコϚーク事ެ͘すΔ༏Εͨ事ྫをؔʹٴྀのීڥ　
͋Δʮফඅऀのڥをҙࣝͨ͠બɺۀاのڥվળྗʹΑΔɺ࣋ଓՄͳ社会のܗʯ
。ମをදজすΔのͰすஂ・ۀاతʹ活動͍ͯ͠Δۃੵ͚ͯʹ

ί�ラ�Ϝ

ΤコϚークೝఆ　コープʢҰ部ʣ
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ਐௐࠪͷ݁ՌࡦɾαεςφϏϦςΟڥ

⬟̇�ʻϞχタϦンάࢦඪʼ֤ੜڠͷߴڅڙʹ͓͚ΔΤγΧϧফඅ対Ԡͷׂ߹
�ʮ生協の2030ڥ・サステナビリティࡦʯͰɺΤγΧルফඅରԠの֦େを͍ͯ͛ܝます。
શࠃの生協Ͱの֦͕ΓをѲすΔͨΊɺʮ֤生協のߴڅڙʹ͓͚ΔΤγΧルফඅରԠのׂ合ʯ
をϞχλリϯグࢦඪʹઃఆ͍ͯ͠ます。
　生協ʹ͓͚ΔʮΤγΧルফඅʹରԠͨ͠ʯのఆ͚ٛͮ生協ʹΑͬͯ͞ま͟まͰす。311の
ਤද1Ͱ記載ͨ͠ྨܕʹՃ͑ɺ֤ 生協͕ಠࣗʹऔΓѻͬͯ ͍Δ࢈11をؚΉ合͕ଟ͘ɺͦ の΄
͔地؆қแをؚΊΔ事ྫ͋Γます。

ௐࠪ݁Ռ
　औΓѻ͍ʹΊΔΤγΧルফඅରԠのֹۚڅڙͱߏൺをѲ͍ͯ͠Δ生協ɺ
�5生協த15生協Ͱす。ͦ ΕΒの生協のߴڅڙʹ͓͚ΔΤγΧルফඅରԠのׂ合13ˋ
Ͱす。
　શࠃ生協のͱ͠ ҰͯൠԽすΔʹूܭ生協͕গͳ͍ঢ়گͰすのͰɺҾ͖ଓ͖
ѲʹΊます。

11��生協のʮ࢈ʯ生協ʹΑͬ ͯఆ͕ٛ͞ま͟まͰす。Ұྫͱ͠ ͯɺट都ݍの生協Ͱ͋Δコープσリ連合会Ͱɺʮ生ऀ࢈ͱ組合һ͕إの͑ݟΔؔ
をͭ Γ͘ɺ̓ શੑ͕֬อ͞Εɺ͓ ͍͠͞ͱڥྀを݉Ͷඋ͑ͨɺ生ཱ͍͕͖ͪͬ ΓΘ͔Δਫச࢈を͓ಧ͚すΔऔΓ組ΈͰす。͜ の࢈
のऔΓ組Έを௨じͯɺ࣋ଓՄͳਫச࢈の生࢈をԠԉすΔ͜ͱを͍ͯ͠ࢦます。ʯͱఆ͍ٛͯ͠ます。ʢコープσリ連合会�8&#サイτʣ

˙ ΤγΧϧফඅීٴͷऔΓΈྫ

ίーϓͷΤγΧϧ

　日本生協連ͰɺΤγΧルফඅをʮ୭͔のস
ͳ͕Δ͓ങ͍ʯͱհ͠ɺ会һ生協のͭʹإ
৬һ組合һʹ͚ͯɺͦ Εʹ͔͔ΘΔコープ
のऔΓ組ΈをまͱΊͨࢠ動ըを੍ͯ͠࡞
͍ます。ީؾม動生ଟ༷ੑをΊ͙Δ
ਓݖଚॏͳͲの֤छ՝ʹ͍ͭͯɺͦ のഎܠを
͑ͨ͏͑Ͱɺコープの۩ମతͳऔΓ組Έを
まͱΊɺ発৴͍ͯ͠ます。
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ᶜ� ॏ՝ผͷใࠂ

ը૾ఏڙ：京都生協

イϕンτɾΩϟンϖーン

　会һ生協ͰɺΤγΧルফඅのීٴのҰͰ
༷ʑͳイϕϯτΩϟϯϖーϯを行͍ͬͯます。
　ళͰのֶश会ೝূϚークの͍ͨ
を୳すʮh ΤγΧルͳを୳ ʂͤɦクイζラリーʯ
ʮΤγΧル୳ୂݕʯɺΤγΧルͳऔΓ組Έのࢀ
Ճをݺͼ͔͚ΔʮΤγΧルνϟϨϯδʯʮΤγΧル
ΩϟϯϖーϯʯͳͲを࣮͍ͯ͠ࢪます。

ֶशձɾग़લतۀ

　会һ生協Ͱɺ組合һをର ʮʹΤγΧルʯ
ʮプラスνοクʯʮ4%(TʯͳͲをテーϚʹ͠
ֶͨश会͕行ΘΕ͍ͯます。
　まֶͨߍʹग़͖ɺ4%(Tを͑Δ活動ͱͯ͠
ʮΤγΧルʯʮリサイクルʯͳͲʹ͍ͭͯɺ生協
のऔΓ組Έհͱ͋Θͤͯ͑Δतۀを行ͬͯ
͍ます。

ը૾ఏڙ：ύルγステϜ܈അ

ֶशπーϧͷఏڙ

　会һ生協Ͱɺす͝Ζ ͘動ըͳͲɺΤγΧル
ফඅ4%(Tʹָ͍ͭͯ͠Έͳ͕ΒֶशͰ͖Δ
πールを࡞͠ɺఏ͍ͯ͠ڙます。

ը૾ఏڙ：コープΈ͑
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生協事業のサプライチェーン全体と、
組合員の生活における温室効果ガス排出削減に取り組みます

（「生協の2030環境・サステナビリティ政策」の行動指針②）

3. 気候変動対策

　生協では、2030年に温室効果ガスを2013年度比で40％削減することを目指していま
す。2023年度の全国生協の温室効果ガス排出総量は72万5,510トンとなり、29.1%まで
削減できています。供給高（売上高）1億円あたりのCO2排出量は、47.5％の削減となって
います。
　省エネルギー状況は、店舗等の省エネチューニング等によりエネルギー使用量が減少
し、前年度比99.2％となりました。再生可能エネルギー導入率は45.8％、次世代車両導入
率は1.2％、自然冷媒導入率は自然冷媒への切り替えが進んだため前年より増加し3.2％と
いう結果になりました。

生協における温室効果ガス削減の取り組み
　生協は消費者のくらしに密接なエネルギー問題について強い関心をもち、2004年から計画
的に温暖化対策に取り組んできました。2010年には、2020年までにCO2排出量を2005年度
比で15％削減することを目指す「温室効果ガス総量削減計画」を策定しました。この計画は、
2005年度比で26％削減となり目標を大きく上回って達成しました。
　この到達点をふまえ、現在は「生協の2030環境・サステナビリティ政策」のなかで、2030年
までに2013年度比で40％削減する目標を掲げています。省エネルギーと再生可能エネルギー
の開発・導入が進展し一定の削減が進んだこと、さらなる削減が社会的に求められている情勢
をふまえ、この目標を引き上げる方向で検討を進めています。

【全国の生協の目標】
◦CO2排出量を2030年に2013年度比で40％削減（2050年に2013年度比で90％削減） 
　※いずれもカーボンオフセットを前提としていない数値です

【モニタリング指標】
◦供給高あたりのCO2排出量、省エネルギー率、再生可能エネルギー導入率、次世代⾞両導

入率、自然冷媒導入率
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環境・サステナビリティ政策進捗調査の結果

■1 ＜2030目標＞ CO2排出量
 「生協の2030環境・サステナビリティ政策」において、生協はカーボンオフセットを前提とせず、
2030年までにCO2排出量を2013年度比で40％削減することを目指しています。下記の枠組みで
算定しており、2023年度の結果は以下の通りとなりました。

算定の枠組み
◦CO2排出量の算定範囲
　算定範囲はおもにスコープ1、2が対象。生協ならびに子会社の店舗、宅配施設・⾞両（自

社・委託含む）、物流施設・⾞両（自社・委託含む）、本部事業所、福祉施設、生産施設。
◦算定対象としたエネルギー
　対象とするエネルギーは電気及び都市ガス、LPガス、灯油、Ａ重油、⾞両燃料（ガソリン、

軽油、LPG、CNG）などの化石燃料。
◦電力をCO2排出量に換算する係数
　電力会社の前年度の基礎排出係数を使用

調査結果
　全国生協の2023年度の温室効果ガス排出総量は72万5,510トンとなり、2013年度比で
70.9%(前年度比104.9%)となりました。2030年までに2013年度比40％削減とする目標に
対し、29.1％削減となっています。
　店舗における太陽光自家発電・自家消費の進展や設備更新・宅配における配達コースの見
直し等により省エネルギーの取り組みは前進していますが、電力調達先の電力会社における
再生可能エネルギー率が低下したことが主な要因となり、CO２排出量は増加しました。

店舗

宅配

生産施設

物流

本部

福祉施設

その他

基準年度比

（千トン）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2013 2021 2022 2023

 図表3　基準年度以降の排出量推移

Ⅵ. 重点課題別の報告
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■2 ＜モニタリング指標＞ 供給高1億円あたりのCO2排出量（㌧/億円）
　主要事業におけるCO2排出量の削減効果を測るため、供給高1億円当たりのCO2排出量（原単位
排出量）をモニタリング指標として設定しています。

■3 ＜モニタリング指標＞ エネルギー使用量（省エネルギー率）
　温室効果ガス削減においてもっとも重要なのが省エネルギーと考えており、省エネルギー率をモニ
タリング指標として改善効果を測っています。

調査結果
　2023年度実績は図表4の通りです。店舗事業・宅配事業ともCO2排出量は増加し、事業
合計で15.0㌧/億円でした。基準年度比では47.5%削減、前年度比106.６％となりました。

調査結果
　2023年度のエネルギー使用量は部門合計で15,810,137GJ（前年度比99.2％）となりました。
全体としてエネルギー使用量は前年に比べ減少しており、店舗などの施設は12,943,488GJ（前
年度比98.3%）、宅配や物流などの⾞両は2,866,649GJ（前年度比103.8％）となりました。宅
配・物流部門では、営業活動の強化や冷暖房機器の使用増による電気使用量の増加、事業拡大
にともなう⾞両燃料使用量の増加が主な要因となり、エネルギー使用量が増加しました。

合計 店舗事業 宅配事業

（トン/億円）

28.5

10.1

6.7

14.1 15.0

61.8

30.1 31.7

6.9 7.30.0

10.0

20.0

40.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2013 2021 2022 2023

13.8

29.329.3

 図表4　供給高1億円あたりの排出量推移
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■6 ＜モニタリング指標＞ 自然冷媒導入率
　生協ではモントリオール議定書改正への対応に加え、温室効果の低い冷媒への切り替えを通して、
温室効果ガス削減を進めています。そのため、アンモニアやCO2冷媒など自然冷媒の導入率を測定
しています。

■4 ＜モニタリング指標＞ 再生可能エネルギー導入率
　生協では、省エネルギーとともに再生可能エネルギーへの切り替えも重要な施策と考えており、外
部から調達した電力に、どれだけ再生可能エネルギー（FIT電気も含む）が含まれているかをモニタ
リングしています。

■5 ＜モニタリング指標＞ 次世代車両導入率
　生協の主力事業である宅配事業や物流分野での温室効果ガス削減を進めるためには、EVや燃料 
電池⾞などの次世代⾞両への切り替えが効果的と考え、次世代⾞両導入率をモニタリング指標とし
ています。

調査結果
　生協が使用している⾞両総台数は普通⾞（営業⾞）と宅配⾞両あわせて約22,860台です
（調査回答生協の合計数）。うち電気自動⾞等の次世代普通⾞が385台、電気トラックが7
台で、次世代⾞両導入率は1.2%と前年から0.4ポイント増加しました。
　普通⾞はおもに組合員宅への訪問や、本部職員が店舗や宅配センターを巡回する際に活 
用されています。2023年度はこれらのEV切り替えが進みました。生協の使用実態に合った
EVトラック(総重量3.5t以下程度)については、2022年度は実験導入の1台のみでしたが、
2023年度は一部生協で数台ずつ本格導入が始まっています。

調査結果
　2023年度の総冷媒充填量に占める自然冷媒の導入率は3.2%となり、前年度比で0.5ポ
イント上がりました。店舗・宅配施設での自然冷媒への切り替えが進んだことによって、自
然冷媒の導入量（kg）が微増しています。

調査結果
　再生可能エネルギー導入率は全国生協の平均で45.8％となり、前年度比では1.9ポイン
ト上がりました。電力使用量の大きい生協において、調達先の電力会社の再生可能エネル
ギー比率が上がったことが大きな要因です。

Ⅵ. 重点課題別の報告
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��ੜڠίーϓ͔͝ ·͠�όイΦσΟーθϧ೩ྉ（#%'）ͷӡ༻Λ࢝Ί·͠ ʂͨ
　生協コープ͔͝͠まͰɺ2023年ʹഇ৯༻༉をʮόイΦσィーθル೩ྉʯʹ リサイクルすΔをͭ
Γ͘まͨ͠。組合һ͕ͨͬدͪ࣋ഇ৯༻༉ళฮのࡊのഇ৯༻༉を回ऩ͠ɺࣗ ͨͪͰ#%'をਫ਼製ɺ
ૹं྆の೩ྉʹ͍ͯ͠ます。͜ Ε4%(TをΑΓ۩ମతʹ進Ί͍ͯͨ͘ΊのऔΓ組ΈのҰͭͰɺಠࣗͰ
ఆΊͨԹࣨޮՌΨスܭݮըのୡͱ地域॥ܕリサイクルのߏங͕େ͖ͳతʹͳΓます。
回ɺӡ༻のલஈ֊ͱͯ͠औΓ組Μࠓ　 ʮͩ#30࣮ূݧࢼʯͰɺܭ�のτラοクͰ30ˋೱの#%'を
ͯͬ 年̍ؒୡを行͍ɺ行σーλ೩ྉϑィルλーɺΦイルのサϯプルͳͲをݯࢿΤωルΪーிఏ
ग़͠まͨ͠。ݱඋ会社のํʑのਚྗの͓͔͛Ͱͳ࣮͘ূݧࢼをऴ͑ɺ͜ のͨͼ#%'100ˋͰ
のӡ༻を࢝ΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖まͨ͠。ࡏݱ1�Ͱす͕ɺޙࠓɺӡ༻を૿ͯ͠ ͍ ༧͘ఆͰす。
　まͨɺӡ༻։࢝ʹ合Θͤͯ৬һ組合һ͚ʹֶश会ͳͲ։͓ͯ͠࠵ΓɺࢀՃ͞Εͨํ͔Βʮఱ
Β༉͕͜ΜͳΩϨイͳ೩ྉʹͳΔのをΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͯྑ͔ͬͨʯʮԹஆԽࢭのͨΊʹഇ৯༻༉の
リサイクルʹ協ྗ͍ͨ͠ʯͱ͍ͬͨ͏Ε͍͠を͍͍͍ͨͩͯます。

ί�ラ�Ϝ

˙ ԹࣨޮՌΨεݮͷऔΓΈྫ

&7τラοΫͷಋೖ

　生協のͰ༻͞Ε͍ͯΔτラοクɺ૯ॏྔ3.5UҎԼఔ͕΄ͱΜͲͰす͕ɺͦ のେ͖
͞ʹରԠ͍ͯ͠Δ&7τラοクまͩී͍ͯ͠ٴͳ͍の͕ݱঢ়Ͱす。生協Ͱ年લ͔Β&7τ
ラοクのݧࢼಋೖを行͖ͬͯまͨ͠。2023年&7τラοクの本֨ಋೖ͕複生協Ͱ行Θ
Εɺޙࠓશࠃの生協ʹී͍ͯ͘͜͠ٴͱ͕ظ͞Εます。

ࣗવྫྷഔͷಋೖ

　生協のళฮ・ྲྀηϯλーʹ͓͍ͯɺྫྷ ౚ・ྫྷ ଂઃඋͰ༻͞ΕΔྫྷഔをɺࣗ વྫྷഔ
ʢ$02ΞϯϞχΞͳͲࣗવքʹଘࡏすΔ࣭ʣʹ Γସ͑ΔऔΓ組Έを進Ί͍ͯます。

ը૾ఏڙ：コープ͍͋ͪ ը૾ఏڙ：͍ Β͖コープ

ը૾ఏڙ：コープ͍͋ ʢͮࣗવྫྷഔએݴʣը૾ఏڙ：コープͬ͞ΆΖը૾ఏڙ：京都生協

。ैདྷのόイΦσィーθル೩ྉࠨ
ӈͦΕをݮѹৠཹͯ͠७をߴΊ
ݱ७όイΦσィーθル೩ྉʢߴͨ
。Δのʣ͍ͯ͠༺ࡏ
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再生可能エネルギーの開発を通して、
日本における再エネ導入量を増加させるとともに、
持続可能な地域づくりに貢献します

（「生協の2030環境・サステナビリティ政策」の行動指針③）

　生協では気候変動対策として、再生可能エネルギーを利用するのみならず自ら開発を 
行っています。
　2030年までに年間発電量4億kWh（設備容量200MW相当）の再生可能エネルギーを
創出することを目標に掲げており、2024年時点で年間発電量約2.5億kWh（設備容量約
137MW）まで開発できています。また、再生可能エネルギーの開発を計画的に進めるため
に、27の生協が2030年に向けた開発計画を策定しています。

【全国の生協の目標】
◦年間発電量4億kWh（設備容量200MW相当）の再生可能エネルギーを開発
【モニタリング指標】
◦各生協の再生可能エネルギー開発状況
◦再生可能エネルギー開発計画の策定状況

電気小売事業への参入
　生協は、再生可能エネルギーを開発・利用しつつ、自ら発電した再生可能エネルギーを中心に
した電気を組合員へ販売することで、世の中に再生可能エネルギーを普及させていくことを目指
しています。
　2024年度までに14生協5連合会が電気小売事業に参入し、再生可能エネルギーを含む電力
を組合員家庭へ供給しています。生協グループ合計で、新電力会社販売電力量（電灯部門）は
460,948千kWh（24年4月～9月累計）となり、経済産業省が集計する電力需要実績を参照し
順位付けした結果、第29位に位置する規模となっています（2024年9月時点）。

生協の再生可能エネルギーに関する考え方
　生協は東京電力福島第一原子力発電所の事故後に再生可能エネルギー導入の取り組みを本
格的に開始しました。原子力発電に頼らないエネルギー政策を目指すとともに、気候変動対策と
して省エネルギーによる使用電力量の大幅削減と再生可能エネルギーの急速拡大を目指してき
ました。特に再生可能エネルギーについては、生協自らが開発の担い手となることで、社会にお
ける再生可能エネルギーの比率を高めたいと考え、生協の資源や資産、ネットワークを活用して
「創ること、広げること」の取り組みを進めてきました。
　今後も生協は再生可能エネルギー開発の担い手となり積極的に気候変動対策を進めたいと
考えています。その際、生協の再生可能エネルギー開発が、地域経済やその他の環境問題とト
レードオフにならないよう「地域コミュニティ」「協同とパートナーシップ」「持続可能性」の3点
を大切に進めていきます。

Ⅵ. 重点課題別の報告
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■1 ＜2030目標＞＜モニタリング指標＞ 再生可能エネルギー開発状況
　全国の地域購買生協では年間で約12億kWhの電気を使用しています。「生協の2030環境・サス
テナビリティ政策」では、このうち3割にあたる4億kWh（設備容量200MW相当）の再生可能エネ
ルギーを2030年までにさまざまなパートナーとともに創出することを目標に掲げています。

調査結果
　2023年度時点で65生協中53生協が680か所で再生可能エネルギーの開発に関わっており、
年間発電量約2.5億kWhを生み出せる発電能力（設備容量約137MW）を有しています。
　おもに店舗や配送センターなどへの太陽光発電設備の設置が中心ですが、生協によっては風
力発電やバイオマス発電、小水力発電、ソーラーシェアリングなどへも関わっています。
　開発手法に関しては、自生協の施設に発電設備を設置するパターン（所有施設型）がもっとも
多く、次いで発電プロジェクトへの出資参画（協同・パートナーシップ型）、その他に、組合員宅
や他社施設を活用する場合（組合員宅・他社施設型）があります。

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

太陽光発電

風力発電

バイオマス発電

小水力発電
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90,278

10,078
12,303

112,925

94,010

10,078 10,078
12,143

116,497 124,354

97,682

16,328
266

266

84,540

10,080

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

82
102,657 266 266

110,167

10,078
16,359
136,870

＜導入タイプ＞
Ａ：所有施設（子会社含む） 
Ｂ：組合員宅・他社施設 
Ｃ：協同・パートナーシップ
D：A～C以外の間接的な関わり

小水力
266kw

A 79,911kw
C

24,412kwD 1,053kw

A 220kw

C
16,083kw

A
2,578kw

C
7,500kw

A 266kw

太陽光
110,167kw

バイオマス
16,359kw

風力
10,078kw

B 4,791kw

環境・サステナビリティ政策進捗調査の結果

 図表5　再生可能エネルギー開発量の推移

 図表6　全国生協の導入タイプ別電源別開発状況
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■2 ＜モニタリング指標＞ 再生可能エネルギー開発計画の策定状況
　再生可能エネルギーの開発目標への着実な実現のためには、具体的な計画やロードマップの策定
が効果的です。そのため、各生協の計画策定状況をモニタリングしています。

調査結果
　再生可能エネルギー開発計画を策定した生協は65生協中27生協、策定中の生協が4生協と
なっています。計画策定済みの生協は、前年25生協から2生協増えました。

12   RE100は、企業が自らの事業の使用電力を100％再エネで賄うことを目指す国際的なイニシアティブ。
13   再エネ100宣言 RE Actionは、国内の企業、自治体、教育機関、医療機関等の団体が使用電力を100％再生可能エネルギーに転換する

意思と行動を示し、再エネ100％利用を促進する枠組み。

Ⅵ. 重点課題別の報告

※「再エネ100宣言 RE Action」ロゴ

画像提供：生活クラブ千葉（ソーラーシェアリング） 画像提供：コープ東北（風力発電）

画像提供：コープデリ連合会・コープみらい（バイオガス発電）画像提供：ならコープ（小水力発電）

■■ 再生可能エネルギーの取り組み例

再生可能エネルギーの使用に関する宣言

　使用電力を100％再生可能エネルギーに転
換することを宣言する枠組みである「RE100」
12にはコープさっぽろが、「再エネ100宣言 RE 
Action」13には、青森県民生協、いわて生協、みや
ぎ生協、大阪いずみ市民生協、ならコープ、エフ
コープの6生協が参加しています。
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4. 省資源・資源循環の推進

　生協では、使い捨てプラスチック製容器包装の使用量を2030年に2018年度比で25％
削減することを目標に掲げており、2023年度時点では13％削減しました。生協の使い捨
てプラスチック製容器包装のうち、もっとも使用量の多い宅配用内袋の素材を再生プラス
チック・植物由来プラスチックに切り替えているのは65生協中3生協であり、昨年から増加
しました。
　生協は商品カタログに多くの紙を使用するため、2030年までに2021年度比で25％削
減することを目指しています。2023年度時点では総量比較で5％削減し、供給高あたりで
は4％削減しました。紙の商品カタログを使用せず、Webカタログを利用して注文する組
合員の比率は7％でした。また、商品カタログの原料に再生紙や環境・社会側面に配慮した
紙を使用している生協は44生協でした。

プラスチック使用量削減に関する考え方
　生協はかねてより省資源に積極的に取り組んできました。なかでもプラスチック製容器包装 
に関しては、1970年代からレジ袋の有料化に取り組んだほか、食品トレイの薄肉化等による使
用量削減を進めてきました。商品においても、ペットボトルの軽量化とラベルレス品の開発に加
え、詰替用商品を拡充し、リユースを促すことでプラスチック使用量を減らしました。また石油由
来のプラスチック使用量を削減するため、再生プラスチックや植物由来プラスチックへの切り替
えに取り組んでいます。
　しかし、生協が取り扱うレジ袋や食品トレイ、卵パックなどのプラスチック製容器包装の量は
いまだ多く、日本全体の小売業で用いられる同種のプラスチック製容器包装の8.4％14を占めて
います。今後も環境負荷軽減のためにこれらの量を減らしていきます。

【全国の生協の目標】
◦使い捨てプラスチック製容器包装の使用量を2030年に2018年度比で25％削減
◦商品カタログに使用する紙使用量を2030年に2021年度比で25％削減
【モニタリング指標】
◦「Webのみ利用実績績数」の組合員比率
◦宅配用内袋の素材への再生プラスチック・植物由来プラスチックを使用している生協数
◦商品カタログの原料に再生紙や環境・社会側面に配慮した紙を使用している生協数

14   生協が取り扱うレジ袋や食品トレイ、卵パックなど容器包装プラスチックは重量換算で14,678トン（2023年度実績）。これは政府統計の総
合窓口（e-Stat）「容器包装利用・製造等実態調査」の「容器包装利用量（容器利用事業者）」における「小売業」の2023年度実績173,767トン
に対して「8.4％」にあたる。なお、この数値は小売業の店舗などで包装するトレイ、レジ袋などの合計重量の排出見込み量であり、食品工場
などで包装する小売業のPB（プライベート・ブランド）の容器包装は含まれていない。

15   日本製紙連合会　https://www.jpa.gr.jp/states/paper/index.html

生協事業で使用するプラスチック製容器包装と紙を削減します
また、持続可能な原材料への切り替えを進めます

（「生協の2030環境・サステナビリティ政策」の行動指針④

紙使用量削減に関する考え方
　生協の主力事業である宅配事業では、紙カタログとWebサイトが組合員にとっての注文時の
利用媒体となります。大半は紙カタログであり、全国の生協の紙カタログに使用する紙資源量
は2023年度実績で約18万トンです。人口減少、少子化、ICT化等の構造的な要因により日本全
体の紙使用量は減少する一方で、生協の商品カタログにおける紙使用量はいまだ多く、日本全
体の「印刷・情報用紙」に占める生協の使用比率は3.3％15を占めています。
　森林資源の持続可能性のためには適切な管理と利用が求められることから、削減目標を設定 
するとともに、再生紙等への切り替え状況をモニタリングしていくこととしています。
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⬟̇�ʻ����ඪʼࣺ͍ͯ�ϓラスνοΫ༰ثแͷ༻ྔ
　生協Ͱɺࣺ͍ͯプラスνοク製༰ثแの༻ྔを2030年ʹ2018年ൺͰ25ˋݮすΔ͜
ͱをʮ生協の2030ڥ・サステナビリティࡦʯのඪʹ͍ͯ͛ܝます。

⬡̇ ʻϞχタϦンάࢦඪʼ�༻ାͷૉࡐͷ࠶ੜϓラスνοΫɾ২༝དྷϓラスνοΫͷ༻ঢ়گ
　生協ʹ͓͚Δプラスνοク༻ྔの͏ͪҎ্をΊ͍ͯΔのɺ࣌ʹをแΉʮ༻
ାʯͰ͋Γɺ報告の͋ͬͨ生協の合ܭͰ૯༻ྔ823�τϯͰす。ାのૉࡐੴ༉༝དྷプ
ラスνοクͰ͋Δ͜ͱ͕େͰ͋ΔͨΊɺ日本生協連֤生協ʹର͠ɺૉࡐを࠶生プラスνοク・২
༝དྷプラスνοクΓସ͑Δ͜ͱをݺͼ͔͚ɺͦ の進ঢ়گをϞχλリϯグ͍ͯ͘͜͠ͱͱ͍ͯ͠
ます。

ௐࠪ݁Ռ
　2023年のࣺ͍ͯプラスνοク製༰ثแの༻ྔ1���8τϯͰすʢ�9生協のूܭʣ。
2018年ൺͰ13ˋ͍ͯ͠ݮます。まͨɺݪ୯Ґʢ1ߴڅڙԯԁ͋ͨΓのプラスνοク製༰ثแ
༻ྔʣฏ0.52ۉτϯ�ԯԁͱͳΓɺ2018年ൺͰ23ˋݮͱͳΓまͨ͠。

ௐࠪ݁Ռ
　2023年まͰʹ༻ାのૉࡐを࠶生プラスνοクʹΓସ͑ͨの3生協ʹͱͲまͬͯ
͍ます。ީؾม動ରࡦのࢹ͔ΒੵۃతͳΓସ͑をݕ౼͍͖ͯ͠ます。

ʢτϯʣ ˙2018年ʢج४年ʣ　˙2022年　˙2023年
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����

��������
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���� ����

ϖοτϘτル ା৯τϨイ 合ܭ

ʢτϯʣ

⿎༻ࡐࢿのബԽɺ
　ϊϯτϨーԽ
⿎༻ାのݮ
⿎ラϕルϨスのऔΓѻ͍֦େ
⿎プラスνοク༰͔ثΒ
ߋのมث༰ࢴ　
⿎プラスνοクแࡐͰͳ͘
　リϢースͼΜをੵۃతʹ活༻
スτϩーのಋೖࢴ⿎

˞ϖοτϘτルͱ৯τϨイの༻ྔѲ๏తٛͰͳ͍ͨΊҙ回Ͱす。ͦ のͨΊɺ
͜ΕΒのを合ͯ͠ࢉ合ܭྔʹͳΓまͤΜ。

˞2018年の༻ାの૯༻ྔௐ͓ࠪͯ͠Βͣɺσーλ͕͋ΓまͤΜ。
˞্記のグラϑʹؔ͠ɺ合ܭങ͍ାɺϖοτϘτルɺ৯τϨイの΄͔ཛύοク
༻ାͳͲͦのଞのプラスνοク༰ثแをؚΊͨ合ྔܭͱͳ͍ͬͯます。

ձһੜڠʹ͓͚ΔϓϥενοΫ
༰ثแݮͷऔΓΈྫ

ਤද�　ϓϥενοΫ༰ثแ༻ྔ

ᶜ� ॏ՝ผͷใࠂ

ਐௐࠪͷ݁ՌࡦɾαεςφϏϦςΟڥ
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■3 ＜2030目標＞ 商品カタログに使用する紙使用量
　生協では宅配事業が主力であることから、商品カタログに紙を多く使う特徴があります。そのため
カタログに使用する紙使用量を、2030年までに2021年度比で25％削減することを「生協の2030環
境・サステナビリティ政策」の目標に掲げています。

調査結果
　2023年度の商品カタログに使用する紙の使用量（総発行量）は182,201トンです（35生協の
集計）。2021年度から5％削減しています。また、原単位（供給高1億円あたりの紙使用量）は平
均11.6トン/億円で、2021年度から4％削減しました。
　多くの生協（65生協中61生協）では、発行した商品カタログを次の配送時に回収しています。
回収率を算出したところ76％でした。

■4 ＜モニタリング指標＞ 商品カタログの原料に再生紙や環境・社会側面に配慮した紙の使用状況
　生協では、紙の使用量削減を進めつつ、原料を再生紙や環境・社会側面に配慮した紙に切り替え
ていきます。進捗度を測るために、切り替え状況をモニタリングしています。

調査結果
　2023年度に、再生紙や環境・社会側面に配慮した紙を使用している生協は65生協のうち44
生協（68％）でした。44生協すべてが「再生紙」を使用しており、さらに「環境・社会側面に配慮
した原料」も使用している生協はこのうち5生協でした。
 「環境・社会側面に配慮した原料」としては、具体的に「FSC認証」「ベジタブルオイルインク」
などが使用されています。

■5 ＜モニタリング指標＞「Webのみ利用実績者数」の組合員比率
　利用者である組合員の数を増やしつつ、商品カタログに使用する紙の資源量を削減するには注文
時のWeb利用率を高めていくことが有効と考えています。なかには紙の商品カタログを使用せず、
Webカタログのみで注文する組合員もいます。こうした 「Webのみ利用者」の比率を高めていくこ
とが重要と考え、全組合員数における「『Webのみ利用実績者数』の組合員比率」を毎年度確認して
いくことにしています。

調査結果
　2023年度の組合員のWeb登録率は52％（2022年度は51％）でした。
　Webカタログのみを希望する利用者に対して、紙カタログの配布を完全に停止できる仕組み
がある生協は65生協のうち44生協であり、2022年度の29生協から大きく増加しました。この
44生協の「『Webのみ利用実績者数』の組合員比率」は7％となり、前年の5％より微増してい
ます。引き続き仕組みの整備と比率向上を目指します。
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　生協は組合員の協力のもと店頭の回収ボックスや配送の戻り便を活用して資源物を回収
し、リサイクルしています。2023年度の回収量は飲料紙パック約4,140トン、ペットボトル
約3,400トン、食品トレイ約1,900トン、卵パック約2,100トン、宅配用内袋約2,290トン、
商品カタログ約157,850トンとなりました。
　なかでもプラスチック製容器包装のうちもっとも使用量が多く、かつ回収率が算出可能
なのは宅配用内袋ですが、回収が進んでいない実態があり、回収率は26％にとどまって
います。

資源の回収・リサイクルに関する考え方
　生協は省資源とともに資源循環の取り組みを進め、リデュース（削減）しきれない容器包装と
資材について、リユース（再利用）とリサイクル（再生利用）を進めてきました。
　生協によっては、組合員の協力のもと店頭の回収ボックスや配送の戻り便を活用して容器包
装プラスチック等の資源物を回収し、リサイクル（エコ）センターで資源価値を高めてリサイクル
へ回すという固有の仕組みを作りあげ、積極的に推進してきました。
　しかし海洋プラスチックごみなどプラスチックをめぐる問題が深刻さを増すなかで、回収とリ
サイクルの重要性が急速に高まっています。政府の「プラスチック資源循環促進法」でも、自主
回収と再商品化の重要性が強調されています。こうした情勢に対応し、生協は事業から排出され
るプラスチック製容器包装や宅配用内袋、商品カタログなどについて回収量と回収率を高め、マ
テリアルリサイクルを追求していきます。

　循環型社会の実現にあたっては、消費者が資源物を廃棄
せず、事業者ができるだけ回収し適切にリサイクルすることが
重要です。生協では組合員に対し、積極的に資源物を店舗の
リサイクルボックスや商品配送時に「戻す」よう促しています。
一例として、京都生協では自生協で行っているリサイクルに関
するチラシを作成し、組合員に協力を呼びかけています。

【モニタリング指標】
◦プラスチック・紙製容器包装の回収量
◦宅配用内袋の回収率

■■ 組合員への資源回収の呼びかけ

生協事業から排出される容器包装等の
回収・リサイクルを、組合員とともに推進します

（「生協の2030環境・サステナビリティ政策」の行動指針⑤）

Ⅵ. 重点課題別の報告

画像提供：京都生協
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■1 ＜モニタリング指標＞ プラスチック・紙製容器包装の回収量
 「生協の2030環境・サステナビリティ政策」では、プラスチック・紙製容器包装の回収量と回収率
の増加に向け、進捗状況を毎年度把握することとしています。

■2 ＜モニタリング指標＞ 宅配用内袋の回収率
　宅配時に商品を包む「宅配用内袋」は、生協におけるプラスチック使用量のうち半分以上を占めて
いるにもかかわらず、回収率の低さが課題となってきました。2030年に向けて内袋の回収・リサイク
ル率向上を目指し、モニタリング指標として毎年度進捗を評価していくこととしています。

調査結果
　店頭のリサイクルボックスや宅配の戻り便で容器包装等の回収をしている生協は、回答した
65生協のうち62生協でした。
　品目ごとの回収量は、飲料紙パックが約4,140トン、ペットボトルが約3,400トン、食品トレイが
約1,900トン、卵パックが約2,100トン、全品目合計で約43,500トンという結果になりました。

調査結果
　宅配用内袋の回収をしている生協は65生協のうち59生協（91％）です。総使用量8,234トン
に対し回収量2,295トンであり、回答生協の回収率は中央値で26％にとどまっています。
　一方で、75％以上の回収率の生協が1つあります。好事例を共有しながら全国の生協で内袋
の回収率を向上させ、適切にリサイクルできるようにしていきます。
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 図表8　店舗・宅配における容器・包装等の回収状況

環境・サステナビリティ政策進捗調査の結果
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Ⅵ. 重点課題別の報告

■■ 省資源・資源循環の取り組み例

買い物カゴ投票

　コープデリ連合会では、公益財団法人世界自然
保護基金ジャパン（WWFジャパン）が企画・考案
した「買い物カゴ投票」の実証実験に協力し、店
舗で取り組みを行いました。サステナブルな消費
行動につながる問いかけに対し、組合員は買い物
カゴの返却でYES・NOの意思表示を行います。店
舗はそれを受けて対応を進めるという内容です。

コープデリ連合会

リユース瓶の回収

　生活クラブ連合会では、プラスチックの使用量
を削減するため「Rびん回収率UPキャンペーン」
と題し、リユース瓶を使用した商品の利用とその
回収を呼びかけるキャンペーンを行っています。

生活クラブ連合会

常温品での内袋廃止

　ならコープでは、プラスチックの使用量を削減
するため、常温の商品をお届けする際に商品を
まとめていたプラスチック製の内袋について、使
用を取りやめました。

ならコープ

トレイ to トレイ

　コープ自然派事業連合では、プラスチックの使
用量を削減するため、ミールキットの食材トレイ
を回収し、再度トレイに加工して使用するという
水平リサイクルを行っています。

コープ自然派事業連合
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　生協は食品廃棄物の発生抑制とリサイクルに努め、事業からの食品廃棄物を2030年に
2018年度比で50％削減することを目指しています。2023年度の食品廃棄物の処分量16は
2018年度比で86％となり、14％削減しました。
　モニタリング指標としている食品廃棄物発生量は2018年度比で80％、食品リサイクル
率は78％という結果でした。
　また、食品廃棄物の発生抑制とともに安心してくらし続ける地域社会づくりのため、フー
ドバンクへ食品を提供しています。このほか、組合員家庭での食品ロス削減に貢献するた 
め、フードドライブを店舗や宅配センター、店頭イベントにて実施しています。

食品廃棄物削減に向けた考え方
　生協では、店舗から発生する食品廃棄物を肥料化し、提携農家で使用してもらい、できた農産
物を生協で販売する取り組み（食品リサイクル・ループ）を推進してきました。また、商品供給で
きず余剰となった食品をフードバンクへ寄付する取り組みも行ってきました。なかには、組合員
家庭にある食べきれない分を回収するフードドライブを行っている生協も見られます。このよう
に生協では、食品廃棄物と食品ロスの削減を事業と活動の両面で推進してきました。
　しかし、生協の事業規模の拡大にともない、生協が事業で排出する食品廃棄物の発生量は
2023年度に約2万6千トン17となりました。これは日本全体（小売業）の食品廃棄物量の2.8％程度
を占めていることから、社会的責任としてさらなる発生抑制と廃棄物削減が必要と考えています。

16   食品廃棄物の発生量に対し、減量や再生利用、熱回収を行ったのちに残る最終的な食品廃棄物のこと。
17   35生協の2023年度実績

【全国の生協の目標】
◦食品廃棄物を2030年に2018年度比で50％削減
【モニタリング指標】
◦食品廃棄物発生量
◦食品リサイクル率

生協事業ならびに組合員家庭から生じる
食品廃棄物・食品ロスの削減を進めます　

（「生協の2030環境・サステナビリティ政策」の行動指針⑥）

＜食品リサイクル・ループの事例（コープしが）＞
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■1 ＜2030目標＞ 食品廃棄物の処分量
　生協では、「生協の2030環境・サステナビリティ政策」において食品廃棄物の処分量（食品リサイク
ル法の「食品廃棄物としての処分の実施量」）を2030年までに2018年度比で50％削減することを
目指しています。

調査結果
　2023年度の食品廃棄物の処分量は7,988トンとなりました（35生協の集計）。2018年度と
比較すると86％となっており、14％削減しています。また、供給高1億円あたりの食品廃棄物処
分量は平均0.35トン/億円となり、2018年度比で22％削減しました。

■2 ＜モニタリング指標＞ 食品廃棄物の発生量
　削減目標の対象である「食品廃棄物としての処分の実施量」を減らすには、そもそもの発生量を減
らすことが重要であることから、「食品廃棄物発生量」もモニタリング指標としています。

調査結果
　2023年度の食品廃棄物発生量は26,159トンでした（37生協の集計）。2018年度と比較する
と80％となっており、20％削減しています。また、供給高1億円あたりの食品廃棄物発生量は
平均1.14トン/億円となり、2018年度比で27％削減となりました。

■3 ＜モニタリング指標＞ 食品リサイクル率
　削減目標達成のため、発生量と同様に、食品リサイクル率をモニタリング対象としています。

調査結果
　2023年度の食品リサイクル率は中央値で78％となりました（35生協の集計）。前年度と同じ
値です。
　リサイクルの具体的な方法は、「堆肥化」が最も多く29生協であり、次いで「飼料化」が28生
協、「油脂化」が23生協となっています。

▪ 規格外農産物の取り扱い　
▪ 商品納品期限の延長
▪ 店舗における販売期限の見直し
▪ 適正な値引きなどによる売り切り
▪ 組合員に対するフードドライブへの協力要請

会員生協における食品廃棄物ならびに食品ロス削減の取り組み例
▪ 店舗から出る食品残渣のバイオガス発電への活用
▪ 店舗における商品発注精度の向上
▪ 「てまえどり」運動の推進
▪ 「子ども食堂」などへの食材提供、フードバンクとの連携

環境・サステナビリティ政策進捗調査の結果

Ⅵ. 重点課題別の報告
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˙ ৯ϩεݮͷऔΓΈྫ

ళฮͷੜ͝Έॲཧػͷಋೖ

　コープͬ͞ ΆΖͰɺళฮ͔Βഉग़すΔ生͝Έ
のݮをతͱͯ͠ɺ生͝Έॲཧػのಋೖを進
Ί͍ͯます。生͝Έを֤ళฮͰղॲཧ͠ɺഉग़
ྔࣗମのݮを行͏͜ͱɺ͝ Έॲཧʹ͏コス
τの͚ͩݮͰͳ͘ɺ͝ Έのӡൖ࣌ম٫ॴͰ�
の೩ম࣌ʹഉग़͞ΕΔ$02の発生を͑Δ͜ͱ
ʹ͕ܨΓɺڥʹ͔͔Δෛՙをݮগͤ͞Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ます。͜ ΕまͰʹ生͝Έのഇྔغを�0�
。まͨ͠͠ݮ

ίʔϓͬ͞ΆΖ

ͪͦ͝͏͞·���ΞΫγϣン

　ύルγステϜ連合会Ͱɺ組合һ͕৯ϩス
ɺ行動すΔ͜ͱをతͱͨ͠औΓ組͑ߟ͍ͯͭʹ
ΈͰ͋Δʮͪͦ͝͏͞ま3�5日Ξクγϣϯʯを行
͍まͨ͠。ؒظʹఏࣔ͞ΕͨΞクγϣϯを行͏
ͱϢχηϑのدʹͭͳ͕Γɺੈ քのӫཆෆ
ྑのࢠͲͨͪʹྍ࣏༻ϛルクをಧ͚ΔͨΊʹ
活͔͞ΕΔاըͳͲ͕ల։͞Εまͨ͠。

ύϧγεςϜ࿈߹ձ

։ൃͨ͠༺׆Λ࢈֎֨ن

　コープ͜͏Ͱɺ生ऀ࢈৯会社ͱ協ྗ
͠ɺ֨ن֎ͱͳΓഇ͞غΕ͍ͯ ʮͨ΄͏ΕΜʯ
を༗ޮར༻ͯ͠৽ͨʹを։発͠まͨ͠。ࢼ
をΑݟ͕Ͱ͖ͨஈ֊Ͱɺ組合һ͔Βҙ࡞
ͤͯΒ͍ɺ͞ Βʹࢼ行݁ͨ͠ޡࡨՌʮ΄͏ΕΜ
ͪ͗Γʯ͕ 生͠まͨ͠。

ίʔϓ͜͏
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■4 フードドライブの実施状況・フードバンク等への食品提供
　食品廃棄物の発生抑制とともに家庭における食品ロス削減につながるとの考えから、フードドライ
ブの実施状況やフードバンク等への食品提供の実態について調査を行いました。

調査結果
　フードバンク等への食品提供を実施している生協は65生協中57生協で、生協のなかには
自らフードバンクを運営しているところもあります。提供量の管理単位はさまざまですが、重量

（トン）で集計している生協の食品提供量の合計は218トン（2022年度は215トン）でした。
　フードドライブを実施している生協は54生協で、店舗や宅配センター、店頭イベントにて常時
または期間を設けて集中的に受け付けています。受付量は生協によって幅がありますが、中央値
は年間で3トンでした。

画像提供：コープ東北（コープフードバンク） 画像提供：おかやまコープ（フードドライブ）

▪ 社会福祉協議会　　　　 　▪ 福祉施設　　　　▪ 子ども食堂　　　　      　 ▪ NPO法人
▪ 高齢者・児童・障がい・母子等支援団体　　  　　▪ 生活困難者支援施設　　　▪ ホームレス支援団体

フードバンクからの寄贈先例

Ⅵ. 重点課題別の報告
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5. 生物多様性保全と人権尊重の推進

　購買事業を行う生協は、省資源や生物多様性の保全に留意しつつ、人権・労働安全といっ
た社会的側面へ配慮した幅広い調達行動として「責任ある調達」が重要と考えています。
　日本生協連のコープ商品では、2021年度に「責任ある調達基本方針」と水産物やパーム
油等に関する「コープ商品の2030年目標」を策定しました。同様に会員生協のなかで持続
可能な調達方針を策定し公表した生協は昨年と同様23生協で、「水産物」「農産物」「紙・
パルプ」「パーム油」「綿」等について定めています。
　人権対応の進捗状況は、前年度よりやや増加し22生協が学習を開始し、2つの生協が人
権方針を策定していますが、依然として全体の66%が特に施策は講じていない状況です。

「責任ある調達」に関する考え方
　経済のグローバル化にともない、原材料の調達が環境保全や生物多様性に地球規模で影響
をもたらすことが明らかになり、サプライチェーンにおける人権侵害も指摘されるようになってき
ました。こうした状況を受けて、生協は省資源や生物多様性の保全に留意しつつ、人権・労働安
全といった社会的側面へ配慮した幅広い調達行動として、「責任ある調達」を推進しています。
特にサプライチェーンにおける「責任ある調達」の実践にあたっては、自生協のみならず取引先
などサプライヤーとの協働が不可欠と考えています。

コープ商品における「責任ある調達」
　日本生協連では、プライベート・ブランドであるコープ商品に関し、2021年度に「責任ある調
達基本方針」を策定し公表しました。
　調達基本方針では、（1）商品のサプライチェーンにおける社会的責任（CSR）課題への対応、
（2）環境配慮、人権尊重等に配慮して生産された農林水産物や、それらを原料とした商品の取
り扱い拡大、（3）生産者やNGOなどとの協力関係構築と持続可能な生産体制の維持・向上、
（4）プラスチック・紙の問題への対応、（5）食品ロスの削減、（6）課題・進捗状況の共有化と
社会的発信、の6つを取り組み方針としています。そのうえで、農産物、畜産物、水産物、紙・パル
プ、パーム油、プラスチック、食品ロス削減に関し、個別の対応方針を記載しています。
　また、「社会的責任（CSR）体制の確立原則」として、次ページの5つをサプライヤーとともに
共有しています。

サプライチェーンを通して、人権を尊重し
環境に配慮した「責任ある調達」を進めます

（「生協の2030環境・サステナビリティ政策」の行動指針⑦）

【モニタリング指標】
◦持続可能な調達方針を策定・公表した生協数
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 「コープ商品の2030年目標」は、コープ商品の開発・卸を担う日本生協連が、2030年に向けて、
持続可能な原料調達（農産、水産、紙・パルプ、パーム油）やプラスチック・食品ロス問題への対応
について目標を定めたものです。2023年度の到達点は以下の通りです。

社会的責任（CSR）体制の確立原則

❶ 社会的責任（CSR）全般に関わる推進体制の整備と維持向上に努めます。

❷ あらゆる人権侵害や差別への加担、不当な労働を禁止します。

❸ 安全で衛生的な職場環境を確保します。

❹ 商品の生産・調達に関わる環境影響を最小化します。

❺ 関連する法令を遵守し、公平・公正な取引を行います。

■■ コープ商品の2030年目標

分野 2030目標 2023年度の到達点

農産

◦主要な農産原材料の産地を指定した仕様指定商品お
よび生鮮農産物について、GAP（※）を導入した生産
者からの調達構成比を100％とします。

※海外農産物はGFSI認証スキームのGAP、国内農産物は国際水準
GAPとします。

◦輸入生鮮農産物における有機JAS、レインフォレスト･ア
ライアンス認証品の調達構成比を45％以上とします。

〈GAPを導入した生産者からの調
達構成比〉
海外農産物：59.5％
国内農産物：6.1％

＜有機JAS、RAの構成比＞
27.4％

水産
◦水産物を主原料とする仕様指定商品および生鮮水産

物について、MSC/ASC認証商品の拡大を重点に、
GSSIが認定した認証スキームによる認証品の供給額
構成比を50%以上とします。

〈GSSI認定スキームによる認証品
の構成比〉
17.3%

紙・
パルプ

◦コープ商品に使用する紙（製品・容器包装・段ボール
材）の100％を再生原料または森林認証商品による調
達原料とします。

※「森林認証品」は現時点ではFSC®

〈再生紙・森林認証紙の構成比〉
89.9%

パーム油

◦コープ商品に使用するパーム油の100%を持続可能な
パーム油認証品とします。

※RSPO認証パーム油（B&CとMBの合計）を原料に使用した商品比率

◦コープ商品に使用するパーム油の50%以上を物理的
認証油（MBランク以上）とします。

〈RSPO認証パーム油（B＆C,MB合計）〉
100％

〈RSPO認証パーム油（MBのみ）〉
17.5%

プラス
チック

◦容器包材のプラスチックを2016年対比25％削減し
ます。

◦再生プラスチックと植物由来素材プラスチックの活用
を進め、使用率を合計で50％以上とします。

〈削減量〉
総量：11%増、
原単位（供給高あたり）：9％削減
〈再生・植物由来プラ使用率〉
11.3%（重量構成比）

食品ロス ◦コープ商品に由来する食品廃棄物を2018年度比で
50%以上削減します。

60.5%削減
〈2022年度：29.4％削減〉

Ⅵ. 重点課題別の報告
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ίーϓۀࣄʹ͓͚ΔαϓライνΣーン্ ͷਓݖɾڥϦスΫͷѲͱධՁ
　日本生協連Ͱɺコープを製すΔࠃ֎のऔҾઌʹର͠ɺʮ͋Δௐୡج本ํʯ
ʮコープの2030年ඪʯを͓ΒͤすΔͱͱʹɺコープのサプライνΣーϯの୲͍खͰ
͋ΔऔҾઌのঢ়گɺඪ࣮ݱのͨΊの՝をѲすΔ͜ͱをతʹ$43ௐࠪを࣮ͯ͠ࢪ ͍ます。
　$43ௐࠪ201�年͔Β࣮͓ͯ͠ࢪΓɺ2023年औҾઌ1185社ʹґཔ͠ɺ回ऩ
100ˋͰͨ͠。2023年ௐ͔ࠪΒɺμイόーγティ̱ イϯクルーδϣϯʹؔすΔઃを৽ͨʹ
Ճ͍ͯ͠ます。

ຊੜڠ࿈ͷۀࣄʹ͓͚ΔऔҾઌͱͷֶͼ߹͍
　2025年1月ɺ日本生協連ͰऔҾઌ43ֶ$ʹ͚श会を։͠࠵まͨ͠。
༗ݶ会社サステイナϒル・σザイϯの༷߂ݪを͓ট͖͠ɺʮh ͍͍会社ʱ
ͮ Γ͘のͨΊのサステイナビリティܦӦʯͱ͍͏テーϚͰ͝ߨԋ͍͖ͨͩま
ͨ͠。
　日193社2�1໊ఔ͕ࢀՃ͠ɺऔҾઌͱ日本生協連の୲ऀ͕ɺ
$43活動をͲのΑ͏ʹ͑ߟɺ推進͍͔ͯ͘͠ʹ͍ͭͯɺͱʹֶͼ合͏ػ会
ͱͳΓまͨ͠。

ಛ⁞�औҾઌの�3.��͕ܦӦํʹ$43を໌記͓ͯ͠Γɺ
ϗーϜϖーδʹެ։͍ͯ͠Δ。

ಛ �3�.5ˋのऔҾઌ͕ɺࢦࡍࠃʹ४じͨਓํݖをࡦ
ఆࡁΈ。

ಛ サプライνΣーϯをͬͨਓڥ・ݖリスクௐࠪを
行ͬͯ ͍ΔऔҾઌ29�ʢӈグラϑࢀরʣ。

ಛ μイόーγティ̱ イϯクルーδϣϯʹؔ͠ɺঁ ੑのཧ
৬һのൺをઃఆ͍ͯ͠ΔऔҾઌ18.�ˋ

ʻαϓϥΠνΣʔϯΛͬͨਓݖɾڥϦεΫௐࠪ˞ࣈऔҾઌͷʼ

ຊੜڠ࿈ͷऔҾ先ͷঢ়گ
��

���

��
���

���

���

/(0ௐࠪؔػͱ
協ྗମ੍を組ΜͰɺ
リスクのಛఆධՁを
行͍ͬͯΔ。

ࣗ社Ͱௐࠪを行͍ɺ
リスクのಛఆ
ධՁを行͍ͬͯΔ。

1年Ҏʹリスクの
ಛఆධՁを࢝ΊΔ
༧ఆ͕͋Δ。

Σϒサイτ報ಓͳͲの
֎部報のൣғͰリスクの
༗無を֬ೝ͍ͯ͠Δ。

リスクϚωδϝϯτ
の༧ఆͳ͘ɺ
サプライνΣーϯ্の
リスクෆ໌Ͱ͋Δ

$0・01の
ओཁͳࡐݪྉのௐୡʹ
ؔΘ͍ͬͯͳ͍

ຊੜڠ࿈�औҾ先$43ௐࠪΑΓʢൈਮʣ

ࢯ�߂�ݪ

⁞コープ4%(T行動એݴ  ਓํݖ コープ
ʮ͋Δௐୡج本ํʯ

ʮΧλϩグ事ۀ・Ωϟϩοτ事ۀʯ
ʮ͋Δௐୡʯࢦ

Χλϩグ事ۀ・Ωϟϩοτ事ۀ・
Ϊϑτ事ࢴ�ۀ	νラγ
ௐୡํ

日本生協連Ͱɺ࣋ଓՄͳ社会の࣮͚ʹݱҎԼのํをࡦఆ͍ͯ͠ます。
⁞コープ4%(T行動એݴ　　　　　 ਓํݖ　　　　　コープ�͋Δௐୡج本ํ　
Χλϩグ事ۀ・Ωϟϩοτ事ۀ�͋Δௐୡࢦ
Χλϩグ事ۀ・Ωϟϩοτ事ۀ・Ϊϑτ事ࢴ　ۀʢνラγʣௐୡํ

ຊੜڠ࿈ͷํ
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■2 生協におけるサプライチェーン上の人権・環境リスクの把握と評価
　海外原料調達先における児童労働や強制労働、国内における外国人技能実習生への人権侵害の  
事例等が課題となっていることを受けて、生協において、サプライヤーと連携した人権・環境リスクの
把握と評価がどの程度なされているか調査を行いました。

調査結果
　人権・環境問題対応についてサプライヤー（取引先）との連携を「実施しておらず、今後は未 
定」を選んだ生協が65生協中32生協で最も多く、次いで「実施している」の17生協、「実施する
方向で、今後検討予定」の16生協などの順に多い結果でした。
　実施生協における具体的な連携方法については「取引先説明会等で方針を説明し、順守を求
めている」を選んだ生協が15生協（17生協中）で、「取引先向けのCSRアンケートを送付してい
る」「監査など相互確認の機会をもっている」という生協がそれぞれ1生協ずつありました。

■3 サプライチェーンにおける外国人労働者（技能実習生など）の把握状況
　生協の現場では、外国人技能実習生を中心にした外国人労働者が働いています。各生協における
サプライチェーン上の外国人労働者の把握状況は次ページの通りです。

■1 ＜モニタリング指標＞ 持続可能な調達方針を策定・公表した生協数
　地域の生協は、日本生協連からコープ商品を調達する以外にも、独自のPB商品を開発し、日本生協
連以外のサプライヤーからNB商品を仕入れ、生産者団体から産直商品を調達しています。そのため、
日本生協連は会員生協において独自に調達方針を策定することを呼びかけています。
 「生協の2030環境・サステナビリティ政策」では、各生協の方針策定状況をモニタリング指標に設
定しており、2023年度時点の状況を調査しました。

調査結果
　65生協のうち23生協が持続可能な調達方針を策定し、ホームページ等で公開しています。
うち19生協は取引先や組合員、NGOなど必要なステークホルダーに説明・対話も行っていま
す。
　調達方針を定めている品目に関しては「水産物」が最も多く、次いで「農産物」「紙・パルプ」

「パーム油」「プラスチック」「食品廃棄物・食品ロス」「綿」となっています。

環境・サステナビリティ政策進捗調査の結果

Ⅵ. 重点課題別の報告
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調査結果
　自生協を含むサプライチェーン全体における外国人労働者の実態把握（人数や働いている現場
など）について、労働実態を「把握していない」を選んだ生協が65生協中35生協でもっとも多く、
続いて26生協が「自生協の直雇用の外国人労働者について把握している」と回答しています。
　生協で外国人労働者が働いている現場は、店舗の各部門、生産・物流、介護施設などです。

■自生協の直雇用の外国人労働者に
　ついて把握している

■自生協の直雇用および委託先の
　外国人労働者について把握している

■サプライヤーの外国人労働者まで
　含めて把握している

■把握していない

■無回答

※構成比は小数点を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

2%

0%

40%

5%

54%

 図表9　サプライチェーンにおける外国人労働者の労働実態の把握

調査結果
　外国人労働者や障がい者等のハンディキャップをもった方が働きやすくなるような行動規
範や施策の有無について質問したところ、「持っている・実施している」と答えた生協が全体の
38%でした。これらの施策がカバーする範囲は図表10のグラフの通りです。
行動規範や施策の具体的な内容については、次の趣旨の回答などをいただきました。

＜行動規範の例＞
◦雇用や処遇にあたっては、基本的人権を尊重し、公平に評価します。性別・年齢・出身地・国

籍・人種・民族・信条・宗教・疾病・障害などによるあらゆる差別を行いません。お互いの人
格・価値観を尊重した、相互信頼と良識のある働きやすい職場環境作りに努めます。

＜施策例＞ 
◦厚労省の認定資格「ジョブコーチ」を取得し、障がい者雇用の体制強化
◦障がい者職業生活相談員の配置
◦人事部にて情報管理を行い、労働時間の管理や現場からの働き方の相談窓口を設けて、人権

に配慮した対応を行っている
◦障がい者の就労体験などを積極的に受け入れ、全事業毎に各１名以上就労している
◦外国人の方用の社宅の提供

■4 外国人労働者や障がい者等への対応状況
　各生協において外国人労働者や障がい者等のハンディキャップをもった方が働きやすいように、
どのような工夫がなされているか調査を行いました。
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■自生協の直雇用の労働者まで

■自生協の直雇用および委託先の労働者まで

■自生協の直雇用からサプライヤー（取引先）の
　労働者まで

※構成比は小数点を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

0%

84%

16%

 図表10　行動規範や施策がカバーする範囲

調査結果
　人権対応の進捗状況について下記の表に示す５つの選択肢からあてはまるものをすべて選ん
でいただいたところ、「特に施策は講じていない」生協が43生協で全体の66%と最も多く、22
生協が学習を開始している状況でした。また、2つの生協が人権方針を策定しました。

■5「ビジネスと人権」に関する取り組み状況
　サプライチェーンを通した人権尊重の取り組みが国内外で推進され、企業に対して行政などから 
実施状況に関するアンケートが行われている状況をふまえ、生協においても同様の調査を実施しま
した。

 図表11　人権対応の進捗状況

A 組織内で「ビジネスと人権」（企業活動における人権の尊重）に関す
る学習を開始している 22生協

B ステークホルダーとのコミュニケーションにより、自生協の事業（サプ
ライチェーン全体）に関わる優先度の高い人権リスクを特定している 7生協

C Bで洗い出した人権リスクを評価している 7生協

D Cをふまえて人権方針を策定し、経営トップがコミットメントしている 2生協

E 特に施策は講じていない 43生協

※複数選択式の設問

Ⅵ. 重点課題別の報告
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˙ ͋ΔௐୡɾਓݖଚॏͷऔΓΈྫ

インドωγΞɾΤϏཆ৩ۀվળϓϩδΣΫτ

　日本生協連ɺコープのΤビऔҾઌͰ͋
ΔɺイϯυωγΞのΤビՃ会社ɺ88'イϯυω
γΞɺ88'δϟύϯͱ協ಇͯ͠ɺʮイϯυωγΞ・
Τビཆ৩ۀվળプϩδΣクτʯを行ͬͯ ͍ます。本
プϩδΣクτのऔΓ組ΈʹΑΓɺ"4$ཆ৩ೝূ
をऔಘͨ͠δϟϫౡのཆ৩Ͱऩ֭͞Εͨϒラο
クλイΨーΤビʹ"4$ラϕルを͚ɺʮ֪ϒラο
クλイΨーŉͱ͠ ͯ202�年ʹ発ച͠まͨ͠。

ຊੜڠ࿈

GG/ラϕϧΛ௨ͯ͡όφφͷ͋ΔௐୡΛਪਐ

　日本生協連ʮԂ地ࢦఆコープのϑィリϐϯό
ナナʯʮԂ地ࢦఆコープのϑィリϐϯݪߴόナナʯ
の͋Δௐୡを推進すΔͨΊɺ((/ラϕルを
͚ͯ202�年͔Βॱ࣍ɺൢ ചを։࢝͠まͨ͠。
((/ラϕルɺグϩーόル("1を࣮ફ͠ɺಠཱ
ͨ͠ୈऀࡾの৹͔ࠪؔػΒೝূをऔಘͨ͠
Ͱ生͞࢈Εͨ͜ͱを͓ࣔͯ͠Γɺ生͍ͯ͠࢈Δ
まͰ͔͞の΅Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔラϕルͰす。
　日本生協連生࢈の("1推進のऔΓ組
ΈをڧԽ͠ɺ͋ΔۀをԠԉ͍ͯ͠ます。

ຊੜڠ࿈

ϢχηϑʮࣇಐࠗΛऴΘΒͤΔ�ガーφࢦఆืۚʯΛࢧԉ

　ϢーコープɺϢχηϑのࢦఆืۚͱͯ͠
202�年͔Β5Χ年ܭըͰɺΨーナڞࠃのࣇಐ
ࠗをͳ͘すͨΊのࢧԉプϩδΣクτʹऔΓ組ΜͰ
͍ます。ʮࣇಐࠗʯਓݖの৵ɺࠃのࡁܦશମ
ʹͱͬͯ ශࠔのѱ॥をͨΒ͠ます。ื ۚを
௨じɺ組合һͱͱʹࣇಐࠗをऴΘΒͤΔ͜ͱを
͠ࢦます。
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難民食料支援学び語り合う会

　コープあいちは、難民食料支援学び語り合う会
（主催：NPO名古屋難民支援室、アジア・ボラン
ティア・ネットワーク・東海、地域と協同の研究セ
ンター）に協力しています。紛争や人権侵害など
から自分の命を守るためにやむを得ず母国を追
われ、逃げざるを得なかった難民の方々の声を
聞き、あらためて平和と教育・人権について考える
場として、学び語り合う会を開催しました。

コープあいち

生協のD&I・ジェンダー平等の取り組み

　生協は、今後の人口減少社会のなかで働き手を確保し事業と活動を継続していくこと、一人ひと
りがよりパフォーマンス高く楽しく仕事を続けられること、そしてなにより人権を守り、守られる社
会を構築するために、D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）とジェンダー平等を実現すること、
は欠くことができないプロセスと考えています。
　日本生協連が2024年度に実施した人事労務実態調査（回答生協65生協）によると、全国の生
協の状況は以下の通りです。平均数値のため、実態としては各生協でばらつきがあります。
　50代の男性職員比率が多く、現在の女性職員比率は28.2％です。採用時の男女比は概ね５：５
となっており、若年層の女性から「働きたい」と思われる職場となってきたと考えられます。一方で、
女性職員の定着は多くの生協において共通課題であり、長く働き続けられる環境の整備が必要で
あると考えています。また、課長職以上の女性管理職の比率は13.6％です。
　正規職員における男性職員の賃金に対する女性職員の賃金の割合は76.9%です。現在は中堅以
上の年代、幹部に男性の比率が高いためですが、女性の育成と登用の後押しを進めていく中で改
善していくことが予想されます。
　仕事と家庭の両立に影響を与えてきた長時間労働については改善が進みました。所定外時間労
働は、2017年度の217時間から、2023年度は198時間となりました。
　男性の育児休職の取得率についても、2023年調査の速報値によると全国平均で59.8％です。
男女ともに働きやすい環境を作っていくために、1人1人がD&Iについての理解を深め、職場だけで
なく家庭、地域社会に貢献していけるよう取り組みをすすめていきます。

女性管理職比率
13.6％

男性の育児休業取得率
59.8％

男性を100とした
男女間賃金格差

76.9％

日本生協連ではLGBTQの理解促進や男性の育休取得推進を行い、
2023年11月に「プラチナくるみん認定」を取得しました。
日本生協連のダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン (DE&I） ¦
日本生活協同組合連合会 (jccu.coop)

Ⅵ. 重点課題別の報告
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　地球の気候や土壌、そこに生きる生態系を損ねることなく、かけがえのない自然を将来 
世代に残していくため、生協は学習会や体験活動などの環境保全活動を、組合員とともに 
推進しています。
　具体例として21の生協が植樹活動を展開しており、のべ植樹本数が10万本を超える生
協もあります。また、24の生協が地域の環境保全等に寄与することを目的に、環境基金を
設置しています。規模は様々ですが、なかには基金の総額1億円以上の規模の生協や、年間
で500万円以上の助成を行う生協が見られます。
　2023年度、環境に関わる企画や学習会は61生協で実施されました。特に多かったテー
マは「SDGs」で、次いで「エシカル消費」「環境保全・生き物調査等」となりました。また 

「社会問題（貧困・人権問題等）」に関する学習会を行った生協が昨年よりも増えました。

環境保全活動に関する考え方
　生協はこれまで組合員はもとより、生産者や地域の環境団体等とも協働し、動植物保全につ
ながるプロジェクトの実施や自然体験、森林保全などの学習会や体験活動を進めてきました。
具体的には植樹や森づくり、藻場の再生事業、海浜や湖の清掃、水質改善活動、里山の休耕地
解消、山の保全など、地域に応じた多種多様な環境保全活動が取り組まれています。
　今後も環境保全活動や環境教育を、組合員のなかでも特に子どもや若者など次世代の人びと
を巻き込みながら実施していきます。また、専門的な知見をもった環境NGO・自治体などとも
積極的に連携し、生協の環境保全活動をより深く広く推進していきます。

組合員とともに環境保全活動を推進し、
自然共生社会の実現を目指します

（「生協の2030環境・サステナビリティ政策」の行動指針⑧）

【モニタリング指標】
◦SDGs・エシカル消費・気候変動に関するイベントの実施や出展、環境教育、環境保全

活動等の実施回数とそれらを実施した生協数
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■■ 環境保全活動の取り組み例

森づくりを通じて生物多様性について学ぶ

　コープこうべでは、2008年から「コープの森・
社家郷山(しゃけごうやま)」と名付けた森づくり
の取り組みを始めました。専門家に定期的な調
査をしてもらうとともに、職員や組合員とともに
生い茂った草木の刈り取りや除伐作業を行い、多
様な動植物が育つ環境の森を目指しています。

コープこうべ

海のクリーンアップ大作戦

　コープさっぽろでは、環境保全プロジェクト
「マイボトルエコアクション」の一環として、海洋
プラスチックごみについて考え、行動するイベン
ト「Hokkaido 海のクリーンアップ大作戦！」を
開催しています。組合員や取引先、地域の皆さん
とともに、楽しみながらごみ拾いをすることで、
自分に何ができるのかを考えるきっかけにつな
がっています。

コープさっぽろ

Ⅵ. 重点課題別の報告

里山の昆虫や植物に親しむ

　とやま生協は、自然に親しむ「里山の昆虫や
植物を観察しよう」というイベントを開催しまし
た。自然に関する知識が豊富な専門スタッフと
一緒に里山に入り、いきものコレクションアプリ
Biome（バイオーム）を使って昆虫や植物を採集
し、楽しみながら観察しました。

とやま生協
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■1 ＜モニタリング指標＞ SDGs・エシカル消費・気候変動に関する企画や学習会の実施状況
　生協では、環境保全活動の推進に向けて「SDGs・エシカル消費・気候変動に関する企画や学習
活動の実施状況」をモニタリングしています。

■2 植樹活動
　日本生協連の調査によれば、森づくり等の活動を行っている生協は40ほどあり、そのうち森を所
有している生協は8つ程度です。森づくりの活動は生協職員や組合員の親子による自然体験や間伐
体験、植樹体験などあり、そのうち植樹の状況について調査を行いました。

調査結果
　2023年度は、65生協のうち61生協で企画や学習活動が実施されました。実施したカテゴ
リーの中で最も多かったのが「SDGs」であり、次いで「エシカル消費」「環境保全・生き物調査
等」「リサイクル」となりました。また、前年度と比べて「社会問題（貧困・人権問題等）」に関する
学習を行った生協が増えました。

調査結果
　森づくりの活動のひとつとして植樹活動を行う生協があります。今回その実態について調査を
したところ、植樹活動を行っている生協は21生協（全65生協の32％）あることがわかりました。
　また、のべ植樹数をわかる範囲で回答してもらったところ100本未満の生協がある一方で、10
万本以上と答えた生協もありました。

環境・サステナビリティ政策進捗調査の結果

■100本未満

■100本以上1,000本未満

■1千本以上1万本未満

■1万本以上10万本未満

■10万本以上

■無回答

29%

29%

29%

5%
5%
5%

※構成比は小数点を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

 図表12　のべ植樹数（2023年度末）
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Ⅵ. 重点課題別の報告

■■3 環境基金
　生協では地域の環境保全等に寄与する取り組みをすすめることを目的に、環境基金を設置し、環境
活動を行う団体などに助成をしている例があります。今回、生協による環境基金の実態について調査
を行いました。

調査結果
　調査によると、環境基金を設置あるいは関与している生協は24生協（全65生協の37％）ある
ことがわかりました。基金の使途は、環境活動を行う団体や生産者、漁業協同組合、ボランティ
ア団体などへの助成や、森づくり活動（森の管理や苗木の購入、体験会や観察会の開催）にかか
る費用、産直産地の海の保全などです。
　基金の原資は、組合員がレジ袋を辞退した際に0.5円を積み立てる、回収した容器包装をリサ
イクル業者に売却した際の収益の一部を充てる、該当商品1点につき数円ずつ積み立てる等で
確保しています。
　基金の総額（2023年度末時点）は「1千万円以上1億円未満」が7生協で最も多くなっていま
すが、1億円以上の規模の生協もあります。助成額（2023年度）については500万円以上の生協
が4つほどあります。

 図表13　環境基金の総額（2023年度）  図表14　環境基金の助成額（2023年度）

8

6

4

2

0

8

6

4

2

0

5

2

1

5

0

7

4

3

7

2

100万円
未満

100万円
以上
500万円
未満

500万円
以上
1千万円
未満

1千万円
以上
1億円
未満

1億円
以上

10万円
未満

10万円
以上
50万円
未満

50万円
以上
100万円
未満

100万円
以上
500万円
未満

500万円
以上

（生協数） （生協数） 
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■■ 会員生協で実施されたイベント例

リサイクルセンター見学会

　ユーコープでは、リサイクルセンターの見学会
を行っています。組合員から回収したカタログや
ペットボトルなどのリサイクル品の仕分けや圧縮
作業の様子を見ることで、参加者がリサイクルの
流れを知り、日々の分別について考える機会と
なっています。また、障害のあるスタッフが各自
の特性を活かし、生き生きと働いている様子も
知ることができます。

ユーコープ

フードドライブ・スタディドライブ

　コープみらいは、日本プロサッカーリーグ（J
リーグ）クラブ「東京ヴェルディ」の主催試合に
て「コープみらいDAY」を開催しました。家庭で
保管されている食品を提供してもらう「フード
ドライブ」、同じく未使用文具を提供してもら
う「スタディドライブ」を来場者に呼びかけまし
た。集まった食品・文具は「特定非営利法人フー
ドバンクTAMA」に寄贈し、支援団体を通じて
必要とされる方々に届けています。

コープみらい
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ᶜ� ॏ՝ผͷใࠂ

اࡂըʮ͍ͬ͠ΐʹֶ΅ ʂ͏ࡂ�ͷඋ͑ʯ

　コープ͓͓͍ͨͰɺ͍ͯ͑૿ࠓࡢΔࣗવࡂ
ʹ͍ͭͯ؆୯ʹͰ͖Δࡂのඋ͑のֶशɺ組
合һのࡂҙࣝの্ʹͭͳ͛ΔͨΊɺاࡂը
ʮ͍ͬ͠ΐʹֶ΅ ʂ͏ࡂのඋ͑ʯを։͠࠵ま
ͨ͠。グループϫーク࣭ٙԠを௨ͯ͠ɺ組合
һ同࢜Ͱ͑ߟ͍ͯͭʹࡂΔػ会ͱͳΓまͨ͠。

ίʔϓ͓͓͍ͨ

৯ϩスֶशձͱϑードドライϒ

　ΤϑコープͰɺʮ৯ϩスݮ月ؒʯʹ 合Θ
ͤͯɺ৯ϩスݮΞυόイザー�ྫྷଂݿऩೲՈ
のా͔ͣΈ͞Μをࢣߨʹܴ ʮ͑৯ϩスݮ
ֶश会ʙͪͨࢲのՈఉͰͰ͖Δ͜ͱʙʯを։࠵
͠まͨ͠。日本の৯ϩスͱɺՈఉͰͰ͖Δ
৯ϩスݮのコπʹֶ͍ͭͯͼまͨ͠。まͨɺ
日会ʹϘοクスをઃஔ͠ɺࢀՃऀ͔ΒՈ
ఉͰ͍ͬͯΔ৯をͯͬدͪ࣋Β͏ϑーυυ
ライϒを࣮͠ࢪまͨ͠。

Τϑίʔϓ

ฉ͜ʹ࢜തཽڪ ʂ͏�Խੴൃ۷ͰީؾͷมԽ͕Θ͔Δʁʂ

　ύルγステϜ連合会Ͱɺւಓେֶ૯合ത
ؗ෭ؗ・ڭतͰݹ生ֶऀのখྛշ࣍ઌ生
をࢣߨʹɺʮཽڪͱީؾม動ʯをテーϚʹ͠
ֶͨश会を։͠࠵まͨ͠。ୈ�のେྔઈ໓ظͱݴ
ΘΕΔݱਓྨの͘Β͠のӨڹͰʮཽڪのେ
ྔઈ໓ʯΑΓյ໓తͳঢ়گͰ͋Δͱ͍ͬͨ
ʹɺࢀՃͨ͠ࢠͲͨͪڵຯʑͰす。ʮେ
の݁ͼ͖ͭɺػةਓؒのٿͱɺ地ཽڪͳ͖
ͱͯͤ͑͞ߟΒΕΔ༰Ͱͨ͠ʯͳͲのײ
͕͋Γまͨ͠。

ύϧγεςϜ࿈߹ձ
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6. 情報公開と対話・連携

　生協ではおもにWebサイトやサステナビリティ報告書、組合員レポート等を通じて、環境・
サステナビリティの取り組みや実績について、組合員や社会へ公表しています。
　また、学識者等で構成される評価委員会や懇談会を設置する、自治体の会議へ参加すると
いったことのほか、取引先、地域の諸団体、学生など次世代の方 と々対話を行っています。

情報公開と対話に関する考え方
　生協ではこれまで、環境・サステナビリティの取り組みに関し、組合員や地方自治体などのス
テークホルダーに対し周知・広報を行ってきました。今後も取り組み内容や政策、方針、目標に
ついて、取引先や市民団体・NGOを含む幅広いステークホルダーに情報公開を行っていきま
す。また公表内容に対する社会からのフィードバックに応えるとともに、さまざまな人や組織と
真摯に対話を重ねるなかで、取り組みレベルを上げ、生協への信頼を高めていきます。

生協の環境・サステナビリティに関わる取り組み状況を
積極的に公開し、社会との対話を進めます

（「生協の2030環境・サステナビリティ政策」の行動指針⑩）

大阪いずみ市民生協で実施されている「社会的責任懇談会」の様子。外部有識者と組合
員理事が、生協の果たす社会的責任について議論しています。
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■1 生協の環境・サステナビリティに関わる取り組みの公開状況

■2 環境・サステナビリティの取り組みに関するステークホルダーとの対話状況

調査結果
　65生協中60生協が自生協の環境・サステナビリティに関する取り組みを公開しています。
おもにCSR報告書、サステナビリティ報告書、環境報告書等とWebサイトにて公開されてお
り、組合員に対しては広報誌や機関紙を通じて報告しています。
　CSR報告書などを作成している生協のうち4生協は、GRIスタンダードや環境省の環境報告
ガイドライン、ISO26000のいずれか（または全部）を参照しています。

調査結果
　65生協中37生協が環境・サステナビリティの取り組みに関し、ステークホルダーと対話を行っ
ています。対話を行っているおもなステークホルダーは職員と組合員および地方自治体です。
　地方自治体との対話とは、行政訪問や県の環境審議会などへの委員参加などです。組合員に
対しては「組合員の声」に応えることを基本とし、総代会資料やCSR報告書を通じての報告や、
総代懇談会などで意見交換を行っています。また、環境監査委員会を設け、組合員や学識者と
対話を行う生協もあります。

33
34

30

23
19

14 15

3

組合員 職員 地方
自治体

取引先 地域の
諸団体
ＮＰＯ
ＮＧＯ

学識者 次世代
学生等

その他
0

5

10

15

20

25

30

35

40
（生協数） 

 図表15　対話・意見交換を行っているステークホルダー

環境・サステナビリティ政策進捗調査の結果

Ⅵ. 重点課題別の報告
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環境・サステナビリティに関わる諸課題を解決するために、
新たな協働の取り組みにチャレンジします

（「生協の2030環境・サステナビリティ政策」の行動指針⑨）

　社会が求めるサステナビリティ課題の実現に向け、生協は組合員、地方自治体、生産者、
市民団体を含むさまざまなステークホルダーとパートナーシップを構築し、多様な協働の
取り組みにチャレンジしていきます。
　地域づくりにおいて欠かせないステークホルダーである、地方自治体との協定締結状況
は、包括連携協定が217件、地域見守り協定が1,294件となっています。また、SDGsや脱
炭素、リサイクルなど環境課題に関する包括連携協定を締結している生協は29生協に上り
ます。

生協が考える「協働」「パートナーシップ」の重要性
　気候変動問題や廃棄物問題、生物多様性の保全等の環境・サステナビリティ課題は影響が幅 
広く、解決にあたってはさまざまな主体が得意分野で関わり、協力し合う必要があります。
　生協はこれまで組合員をはじめ自治体や生産者、市民団体等とも協働しながら課題に対応し
てきましたが、社会が求めるサステナビリティ課題の実現においては、これまでの関係性だけで
は対応しきれない可能性もあります。持続可能な社会の実現を目指すにあたり、さらに多様な
パートナーシップを大切にしながら、さまざまな協働の取り組みにチャレンジしていきます。
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■1 自治体との協定締結状況
　地域に根差した事業と活動を展開する生協にとって、地方自治体は重要なステークホルダーです。
　連携にあたって様々な協定を締結しています。

調査結果
　2024年12月時点での自治体との協定締結数は、包括連携協定で217件、地域見守り協定で
1,294件、緊急時物資支援協定等が961件となっています。このうち、環境課題に関する包括連
携協定を締結している生協は調査対象の65生協のうち29生協（45％）です。具体的な締結内容
例としては下記の通りです。

環境課題を含む包括連携協定の内容例

◦環境対策・リサイクルの推進
◦脱炭素、3R、SDGs、エシカルなど
◦再生可能エネルギーの普及や省エネの取り組みへの協力、

循環型社会の確立に向けた取り組みへの協力
◦サンゴ礁再生事業支援協力
◦食品ロス削減、レジ袋削減、廃プラ削減

地域見守り協定とは
　全国で1,000万世帯以上が登録している生協の宅配や夕食宅配では、基本的に毎週同じ曜日
（夕食宅配では週5日）の同じ時間に、同じ担当者が商品を届けています。各地の生協では、高 
齢の組合員に日々接する機会も多く、「ポストに郵便物がたまっている」「お届けした商品に手
が付けられていない」などの異変を感じた際には、事前に取り決めた連絡先に連絡・通報を行っ
ています。

◦2024年12月末現在、全国47都道府県内の自治体・社会福祉協議会などとの間で「地
域見守り協定」を締結しています（地域・職域・医療福祉生協計）。

◦締結市区町村数は1,294に達し、これは全市区町村数（1,741）の74.3％に当たります。
◦県内全ての市町村と締結したのは、青森県、岩手県、宮城県、茨城県、埼玉県、千葉県、

富山県、石川県、福井県、岡山県、鳥取県、山口県、徳島県、佐賀県の14県です。

環境・サステナビリティ政策進捗調査の結果

Ⅵ. 重点課題別の報告
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˙ ଞஂମͱͷڠಇͷऔΓΈྫ

ཱࢢͱʮ4%GT ਪਐʹؔ͢Δแׅ࿈ڠܞఆʯͷక݁͠·ͨ͠

　コープ͍͋ͪͱཱࢢɺ4%(T推進ʹؔす
Δแׅ連ܞ協ఆをక݁͠まͨ͠。͜ の協ఆɺ
コープ͍͋ͪͱཱ͕ࢢɺ連ܞɺ協ྗをڧԽ͠ɺ
4%(Tの推進͓Αͼ࣋ଓՄͰΑΓΑ͍まͪͮ͘
ΓʹݙߩすΔ͜ͱをతͱ͍ͯ͠ます。

ίʔϓ͍͋ͪ

ԉࢧҭڭͲͨͪͷࢠணճऩͰւ֎ͷݹ

　生活クラϒઍ༿ɺҥྨͳͲのリϢース事ۀ
を行͏/10๏ਓ日本ϑΝイόーリサイクル連ଳ
協ٞ会ʢ+'4"ʣͱ協ྗ͠ɺݹண回ऩを行͍ͬͯ
ます。ݹணを࠶ར༻すΔ͚ͩͰͳ͘ɺൢ ചऩӹを
スラϜ地域のֶߍのӡӦඅʹॆͯΔ͜ͱを௨じ
ͯɺւ֎のශ͍͠地域ʹΒすࢠͲͨͪʹڭ
ҭのを༩͑Δ事ۀʹ͍ͯ͠ݙߩます。

ੜ׆Ϋϥϒઍ༿

ૉࣾձ͢ࢦͳ͕Β͠ܞͱ࿈ݝ

　Ҫݝຽ生協ɺࣗ 生協Ͱ࠶生ՄΤωル
Ϊーの活༻3̧活動ͳͲのڥ活動を͜Εま
Ͱ࣮ફ͖ͯ͠まͨ͠。ࡏݱɺҪݝͱ連͠ܞ
活動をܒ・ٴຽのૉのऔΓ組Έීݝͯ
తʹ行ͬͯۃੵ ͍ます。
　ͦのதの̍ͭ ʮʹ2050ΧーϘϯχϡーτラル
ήーϜʯを活༻ͯ͠ɺʮͳͥΧーϘϯχϡーτラル
͕ඞཁͳの͔ʯʮͦのͨΊʹɺͪͨࢲԿを͑ߟ
Ͳ͏行動すΔの ʁ͔ʯͱֶ͍ͬͨͼ͖ͮؾをಘ
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͍ͯます。
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2010年～ 2020年～2000年～

名称 内容

生協の環境保全運動、
その考え方と指針

（1991年策定）

「環境問題は根源的課題」と位置づけ、全国生協での本格的展開を促す初の全国政策。
事業対応として「商品の生産から廃棄までの環境配慮」「リサイクル推進」、組合員活動として

「環境問題の学習」「くらしの見直し」、ネットワーク化として「地域との共同活動」「協同組合間
連携」などを提起。

生協の環境保全運動 
中期計画(1993-1995)

（1993年策定）

上記政策に基づく中期計画として、4つのテーマ（①環境に配慮したライフスタイルへの転換と
環境保全型社会の実現、②商品の生産から消費にいたるあり方を見直し、環境により良い商品普
及、③環境保全のための生協事業のあり方追求、④環境保全のための推進体制確立）と24の中
期目標を提起。

90年代後半期
生協の環境保全運動 
中期計画

（1997年策定）

上記計画の後継計画として、事業における「商品の環境配慮の強化」、「環境マネジメント・監査シ
ステムの確立」、組合員活動における「環境に配慮した消費行動の普及」、「ごみ問題への取り組
み、水環境への配慮」、社会的行動としての「環境保全の地域・まちづくり」といった課題を提起。

「生協の環境保全運動」
第三次 中期計画

（2001～2003）
（2001年策定）

2000年代に入り、新たに「生協の環境保全活動の理念」を策定のうえ、次の4つを重点テーマに
設定。①環境に配慮した環境保全型地域・まちづくり、②“循環型システム構築”・“地球温暖化対
策”・“化学物質による環境リスク低減”の3つのコアテーマの取り組み、③組合員参加とコミュニ
ケーション、④環境と経済の両立

2020年に向けた生協の
新たな環境政策

（2010年策定）

生協の環境保全活動のさらなるレベルアップとして、次の4つ（①生協事業におけるＣＯ２排出の
総量削減、再生可能エネルギーの普及、③商品事業における環境配慮、④事業からの廃棄物の
削減・ゼロ化⑤組合員活動としての環境保全の取り組み方向 ）を政策の柱として設定。CO2削減
に関しては、2020年に15％削減という目標を策定した。

生協の2030環境・
サステナビリティ政策

（2021年策定）

「すべての人々が人間らしく生きられる豊かな地球を、未来のこどもたちへ」をスローガンに、
エシカル消費、気候変動、省資源・資源循環、生物多様性と人権尊重、情報公開と対話のテーマ
のもと、10の行動指針と5つの数値目標を設定している。

生協の環境保全運動、その考え方と指針（1991策定）

2020年に向けた生協の新たな
環境政策（2010年策定）

生協の2030環境・サステナビ
リティ政策(2021年策定)

1990年～

「生協の環境保全運動」 
中期計画(1993-1995)
(1993年策定)

90年代後半期 生協の
環境保全運動 中期計画
(1997年策定)

「生協の環境保全運動」
第三次 中期計画

（2001～2003）
（2001年策定）

Ⅶ 生協の環境・サステナビリティの歴史

Ⅶ. 生協の環境・サステナビリティの歴史
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※「生協の小売シェア」は、経済産業省の「商業販売統計年報」から、自動車小売業と燃料小売業の総額を差し引いた
数値に対する供給高の比率です。

■■ 全国生協概況

2021年度 2022年度 2023年度

項目 単位 数値 前年比 数値 前年比 数値 前年比

調査集計生協数 生協 564 99.8% 555 98.4% 547 98.5%

購買生協 生協 427 99.8% 418 97.9% 417 99.8%

（うち地域生協+
居住地職域生協計） 生協 128 100.0% 124 96.9% 123 99.2%

医療福祉生協 生協 107 100.0% 107 100.0% 100 93.5%

その他生協（共済、
住宅等）、共済連 生協 18 100.0% 18 100.0% 18 100.0%

事業連合 生協 12 100.0% 12 100.0% 12 100.0%

組合員数 千人 30,173 100.7% 30,417 100.8% 30,630 100.7%

組合員出資金 百万円 897,016 103.1% 921,868 102.8% 931,613 101.1%

総事業高 百万円 3,769,155 98.8% 3,709,553 98.4% 3,737,934 100.8%

供給高 百万円 3,275,080 98.1% 3,207,923 97.9% 3,241,840 101.1%

生協の
小売りシェア※ ％ 2.74 -0.06 2.61 -0.13 2.49 -0.12

日本生協連供給高 百万円 432,946 98.5% 435,663 100.6% 441,197 101.3%

Ⅷ データ集

Ⅷ. データ集
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Ⅷ. データ集

※「世帯加入率」は、組合員数を総務省から公表されている「住民基本台帳に基づく世帯数」で割り算したものです。
  「前年比」欄には前年差を記載しています。

■■ 地域生協概況

2021年度 2022年度 2023年度

項目 単位 数値 前年比 数値 前年比 数値 前年比

調査集計生協数 生協 120 99.2% 117 97.5% 116 99.1%

組合員数 千人 23,316 101.2% 23,631 101.3% 23,888 101.1%

総事業高 百万円 3,183,208 98.2% 3,117,681 97.9% 3,147,904 101.0%

供給高 百万円 3,063,041 98.0% 2,992,792 97.7% 3,022,536 101.0%

店舗事業供給高 百万円 923,655 97.3% 915,369 99.1% 946,579 103.4%

宅配事業供給高 百万円 2,112,744 99.1% 2,089,938 98.9% 2,090,423 100.0%

うち個配供給高 百万円 1,583,209 100.3% 1,575,370 99.5% 1,591,125 101.0%

組合員1人当り
月利用高 円 11,450 96.8% 11,068 96.7% 11,046 99.8%

組合員出資金 百万円 764,941 103.9% 788,136 103.0% 799,212 101.4%

組合員1人当り
出資金 円 32,807 102.6% 33,352 101.7% 33,457 100.3%

店舗数 店 938 99.4% 921 98.2% 909 98.7%

売場面積 m2 1,288,111 102.1% 1,277,380 99.2% 1,285,905 100.7%

正規役職員数 人 30,225 101.3% 32,362 107.1% 32,484 100.4%

世帯加入率※ ％ 39.0 0.3 39.2 0.2 39.3 0.1
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組合員数と世帯加入率

全国の生協の総事業高
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地域生協の宅配・店舗別供給高の推移

地域生協の宅配（班配と個配）の供給高

Ⅷ. データ集
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組織とその報告慣行 記載箇所

2-1 組織の詳細

a. 正式名称を報告する
b. 組織の所有形態と法人格を報告する
c. 本社の所在地を報告する

・生協とは
・日本生活協同組合

連合会とは
・発行

d. 事業を展開している国を報告する

2-2

組織のサステナ
ビリティ報告の
対象となる事業
体

a. サステナビリティ報告の対象となる事業体をすべて一覧表示する
b. 組織に監査済みの連結財務諸表や公的機関に提出した財務情報があ

るときは、財務報告の対象となる事業体のリストとサステナビリティ
報告の対象となる事業体のリストとの相違点を明記する

c. 組織が複数の事業体から成るときは、情報をまとめるために用いた
手法について、以下の点を含め説明する
i. 当該手法において、少数株主持分に係る情報の調整を行ってい

るか
ii. 当該手法において、事業体の全部もしくは一部の合併、買収、

処分についてどのように考慮しているか
iii. 本スタンダードに記載されている開示事項とマテリアルな項目

の開示で、手法が異なるか、また異なる場合はその相違

・編集方針

2-3 報告期間、報告
頻度、連絡先

a. サステナビリティ報告の報告期間と報告頻度を記載する
b. 財務報告の報告期間を明示し、サステナビリティ報告の期間と一致

しない際はその理由を説明する
c. 報告書または報告される情報の公開日を記載する
d. 報告書または報告される情報に関する問い合わせ窓口を明記する

・編集方針
・発行

2-4 情報の修正・訂
正記述

a. 過去の報告期間で提示した情報の修正・訂正記述について報告し、
次のことを説明する
i. 修正・訂正記述の理由
ii. 修正・訂正記述の影響

－

2-5 外部保証

a. 外部保証を得るための組織の方針と実務慣行を記載する。これには、
最高ガバナンス機関

　 および上級経営幹部の関与の有無とその内容も含める
b. 組織のサステナビリティ報告が外部保証を受けているときには、

i. 外部保証報告書や独立保証声明書へのリンクや参照先を記載
する

ii. 外部保証により保証される事項とその根拠を記載する。これに
は保証基準、保証レベル、保証プロセスに存在する制約事項を
含める

iii. 組織と保証提供者の関係を記載する

－

　生協のサステナビリティレポートは、GRIスタンダードを参照しています。本対照表は、GRI 
スタンダードについてレポート内の記載箇所を指し示したものです。

Ⅸ ガイドライン対照表（GRIスタンダード）

Ⅸ. ガイドライン対照表（GRIスタンダード）
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活動内容と労働者 記載箇所

2-6
活動、バリュー
チェーン、その
他の取引関係

a. 事業を展開するセクターを報告する
b. 自らのバリューチェーンを、次の事項を含めて記載する

i. 組織の活動、製品、サービスおよび事業を展開する市場
ii. 組織のサプライチェーン
iii. 組織の下流に位置する事業体とその活動

c. その他の関連する取引関係を報告する
d. 前報告期間からの 2-6-a、2-6-b、2-6-c の重大な変化を記載する

・生協の価値創造モデ
ル

・商品サプライチェー
ンと声の循環

2-7 従業員

a. 従業員の総数と性別・地域別の内訳を報告する
b. 以下の総数を報告する

i. 終身雇用の従業員、およびその性別・地域別の内訳
ii. 有期雇用の従業員、およびその性別・地域別の内訳
iii. 労働時間無保証の従業員、およびその性別・地域別の内訳
iv. フルタイム従業員、およびその性別・地域別の内訳
v. パートタイム従業員、およびその性別・地域別の内訳

c. データの編集に使用した方法と前提条件を記載する（報告された数
値が次のいずれに該当するかを含む）
i. 実数、フルタイム当量（FTE）、あるいは別の方法
ii. 報告期間終了時、あるいは報告期間中の平均値、または別の方法

d. 2-7-a および 2-7-b で報告されたデータを理解するために必要な背
景情報を報告する

e. 報告期間中および他の報告期間からの従業員数の重要な変動を記載
する

・生協の価値創造モ
デル

2-8 従業員以外の労
働者

a. 従業員以外の労働者で、当該組織によって業務が管理されている者
の総数を報告し、次の事項を記載する
i. 最も多い労働者の種類と組織との契約関係
ii. その労働者が従事する業務の種類

b. データ集計に使用した方法と前提条件を記載する。従業員以外の労
働者数が報告されているかどうかも記載する
i. 実数、フルタイム当量（FTE）、または別の方法
ii. 報告期間終了時、あるいは報告期間中の平均値、または別の方法

c. 報告期間中および他の報告期間からの、従業員以外の労働者数の重
大な変動を記載する

－

ガバナンス 記載箇所

2-9 ガバナンス構造
と構成

a. 最高ガバナンス機関 の委員会を含む、ガバナンス構造を説明する
b. 経済、環境、人々に与える組織のインパクトのマネジメントに関す

る意思決定およびその監督に責任を負う最高ガバナンス機関の委員
会を一覧表示する

c. 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成について、以下の項目
別に記載する
i. 業務執行取締役および非業務執行取締役の構成
ii. 独立性
iii. ガバナンス機関のメンバーの任期
iv. メンバーが担う他の重要な役職およびコミットメントの数、な

らびにコミットメントの性質
v. 性別
vi. 社会的少数派グループ
vii. 組織のインパクトと関連する能力・力量（コンピテンシー）
viii. ステークホルダーの代表

・生協の組織運営

Ⅸ. ガイドライン対照表（GRIスタンダード）
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2-10
最高ガバナンス
機関における指
名と選出

a. 最高ガバナンス機関 およびその委員会のメンバーを指名・選出する
プロセスを記載する

b. 最高ガバナンス機関のメンバーの指名・選出に使用される基準を記 
載する（以下が考慮されるかどうか、どのように考慮されるかを含む）
i. ステークホルダー（株主を含む）の意見
ii. 多様性
iii. 独立性
iv. 組織のインパクト に関連する能力・力量（コンピテンシー）

・生協の組織運営

2-11 最高ガバナンス
機関の議長

a. 最高ガバナンス機関の議長が組織の上級経営幹部を兼ねているかど
うかを報告する

b. 議長が上級経営幹部を兼任している場合は、組織の経営における機
能と、そのような人事の理由、および利益相反防止とそのリスクを
軽減する方法について説明する

・生協の組織運営

2-12

インパクトのマ
ネジメントの監
督における最高
ガバナンス機関
の役割

a. 持続可能な発展に関わる組織のパーパス、価値観もしくはミッショ
ン・ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、
最高ガバナンス機関と上級経営幹部 が果たす役割を記載する

b. 経済、環境、人々に与えるインパクトを特定し、マネジメントするた
めに組織が行うデュー・ディリジェンスやその他のプロセスの監督に
おける最高ガバナンス機関の役割について、以下の点を含め記載する
i. これらのプロセスを支援するため、最高ガバナンス機関はステー

クホルダーとエンゲージメントを行っているか、またどのよう
に行っているか

ii. 最高ガバナンス機関は、これらのプロセスの成果をどのように
考慮しているか

c. 2-12-b に記載されているプロセスの有効性のレビューにおいて、最
高ガバナンス機関が果たす役割について説明し、レビューを行う頻
度を報告する

・生協の価値創造モデ
ル

・生協の環境・サステ
ナビリティ推進体制

・ステークホルダー・
エンゲージメント

・「生協の 2030 環境・
サステナビリティ
政策」に関する評価
委員会

2-13
インパクトのマ
ネジメントに関
する責任の移譲

a. 経済、環境、人々に組織が与えるインパクトをマネジメントする責
任を最高ガバナンス機関がどのように移譲しているかについて、以
下の点を含め記載する
i. インパクトのマネジメントにおける責任者として上級経営幹部

を任命しているか
ii. インパクトのマネジメントに関する責任をその他の従業員に移

譲しているか
b. 経済、環境、人々に組織が与えるインパクトのマネジメントについて、

上級経営幹部またはその他の従業員が最高ガバナンス機関に報告す
るプロセスと頻度を記載する

・生協の環境・サステ
ナビリティ推進体制

2-14

サ ス テ ナ ビ リ
ティ報告におけ
る最高ガバナン
ス機関の役割

a. マテリアルな項目 を含む報告内容の情報をレビューし承認する上で最高
ガバナンス機関が責任を負っているかどうかを報告し、責任を負ってい
るなら、当該情報のレビューおよび承認のプロセスについて説明する

b. 最高ガバナンス機関が、マテリアルな項目を含む報告内容の情報を
レビューし承認する責任を負っていないなら、その理由を説明する

・生協の環境・サステ
ナビリティ推進体制

2-15 利益相反

a. 利益相反の防止および軽減のために最高ガバナンス機関が行ってい
るプロセスについて説明する

b. 利益相反について、少なくとも以下に関するものを含め、ステーク
ホルダーに開示しているかどうかを報告する
i. 取締役会メンバーへの相互就任
ii. サプライヤーおよびその他のステークホルダーとの株式の持ち合い
iii. 支配株主の存在
iv. 関連当事者、関連当事者間の関係、取引、および未納残高

－
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2-16 重大な懸念事項
の伝達

a. 最高ガバナンス機関に重大な懸念事項が伝達されているか、またど
のように伝達されているかを説明する

b. 報告期間中に最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の総
数および性質を報告する

・生協の環境・サステ
ナビリティ推進体制

2-17
最高ガバナンス
機関の集合的知
見

a. 持続可能な発展に関する最高ガバナンス機関の集合的知見、スキル、
ならびに経験を向上させるために実施した施策について報告する －

2-18
最高ガバナンス
機関のパフォー
マンス評価

a. 経済、環境、人々に組織が与えるインパクト のマネジメントを監督
する最高ガバナンス機関のパフォーマンスを評価するためのプロセ
スについて説明する

b. 当該評価の独立性が確保されているか、また評価の頻度について報
告する

c. 最高ガバナンス機関の構成や組織の実務慣行における変化など、当
該評価を受けて実施された施策について説明する

－

2-19 報酬方針

a. 最高ガバナンス機関のメンバーおよび上級経営幹部に対する報酬方
針について、以下の点を含め説明する
i. 固定報酬と変動報酬
ii. 契約金または採用時インセンティブの支払い
iii. 契約終了手当
iv. クローバック
v. 退職給付

b. 最高ガバナンス機関のメンバーと上級経営幹部に対する報酬方針が、
経済、環境、人々に組織が与えるインパクトのマネジメントに関す
る目標やパフォーマンスとどのように関連しているかについて説明 
する

－

2-20 報酬の決定プロ
セス

a. 報酬方針の策定および報酬の決定プロセスについて、以下を含め説
明する
i. 独立した最高ガバナンス機関のメンバーまたは独立した報酬委

員会が報酬の決定プロセスを監督しているか
ii. 報酬に関して、ステークホルダー（株主を含む）の意見をどの

ように求め、考慮しているか
iii. 報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか。関与して

いるなら、報酬コンサルタントは当該組織、その最高ガバナン
ス機関および上級経営幹部から独立しているか

b. 報酬に関する方針や提案に対するステークホルダー（株主を含む）
の投票結果を報告する（該当する場合）

－

2-21 年間報酬総額の
比率

a. 組織の最高額の報酬受給者の年間報酬総額と、全従業員（最高額の報
酬受給者を除く）の年間報酬総額の中央値を比べた比率を報告する

b. 組織の最高額の報酬受給者の年間報酬総額の増加率と、全従業員（最
高額の報酬受給者を除く）の年間報酬総額の中央値の増加率を比べ
た比率を報告する

c. データおよびその集計方法について理解するために必要な背景情報
を報告する

－

戦略、方針、慣行 記載箇所

2-22
持続可能な発展
に向けた戦略に
関する声明

a. 組織と持続可能な発展の関連性、および持続可能な発展に寄与する
ための組織の戦略に関する最高ガバナンス機関または最上位の上級
経営幹部の声明について報告する

・トップメッセージ

Ⅸ. ガイドライン対照表（GRIスタンダード）
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2-23 方針声明

a. 責任ある企業行動のための方針声明について、以下の点を含め記載
する
i. 声明で参照した国際機関による発行文書
ii. 声明でデュー・ディリジェンスの実施を規定しているか
iii. 声明で予防原則の適用を規定しているか
iv. 声明で人権の尊重を規定しているか

b. 人権尊重に特化した方針声明について、以下の点を含め記載する
i. 声明が対象とした国際的に認められた人権
ii. 危険にさらされているグループや社会的弱者など、声明の中で

組織が特別な注意を払っているステークホルダーのカテゴリー
c. 方針声明が公開されているならリンクを記載し、公開されていない

ときはその理由を説明する
d. 各方針声明が組織内のどの経営層で承認されているかについて、そ

れが最上位の経営層かどうかを含め報告する
e. 方針声明が、組織の活動および取引関係にどの程度適用されている

かを報告する
f.  方針声明について、労働者、ビジネスパートナーおよびその他の関

連当事者にどのように伝えられているかを説明する

・日本生協連の方針
「人権方針」

2-24 方針声明の実践

a. 責任ある企業行動のための各方針声明を組織の活動および取引関係
全体でどのように実践しているかについて、以下の点を含め説明す
る
i. 組織内のさまざまな階層にわたり、声明を実行する責任がどの

ように割り当てられているか
ii. 組織の戦略、事業方針、業務手順に声明がどのように組み込ま

れているか
iii. 取引関係にある事業体とともに、またそれらを通じて、声明を

どのように実行しているか
iv. 声明の実行に関して行っている研修

－

2-25
マイナスのイン
パクトの是正プ
ロセス

a. 自らが引き起こした、あるいは助長したと当該組織が認識するマイ
ナスのインパクトを是正、あるいは是正に協力するコミットメント
について説明する

b. 組織が構築、あるいは参加している苦情処理メカニズムなど、苦情
を特定して、対処するための手法について説明する

c. 自らが引き起こした、あるいは助長したと当該組織が認識するマイ
ナスのインパクトを是正、あるいは是正に協力するその他のプロセ
スについて説明する

d. 苦情処理メカニズムの想定利用者であるステークホルダーが、苦情
処理メカニズムの設計、レビュー、運用および改善にどのように関
わっているかを説明する

e. 苦情処理メカニズムやその他の是正プロセスの有効性をどのように
追跡しているかを説明する。また、ステークホルダーからのフィー
ドバックを含め、その有効性を示す事例を報告する

・日本生協連内部を対
象としたマネジメ
ント体制

2-26
助言を求める制
度および懸念を
提起する制度

a. 個人が以下を行うための制度を記載する
i. 責任ある企業行動のための組織の方針および慣行の実施に関す

る助言を求める
ii. 組織の企業行動に関する懸念を提起する

－
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2-27 法規制遵守

a. 報告期間中に発生した重大な法規制違反の総件数を報告する。かつ
総件数については以下の内訳を報告する
i. 罰金・課徴金が発生した事案
ii. 金銭的制裁以外の制裁措置が発生した事案

b. 報告期間中の法規制違反に対して科された罰金・課徴金の総件数お
よび総額を報告する。かつ総件数については以下の内訳を報告する
i. 当該報告期間に発生した法規制違反に対する罰金・課徴金
ii. 過去の報告期間に発生した法規制違反に対する罰金・課徴金

c. 重大な違反事例を記載する
d. 重大な違反に該当すること、どのように確定したかを記載する

－

2-28 会員資格を持つ
団体

a. 業界団体。その他の会員制団体、国内外の提言機関のうち、当該組
織が重要な役割を担うものを報告する －

ステークホルダー •エンゲージメント 記載箇所

2-29

ス テ ー ク ホ ル
ダー・エンゲー
ジメントへのア
プローチ

a. ステークホルダー とのエンゲージメントへのアプローチを、以下の
事項を含めて記載する
i. エンゲージメントを行うステークホルダーのカテゴリー、およ

びその特定方法
ii. ステークホルダー・エンゲージメントの目的
iii. ステークホルダーとの意味のあるエンゲージメントを確かなも

のとするためにどのように取り組んでいるか

・ステークホルダー・
エンゲージメント

2-30 労働協約

a. 労働協約の対象となる全従業員の割合を報告する
b. 労働協約の対象ではない従業員について、その労働条件および雇用

条件を設定するにあたり、組織の他の従業員を対象とする労働協約
に基づいているか、あるいは他の組織の労働協約に基づいているか
を報告する

－

マテリアルな項目の開示事項 記載箇所

3-1
マテリアルな項
目の決定プロセ
ス

a. マテリアルな項目の決定プロセスについて、以下の項目を含め、記
載する
i. 組織の活動および 取引関係 全般において、経済、環境、ならび

に人権を含む人々に与える顕在的・潜在的、およびプラス・マ
イナスのインパクト をどのように特定したか

ii. 報告するにあたり、著しさに基づきどのようにインパクトの優
先順位付けを行ったか

b. マテリアルな項目を決定するプロセスで意見を求めたステークホル
ダーや専門家を明記する

・生協の価値創造モデ
ル

・サプライチェーンに
おけるリスクと機会

・重点課題の特定プロ
セス

・生協におけるマテリ
アリティマッピング

・「生協の 2030 環境・
サステナビリティ政
策」に関する評価委
員会

3-2 マテリアルな項
目のリスト

a. 組織のマテリアルな項目を一覧表示する
b. マテリアルな項目のリストについて、前報告期間からの変更点を報

告する

・生協におけるマテリ
アリティマッピング

・「生協の 2030 環境・
サステナビリティ政
策」と 5 つの重点課
題

Ⅸ. ガイドライン対照表（GRIスタンダード）
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3-3
マテリアルな項
目のマネジメン
ト

a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるい
は潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する

b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナ
スのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または
取引関係を記載する

c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載
する

d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講
じた措置を、次の事項を含めて記載する
i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための

措置
ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それ

らのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置
を含む

iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメ
ントを行うための措置

e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する
i. 措置の有効性を追跡するプロセス
ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標
iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性
iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針

および手順に組み込んだか
f.  講じた措置の決定（3-3-d）または措置の有効性の評価（3-3-e）で、

ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたか 
を記載する

・生協におけるマテリ
アリティマッピン
グ

・「生協の 2030 環境・
サステナビリティ
政策」と 5 つの重
点課題

項目別のスタンダード

経済
経済パフォーマンス 記載箇所

201-1 創出、分配した
直接的経済価値

a. 創出、分配した直接的経済価値（発生主義ベースによる）。これには、
組織のグローバルにおける事業について、次に一覧表示する基本要 
素を含める。データを現金主義で表示する場合は、その判断理由を
次の基本要素に加えて報告する
i. 創出した直接的経済価値：収益
ii. 分配した経済価値：事業コスト、従業員給与と諸手当、資本提

供者への支払い、政府への支払い（国別）、コミュニティ投資
iii. 留保している経済価値：「創出した直接的経済価値」から「分配

した経済価値」を引いたもの
b. 影響が著しいものについて、創出・分配経済価値を国、地域、市場レ

ベルに分けて報告する。また「著しい」と判断する基準も報告する

－

201-2

気候変動による
財務上の影響、
その他のリスク
と機会

a. 気候変動に起因してもたらされるリスクや機会で、事業、収益、費
用に実質的な変動が生じる可能性のあるもの。次の事項を含む
i. リスクと機会の記述。リスクと機会を物理的、規制関連、その

他に分類
ii. リスクと機会に関連するインパクトの記述
iii. 措置を行う前から想定されるリスクと機会の財務上の影響
iv. リスクと機会をマネジメントするために用いた手法
v. リスクと機会をマネジメントするために行った措置のコスト

－
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201-3

確定給付型年金
制度の負担、そ
の他の退職金制
度

a. 組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、その債務
の推定額

b. 年金制度の債務を支払うために別の基金を持っている場合、次の事
項
i. 年金制度の債務額のうち別途積み立て資産でカバーされる割合

の推定値
ii. 当該推定値の計算基礎
iii. 推定値の計算時期

c. 年金制度の債務を支払うために設けられた基金が不足している場合、
雇用者が完全補償実現に向けて実施している戦略があればそれを説 
明する。また雇用者が完全補償実現の目標時期を設定している場合 
は、それについて説明する

d. 従業員、雇用者による拠出額が給与に占める割合
e. 退職金積立制度への参加レベル（義務的参加か任意制度か、地域的

制度か国の制度か、経済的インパクトがあるものか、など）

－

201-4 政府から受けた
資金援助

a. 組織が報告期間中に各国政府から受け取った資金援助の総額。次の
事項を含む
i. 減税および税額控除
ii. 補助金
iii. 投資奨励金、研究開発助成金、その他関連助成金
iv. 賞金
v. 特許権等使用料免除期間
vi. 輸出信用機関（ECA）からの資金援助
vii. 金銭的インセンティブ
viii. その他、政府から受け取った、または受け取る予定の財務利益

b. 201-4-a の情報の国別内訳
c. 組織の株式保有構成における政府出資の有無、出資割合

－

地域経済での存在感 記載箇所

202-1

地域最低賃金に
対する標準新人
給与の比率（男
女別）

a. 従業員の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、その最
低賃金に対する重要事業拠点新人給与の比率（男女別）を報告する

b. 組織の活動に携わるその他の労働者（従業員を除く）の相当部分が
最低賃金を条件に報酬を受けている場合、最低賃金を上回る賃金が
支払われていることを確認するためにどのような措置を取っている
かを記述する

c. 重要事業拠点を置く地域に地域最低賃金が存在するか否か、それが
変動するものか否か（男女別）。参照すべき最低賃金が複数ある場合
は、どの最低賃金を使用したかを報告する

d. 「重要事業拠点」の定義

－

202-2

地 域 コ ミ ュ ニ
ティから採用し
た上級管理職の
割合

a. 重要事業拠点で地域コミュニティから採用した上級管理職の割合
b. 「上級管理職」の定義
c. 組織の「地域・地元」の地理的定義
d. 「重要事業拠点」の定義

－

間接的な経済的インパクト 記載箇所

203-1
インフラ投資お
よび支援サービ
ス

a. 重要なインフラ投資や支援サービスを展開した範囲
b. コミュニティや地域経済に与えているインパクト、または与えると

思われるインパクト。プラスとマイナス双方を含む（該当する場合）
c. 当該投資・サービスが商業目的のものか、現物支給するものか、無

償で実施するものかを報告する

－

Ⅸ. ガイドライン対照表（GRIスタンダード）
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203-2
著しい間接的な
経済的インパク
ト

a. 組織が与える著しい間接的な経済的インパクト（プラスおよびマイ
ナス）と特定された事例

b. 外部のベンチマークおよびステークホルダーの優先事項（国内およ
び国際的な基準、協定、政策課題など）を考慮した場合の間接的な
経済的インパクトの「著しさ」

－

調達慣行 記載箇所

204-1
地 元 サ プ ラ イ
ヤーへの支出の
割合

a. 重要事業拠点で使用する調達予算のうち、当該事業所の地元にある
サプライヤーへの支出割合（地元で調達した商品やサービスの割合
など）。

b. 組織の「地域・地元」の地理的定義
c. 「重要事業拠点」の定義

－

腐敗防止 記載箇所

205-1*
腐敗に関するリ
スク評価を行っ
ている事業所

a. 腐敗に関するリスク評価の対象とした事業所の総数と割合
b. リスク評価により特定した腐敗関連の著しいリスク －

205-2*

腐敗防止の方針
や手順に関する
コ ミ ュ ニ ケ ー
ションと研修

a. ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手
順の伝達対象となった者の総数と割合（地域別に）

b. 従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となっ
た者の総数と割合（従業員区分別、地域別に）

c. ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順に
ついて伝達対象となった者の総数と割合（ビジネスパートナー種類
別、地域別に）。腐敗防止に関する組織の方針や手順が、その他の個
人または組織に伝達されているかどうかを記述する

d. ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受講した
者の総数と割合（地域別に）

e. 従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合（従
業員区分別、地域別に）

－

205-3*
確定した腐敗事
例と実施した措
置

a. 確定した腐敗事例の総数と性質
b. 確定した腐敗事例のうち、腐敗を理由に従業員を解雇または懲戒処

分したものの総数
c. 確定した腐敗事例のうち、腐敗関連の契約違反を理由にビジネスパー

トナーと契約破棄または更新拒否を行ったものの総数
d. 報告期間中に組織または組織の従業員に対して腐敗に関連した訴訟

が提起されている場合、その事例と結果

－

反競争的行為 記載箇所

206-1*

反競争的行為、
反トラスト、独
占的慣行により
受けた法的措置

a. 組織の関与が明らかとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独
占禁止法違反により、報告期間中に法的措置を受けた事例（終結し
ているもの、していないもの）の件数

b. 法的措置が終結したものについては、結果（決定や判決を含む）の
主要点

－
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税の透明性 記載箇所

207-1 税 務 へ の ア プ
ローチ

a. 税務へのアプローチについての説明。次の事項を含む
i. 組織に税務戦略があるかないか。ある場合、公開していれば、

その戦略へのリンク
ii. 組織内で税務戦略を正式にレビューおよび承認するガバナンス

機関または業務執行取締役レベルの地位にある者、およびレ
ビューの頻度

iii. 法令遵守へのアプローチ
iv. 税務へのアプローチが組織のビジネス戦略および持続可能な発

展戦略にどのように結び付いているか

－

207-2

税 務 ガ バ ナ ン
ス、管理、およ
びリスクマネジ
メント

a. 税務ガバナンスおよび管理フレームワークの説明。次の事項を含む
i. 組織内で税務戦略の遵守に責任を負うガバナンス機関、または

業務執行取締役レベルの地位にある者
ii. 税務へのアプローチがどのように組織に組み込まれているか
iii. リスクを特定、管理、監視する方法を含む、税務リスクへのア

プローチ
iv. 税務ガバナンスおよび管理フレームワークの遵守状況をどのよ

うに評価しているか
b. 税務に関連する組織の企業行動や誠実性に関する懸念を提起するた

めのメカニズムの説明
c. 税務に関する情報開示を保証するプロセスの説明。該当する場合、

外部保証の報告書へのリンクまたは参照先

－

207-3

税務に関連する
ス テ ー ク ホ ル
ダー・エンゲー
ジメントおよび
懸念への対処

a. 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよびステー
クホルダーの懸念に対処するためのアプローチの説明。次の事項を
含む
i. 税務当局とのエンゲージメントに対するアプローチ
ii. 税務政策（税制）に関する提言活動へのアプローチ
iii. ステークホルダー（外部のステークホルダーを含む）の意見や

懸念事項を収集・検討するためのプロセス

－

207-4 国別の報告

a. 組織の監査済み連結財務諸表に含まれる、または公式に提出される
財務情報に記載されている事業体が、税務上所在するすべての税務
管轄区域

b. 開示事項 207-4-a で報告した税務管轄区域のそれぞれについて
i. 所在する事業体の名称
ii. 組織の主たる活動
iii. 従業員数、およびこの数字の算定基準
iv. 外部売上による収益
v. 他の税務管轄区域とのグループ内取引による収益
vi. 税引前損益
vii. 現金または現金同等物を除く有形資産
viii. 実際に支払った法人所得税
ix. 損益に基づいて発生する法人所得税
x. 税引前損益に法定税率が適用される場合に、損益に基づき発生

する法人所得税と実際の納税額に差がある理由
c. 開示事項 207-4 で報告する情報の対象期間

－

Ⅸ. ガイドライン対照表（GRIスタンダード）
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300：環境
原材料 記載箇所

301-1* 使用原材料の重
量または体積

a. 組織が報告期間中に主要製品やサービスの生産、梱包に使用した原
材料の重量または体積の総計。次の分類による
i. 使用した再生不能原材料
ii. 使用した再生可能原材料

－

301-2* 使用したリサイ
クル材料 a. 組織の主要製品やサービスの生産に使用したリサイクル材料の割合

・生物多様性と人権
尊重の推進

  － コ ー プ 商 品 の
2030 年目標

301-3* 再生利用された
製品と梱包材

a. 再生利用された製品と梱包材の割合。製品区分別に
b. 本開示事項のデータ収集方法 －

エネルギー 記載箇所

302-1* 組織内のエネル
ギー消費量

a. 組織内における非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量
（ジュールまたはその倍数単位（メガ、ギガなど）による）。使用し
た燃料の種類も記載する

b. 組織内における再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量
（ジュールまたはその倍数単位による）。使用した燃料の種類も記載
する

c. 次の総量（ジュール、ワット時、またはその倍数単位による）
i. 電力消費量
ii. 暖房消費量
iii. 冷房消費量
iv. 蒸気消費量

d. 次の総量（ジュール、ワット時、またはその倍数単位による）
i. 販売した電力
ii. 販売した暖房
iii. 販売した冷房
iv. 販売した蒸気

e. 組織内のエネルギー総消費量（ジュールまたはその倍数単位による）
f. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
g. 使用した変換係数の情報源

・気候変動対策
  －生協事業のサプラ

イチェーン全体と
組合員の生活にお
ける温室効果ガス
排出削減に取り組
みます

302-2* 組織外のエネル
ギー消費量

a. 組織外のエネルギー消費量（ジュールまたはその倍数単位（メガ、 ギ
ガなど）による）

b. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
c. 使用した変換係数の情報源

－

302-3* エネルギー原単
位

a. 組織のエネルギー原単位
b. 原単位計算のため組織が分母として選択した指標
c. 原単位に含まれるエネルギーの種類（燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、

またはこのすべて）
d. 原単位計算に使用したのは、組織内のエネルギー消費量、組織外の

エネルギー消費量、もしくはこの両方か

・気候変動対策
  －生協事業のサプラ

イチェーン全体と
組合員の生活にお
ける温室効果ガス
排出削減に取り組
みます
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302-4* エネルギー消費
量の削減

a. エネルギーの節約および効率化の取り組みによる直接的な結果とし 
て削減されたエネルギー消費量（ジュールまたはその倍数単位（メガ、
ギガなど）による）

b. 削減されたエネルギーの種類（燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、ま
たはこのすべて）

c. 削減されたエネルギー消費量の計算に使用した基準（基準年、基準
値など）と、その基準選定の理論的根拠

d. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

・気候変動対策
  －生協事業のサプラ

イチェーン全体と
組合員の生活にお
ける温室効果ガス
排出削減に取り組
みます

302-5*

製品およびサー
ビ ス の エ ネ ル
ギー必要量の削
減

a. 販売する製品およびサービスが必要とするエネルギーの報告期間中 
におけるエネルギー削減量（ジュールまたはその倍数単位（メガ、
ギガなど）による）

b. エネルギー消費削減量の計算に使用した基準（基準年、基準値など）、
および基準選定の理論的根拠

c. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

－

水 記載箇所

303-1*
共有資源として
の水との相互作
用

a. 取水、消費、排出の方法と場所を含む、組織と水との相互作用の記述、
および組織が引き起こしたあるいは助長した、あるいは取引関係に
よって事業、製品、サービスに直接結びつく水関連のインパクト（例：
流出水によるインパクト）

b. 評価の範囲、期間、使用したツールや方法を含む、水関連のインパ
クトを特定するために用いた手法の記述

c. 水関連のインパクトがどのように対処されているかについて、以下
を含めた記述。組織が水を共有資源として取り扱うためにどのよう
にステークホルダーと協力しているか、また、著しい水関連のイン
パクトのあるサプライヤーや顧客とどのように関わっているか

d. 組織の水と廃水に関するマネジメント方法の一部である水関連の目
標およびターゲットを設定するプロセス、および水ストレスを伴う
各地域の公共政策と地域の状況との関係に対する説明

－

303-2*
排水に関連する
インパクトのマ
ネジメント

a. 排出される廃水の水質について設定した最低限の基準と、これらの
最低限の基準をどのように決定したかについての記述
i. 排出基準のない地域での施設からの排水基準をどのように決定

したか
ii. 組織内で作成された水質基準またはガイドライン
iii. 考慮した業種特有の基準
iv. 排水を受け入れる水域の特性を考慮したか

－

Ⅸ. ガイドライン対照表（GRIスタンダード）
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303-3* 取水

a. すべての地域からの総取水量（単位：千 kL）、および該当する場合は
次の取水源ごとの総取水量の内訳
i. 地表水
ii. 地下水
iii. 海水
iv. 生産随伴水
v. 第三者の水

b. 水ストレスを伴うすべての地域からの総取水量（単位：千 kL）、お
よび該当する場合は、次の取水源ごとの総取水量の内訳
i. 地表水
ii. 地下水
iii. 海水
iv. 生産随伴水
v. 第三者の水、および i から iv に記載された取水源ごとの総取水

量の内訳
c. 開示事項 303-3-a および開示事項 303-3-b に記載された各取水源

からの、次のカテゴリーごとの総取水量の内訳
i. 淡水（総溶解固形分 ≤1,000mg/L）
ii. その他の水（総溶解固形分 >1,000mg/L）

d. 適用した基準、方法論、前提条件など、どのようにデータが編集さ
れたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報

－

303-4* 排水

a. すべての地域の総排水量（単位：千 kL）、および該当する場合は次の
排水先タイプ別の総排水量内訳
i. 地表水
ii. 地下水
iii. 海水
iv. 第三者の水、および該当する場合は、他の組織の使用のために

送った合計量
b. すべての地域への総排水量（単位：千 kL）についての次のカテゴリー

別内訳
i. 淡水（総溶解固形分 ≤1,000mg/L）
ii. その他の水（総溶解固形分 >1,000mg/L）

c. 水ストレスを伴うすべての地域への総排水量（単位：千 kL）、および
次のカテゴリー別の総排水量内訳
i. 淡水（総溶解固形分 ≤1,000mg/L）
ii. その他の水（総溶解固形分 >1,000mg/L）

d. 排水処理を行う、優先的に懸念される物質。次を含む
i. 優先的に懸念される物質の定義の方法、および利用している国

際規格、信頼できるリスト、あるいは規準
ii. 優先的に懸念される物質の排出限度を設定する方法
iii. 排出限度に違反した事案数

e. 適用した基準、方法論、前提条件など、どのようにデータが編集さ
れたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報

－

303-5* 水消費

a. すべての地域での総水消費量（単位：千 kL）
b. 水ストレスを伴うすべての地域での総水消費量（単位：千 kL）
c. 水の保管が水関連の著しいインパクトを及ぼすことが特定された場

合の水保管量の変化（単位：千 kL）
d. どのようにデータが編集されたかを理解するのに必要な何らかの文

脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など。ここには、情
報を計算・推定・モデル化したか、直接的な測定から得たかどうかや、
またセクター特有の因子を使用することなど、このために用いた方
法を含む

－
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生物多様性 記載箇所

304-1*

保護地域および
保護地域ではな
いが 生物多様
性価値の高い地
域、もしくはそ
れらの隣接地域
に所有、賃借、
管理している事
業サイト

a. 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、も
しくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイトに
関する次の情報
i. 所在地
ii. 組織が所有、賃借、管理する可能性のある地表下および地下の

土地
iii. 保護地域（保護地域内部、隣接地域、または保護地域の一部を

含む地域）または保護地域ではないが生物多様性価値の高い地
域との位置関係

iv. 事業形態（事務所、製造・生産、採掘）
v. 事業敷地の面積（km2 で表記。適切な場合は他の単位も可）
vi. 該当する保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の

高い地域の特徴（陸上、淡水域、あるいは海洋）から見た生物
多様性の価値

vii. 保護地域登録されたリスト（IUCN 保護地域管理カテゴリー、
ラムサール条約、国内法令など）の特徴から見た生物多様性の 
価値

－

304-2*

活動、製品、サー
ビスが生物多様
性に与える著し
いインパクト

a. 生物多様性に直接的、間接的に与える著しいインパクトの性質。次
の事項を含む
i. 生産工場、採掘坑、輸送インフラの建設または利用
ii. 汚染（生息地には本来存在しない物質の導入。点源、非点源由

来のいずれも）
iii. 侵入生物種、害虫、病原菌の導入
iv. 種の減少
v. 生息地の転換
vi. 生態学的プロセスの変化（塩分濃度、地下水位変動など）で、

自然増減の範囲を超えるもの
b. 直接的、間接的、プラス、マイナスの著しい影響。次の事項を含む

i. インパクトを受ける生物種
ii. インパクトを受ける地域の範囲
iii. インパクトを受ける期間
iv. インパクトの可逆性、不可逆性

－

304-3* 生息地の保護・
復元

a. すべての保護もしくは復元された生息地の規模と所在地。外部の独
立系専門家が、その復元措置の成功を認定しているか否か

b. 組織の監督・実施により保護もしくは復元された場所と異なる生息
地がある場合、保護や復元を目的とする第三者機関とのパートナー
シップの有無

c. 各生息地の状況（報告期間終了時点における）
d. 使用した基準、方法、前提条件

・生物多様性と人権
尊重の推進

  －組合員とともに環
境保全活動を推進
し、自然共生社会
の実現を目指しま
す

304-4*

事業の影響を受
ける地域に生息
するIUCNレッ
ドリストならび
に国内保全種リ
スト対象の生物
種

a. IUCN レッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種で、組
織の事業の影響を受ける地域に生息する種の総数。次の絶滅危惧レ
ベル別に
i. 絶滅危惧 IA 類（CR）
ii. 絶滅危惧 IB 類（EN）
iii. 絶滅危惧 II 対（VU）
iv. 準絶滅危惧（NT）
v. 軽度懸念

－

Ⅸ. ガイドライン対照表（GRIスタンダード）
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大気への排出 記載箇所

305-1*

直接的な温室効
果ガス（GHG）
排出量（スコー
プ 1）

a. 直接的（スコープ 1）GHG 排出量の総計（CO2 換算値（t-CO2）による）
b. 計算に用いたガス（CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、

またはそのすべて）
c. 生物由来の CO2 排出量（CO2 換算値（t-CO2）による）
d. 計算の基準年（該当する場合、次の事項を含む）

i. その基準年を選択した理論的根拠
ii. 基準年における排出量
iii. 排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算する

ことになった場合は、その経緯
e. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数（GWP）、

GWP 情報源の出典
f.  排出量に関して選択した連結アプローチ（株式持分、財務管理、も

しくは経営管理）
g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

・気候変動対策
  －生協事業のサプラ

イチェーン全体と
組合員の生活にお
ける温室効果ガス
排出削減に取り組
みます

305-2*

間接的な温室効
果ガス（GHG）
排出量（スコー
プ 2）

a. ロケーション基準の間接的（スコープ 2）GHG 排出量の総計（CO2
換算値（t-CO2）による）

b. 該当する場合、マーケット基準の間接的（スコープ 2）GHG 排出量
の総計（CO2 換算値（t-CO2）による）

c. データがある場合、総計計算に用いたガス（CO2、CH4、N2O、
HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて）

d. 計算の基準年（該当する場合、次の事項を含む）
i. その基準年を選択した理論的根拠
ii. 基準年における排出量
iii. 排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算する

ことになった場合は、その経緯
e. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数（GWP）、

GWP 情報源の出典
f.  排出量に関して選択した連結アプローチ（株式持分、財務管理、経

営管理）
g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

・気候変動対策
  －生協事業のサプラ

イチェーン全体と
組合員の生活にお
ける温室効果ガス
排出削減に取り組
みます

305-3*

その他の間接的
な温室効果ガス

（GHG）排出量
（スコープ 3）

a. その他の間接的（スコープ 3）GHG 排出量の総計（CO2 換算値（t-
CO2）による）

b. データがある場合、総計計算に用いたガス（CO2、CH4、N2O、
HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて）

c. 生物由来の CO2 排出量（CO2 換算値（t-CO2）による）
d. 計算に用いたその他の間接的（スコープ 3）GHG 排出量の区分と活動
e. 計算の基準年（該当する場合、次の事項を含む）

i. その基準年を選択した理論的根拠
ii. 基準年における排出量
iii. 排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算する

ことになった場合は、その経緯
f.  使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数（GWP）、

GWP 情報源の出典
g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

－

305-4*
温 室 効 果 ガ ス

（GHG）排出原
単位

a. 組織の GHG 排出原単位
b. 原単位計算のため組織が分母として選択した指標
c. 原単位に含まれる GHG 排出の種類。直接的（スコープ 1）、間接的（ス

コープ 2）、その他の間接的（スコープ 3）
d. 計算に用いたガス（CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、

またはそのすべて）

・気候変動対策
  －生協事業のサプラ

イチェーン全体と
組合員の生活にお
ける温室効果ガス
排出削減に取り組
みます
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305-5*
温 室 効 果 ガ ス

（GHG）排出量
の削減

a. 排出量削減の取り組みによる直接的な結果として削減された GHG
排出量（CO2 換算値（t-CO2）による）

b. 計算に用いたガス（CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、
またはそのすべて）

c. 基準年または基準値、およびそれを選択した理論的根拠
d. GHG 排出量が削減されたスコープ。直接的（スコープ 1）、間接的（ス

コープ 2）、その他の間接的（スコープ 3）のいずれか
e. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

・気候変動対策
  －生協事業のサプラ

イチェーン全体と
組合員の生活にお
ける温室効果ガス
排出削減に取り組
みます

305-6*
オゾン層破壊物
質（ODS） の
排出量

a. ODS の生産量、輸入量、輸出量（CFC-11（トリクロロフルオロメタン）
換算値による）

b. 計算に用いた物質
c. 使用した排出係数の情報源
d. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

－

305-7*

窒 素 酸 化 物
（NOx）、 硫 黄
酸化物（SOx）、
およびその他の
重大な大気排出
物

a. 次の重大な大気排出物の量（キログラムまたはその倍数単位（トン
など）による）
i. Nox
ii. SOx
iii. 残留性有機汚染物質（POP）
iv. 揮発性有機化合物（VOC）
v. 有害大気汚染物質（HAP）
vi. 粒子状物質（PM）
vii. この他、関連規制で定めている標準的大気排出区分

b. 使用した排出係数の情報源
c. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

－

廃棄物 記載箇所

306-1*
廃棄物の発生と
廃棄物関連の著
しいインパクト

a. 組織の実際および潜在的な廃棄物関連の著しいインパクトについて、
その内容を説明する。
i. これらのインパクトにつながる、またはつながる可能性のある

インプット、活動、およびアウトプット
ii. これらのインパクトが、組織自身の活動で発生した廃棄物に関

連しているか、またはバリューチェーンの上流または下流で発
生した廃棄物に関連しているか

－

306-2*
廃棄物関連の著
しいインパクト
の管理

a. 組織自身の活動およびバリューチェーンの上流と下流における廃棄
物の発生を防止し、発生した廃棄物からの著しいインパクトを管理
するために取られた循環型対策を含む行動

b. 組織が自らの活動で発生した廃棄物が第三者によって管理されてい
る場合、その第三者が契約上または法的な義務に沿って廃棄物を管
理しているかどうかを判断するために使用されたプロセスの説明

c. 廃棄物に関連するデータを収集し、監視するために使用されたプロセス

－

306-3 発生した廃棄物

a. 発生した廃棄物の総重量（トン）と、その総重量の内訳を廃棄物の
組成別に示す

b. データを理解するために必要な文脈情報と、そのデータがどのよう
に集計されたか

・省資源・資源循環の
推進

  －生協事業ならびに
組合員家庭から生
じる食品廃棄物・食
品ロスの削減を進
めます

Ⅸ. ガイドライン対照表（GRIスタンダード）
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306-4 処分されなかっ
た廃棄物

a. 処分されなかった廃棄物の総重量（トン）と、その総重量の内訳を
廃棄物の組成別に示す

b. 処分されなかった有害廃棄物の総重量（トン）と、その総重量の内
訳を次の回収作業別に示す
i. 再利用のための準備
ii. リサイクル
iii. その他の回収作業

c. 処分されなかった非有害廃棄物の総重量（トン）と、その総重量の
内訳を次の回収作業別に示す
i. 再利用のための準備
ii. リサイクル
iii. その他の回収作業

d. 開示事項 306-4-b および 306-4-c に記載されている各回収作業に
ついて、処分されなかった有害廃棄物および非有害廃棄物の総重量

（トン）の内訳を示す
i. オンサイト
ii. オフサイト

e. データを理解するために必要な文脈情報と、そのデータがどのよう
に集計されたか

・省資源・資源循環の
推進

  －生協事業ならびに
組合員家庭から生
じる食品廃棄物・食
品ロスの削減を進
めます

306-5 処分された廃棄
物

a. 処分された廃棄物の総重量（トン）と、その総重量の内訳を廃棄物
の組成別に示す

b. 処分された有害廃棄物の総重量（トン）と、その総重量の内訳を次
の処分作業別に示す
i. 焼却（エネルギー回収あり）
ii. 焼却（エネルギー回収なし）
iii. 埋立て
iv. その他の処分

c. 処分された非有害廃棄物の総重量（トン）と、その総重量の内訳を
次の処分作業別に示す
i. 焼却（エネルギー回収あり）
ii. 焼却（エネルギー回収なし）
iii. 埋立て
iv. その他の処分

d. 開示事項 306-5-b および 306-5-c に記載されている各処分作業に
ついて、処分された有害廃棄物および非有害廃棄物の総重量（トン）
の内訳を示す
i. オンサイト
ii. オフサイト

e. データを理解するために必要な背景情報と、そのデータがどのよう
に集計されたか

・省資源・資源循環の
推進

  －生協事業ならびに
組合員家庭から生
じる食品廃棄物・食
品ロスの削減を進
めます

環境コンプライアンス 記載箇所

307-1* 環境法規制の違
反

a. 環境法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の
制裁措置。次の事項に関して
i. 重大な罰金の総額
ii. 罰金以外の制裁措置の総件数
iii. 紛争解決メカニズムに提起された事案

b. 組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

－
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サプライヤーの環境面のアセスメント 記載箇所

308-1*
環境基準により
選定した新規サ
プライヤー

a. 環境基準により選定した新規サプライヤーの割合 －

308-2*

サプライチェー
ンにおけるマイ
ナスの環境イン
パクトと実施し
た措置

a. 環境インパクト評価の対象としたサプライヤーの数
b. 著しいマイナスの環境インパクト（顕在的、潜在的）があると特定

されたサプライヤーの数
c. サプライチェーンで特定した著しいマイナスの環境インパクト（顕

在的、潜在的）
d. 著しいマイナスの環境インパクト（顕在的、潜在的）があると特定

されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサ
プライヤーの割合

e. 著しいマイナスの環境インパクト（顕在的、潜在的）があると特定
されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライ
ヤーの割合およびその理由

生物多様性と人権尊重
の推進
－コープ商品における
サプライチェーン上の
人権・環境リスクの把
握と評価

400：社会
雇用 記載箇所

401-1* 従業員の新規雇
用と離職

a. 報告期間中における従業員の新規雇用の総数と比率（年齢層、性別、
地域による内訳）

b. 報告期間中における従業員の離職の総数と比率（年齢層、性別、地
域による内訳）

－

401-2*

正社員には支給
され、非正規社
員には支給され
ない手当

a. 組織の正社員には標準支給されるが、非正規社員には支給されない
手当（重要事業拠点別）。これらの手当には、少なくとも次のものを
含める
i. 生命保険
ii. 医療
iii. 身体障がいおよび病気補償
iv. 育児休暇
v. 定年退職金
vi. 持ち株制度
vii. その他

b. 「重要事業拠点」の定義

－

401-3* 育児休暇

a. 育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数（男女別）
b. 育児休暇を取得した従業員の総数（男女別）
c. 報告期間中に育児休暇から復職した従業員の総数（男女別）
d. 育児休暇から復職した後、12 ヶ月経過時点で在籍している従業員の

総数（男女別）
e. 育児休暇後の従業員の復職率および定着率（男女別）

・ 生協のＤ＆Ｉ・ジェ
ンダー平等の取り
組み

労使関係 記載箇所

402-1*
事業上の変更に
関する最低通知
期間

a. 従業員に著しい影響を及ぼす可能性がある事業上の重大な変更を実
施する場合、従業員および従業員代表に対して、通常、最低何週間
前までに通知を行っているか

b. 団体交渉協定のある組織の場合、通知期間や協議・交渉に関する条
項が労働協約に明記されているか否か

－

Ⅸ. ガイドライン対照表（GRIスタンダード）
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労働安全衛生 記載箇所

403-1*
労働安全衛生マ
ネジメントシス
テム

報告組織は、従業員および、従業員ではないが労働または職場が組織の
管理下にある労働者について、次の情報を報告しなければならない。
a. 労働安全衛生マネジメントシステム が導入されているかどうかの声明

i. 法的要件によりシステムが導入されていることと、その場合は
法的要件のリスト

ii. リスクマネジメントあるいはマネジメントシステムの公式な標
準・手引きに基づいてシステムが導入されていることと、その
場合は標準・手引きのリスト

b. 労働安全衛生マネジメントシステムが対象とする労働者、事業活動
および職場の範囲の説明。もし対象でないならば、範囲に含まれて
いない労働者、事業活動、職場についての理由説明

－

403-2*

危険性（ハザー
ド）の特定、リ
スク評価、事故
調査

報告組織は、従業員および、従業員ではないが労働または職場が組織の
管理下にある労働者について、次の情報を報告しなければならない。
a. 労働関連の危険性（ハザード）を特定し、日常的かつ臨時的にリス

クを評価し、危険性（ハザード）を排除しリスクを最小限に抑える
ための管理体系を適用するために使用されるプロセスの説明
i. 組織がこれらのプロセスの質を保証する方法（それらを実行す

る人の能力・力量（コンピテンシー）を含む）
ii. これらのプロセスの結果を使用して労働安全衛生マネジメント

システムを評価し、継続的に改善する方法
b. 労働関連の危険性（ハザード）や危険な状況を労働者が報告するプ

ロセスの説明、および労働者が報復措置からどのように保護されて
いるかの説明

c. 傷害や疾病・体調不良を引き起こす可能性があると思われる労働状
況において労働者が自ら回避できるようにする方針とプロセスの説
明、労働者が報復措置からどのように保護されているかの説明

d. 労働関連の事故調査のために使用されるプロセスの説明。プロセス
とは、危険性（ハザード）を特定し事故に関連するリスクを評価す
ること、管理体系を使用して是正措置を決定すること、労働安全衛
生マネジメントシステムに必要な改善を決定すること、を含む

－

403-3* 労働衛生サービ
ス

報告組織は、従業員および、従業員ではないが労働または職場が組織の
管理下にある労働者について、次の情報を報告しなければならない
a. 危険性（ハザード）の特定と排除、リスクの最小化に寄与する労働

衛生サービスの機能の説明、どのように組織がこれらのサービスの
質を保証し、労働者のアクセスを促進するかについての説明

－

403-4*

労働安全衛生に
おける労働者の
参加、協議、コ
ミュニケーショ
ン

報告組織は、従業員および、従業員ではないが労働または職場が組織の
管理下にある労働者について、次の情報を報告しなければならない。
a. 労働安全衛生マネジメントシステムの開発、実施、評価における労

働者の参加と協議のプロセスと、労働者が労働安全衛生に関する情
報を入手し、関連情報を伝達するためのプロセスに関する説明

b. 制度上の労使合同安全衛生委員会が存在する場合は、その委員会の
責任、会議の頻度、意思決定機関に関する説明。また、これらの委
員会に代表されていない労働者がいる場合、その理由

－

403-5*
労働安全衛生に
関する労働者研
修

報告組織は、従業員および、従業員ではないが労働または職場が組織の
管理下にある労働者について、次の情報を報告しなければならない。
a. 労働者に提供される労働安全衛生における研修に関する説明。すな

わち、一般的な訓練に加えて、特定の労働関連の危険性（ハザード）、
危険な活動、または危険な状況に関わる研修が想定できる

－
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403-6* 労働者の健康増
進

報告組織は、従業員および、従業員ではないが労働または職場が組織の
管理下にある労働者について、次の情報を報告しなければならない。
a. 組織は、業務に起因しない場合の医療およびヘルスケア・サービス

への労働者のアクセスをどうのように促進するかの説明、および提
供されるアクセスの範囲の説明

b. 対象となる特定の健康リスクを含む、労働関連でない主要な健康リ
スクに対処するために労働者に提供される任意の健康増進サービス
およびプログラムの説明、および組織がこれらのサービスやプログ
ラムへの労働者のアクセスをどのように促進するかについての説明

－

403-7*

ビジネス上の関
係で直接結びつ
いた労働安全衛
生の影響の防止
と軽減

a. ビジネス上の関係により、運営、製品またはサービスに直接関連す
る労働衛生上の重大なマイナスの影響を防止、軽減するための組織
のアプローチ、および関連する危険性（ハザード）やリスクの説明

－

403-8*

労働安全衛生マ
ネジメントシス
テムの対象とな
る労働者

a. 組織は、法的要件または公式の標準・手引きに基づく労働安全衛生
システムを導入しているか
i. システムの対象となっている、従業員数および、従業員ではな

いが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合
ii. 内部監査を受けたシステムの対象となっている、従業員数およ

び、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労
働者数と割合

iii. 外部監査または認証を受けたシステムの対象となっている、従
業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理
下にある労働者数と割合

b. 本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およ
びどのような労働者が除外されているのかの説明

c. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文
脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

－

403-9* 労働関連の傷害

a. すべての従業員について
i. 労働関連の傷害による死亡者数と割合
ii. 重大結果に繋がる労働関連の傷害 者数と割合（死亡者を除く）
iii. 記録対象となる労働関連の傷害 者数と割合
iv. 労働関連の傷害の主な種類
v. 労働時間

b. 従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者について
i. 労働関連の傷害による死亡者数と割合
ii. 重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合（死亡者を除く）
iii. 記録対象となる労働関連の傷害者数と割合
iv. 労働関連の傷害の主な種類
v. 労働時間

c. 重大結果に繋がる傷害のリスクを引き起こす危険性（ハザード）。次を含む
i. どのようにこれらの危険性（ハザード）が決定されたのか
ii. これらの危険性（ハザード）のどれが、報告期間中、重大結果

に繋がる傷害を引き起こしたのか、もしくは助長したのか
iii. 管理体系を使用して、これらの危険性（ハザード）を排除し、

リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置
d. 管理体系を使用して、その他の労働関連の危険性（ハザード）を排

除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置
e. 上記の労働関連の傷害の割合は、労働時間 200,000 時間もしくは

1,000,000 時間あたりに基づき計算された割合かどうか
f.  本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およ

びどのような労働者が除外されているのかの説明
g. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文

脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

－

Ⅸ. ガイドライン対照表（GRIスタンダード）
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403-10* 労 働 関 連 の 疾
病・体調不良

a. すべての従業員について
i. 労働関連の疾病・体調不良による死亡者数
ii. 記録対象となる労働関連の疾病・体調不良の発症数
iii. 労働関連の疾病・体調不良の主な種類

b. 従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者につ
いて
i. 労働関連の疾病・体調不良による死亡者数
ii. 記録対象となる労働関連の疾病・体調不良の発症数
iii. 労働関連の疾病・体調不良の主な種類

c. 疾病・体調不良のリスクを引き起こす危険性（ハザード）、次を含む
i. どのようにこれらの危険性（ハザード）が決定されたのか
ii. これらの危険性（ハザード）のどれが、報告期間中、疾病・体

調不良を引き起こしたのか、もしくは助長したのか
iii. 管理体系 を使用して、これらの危険性（ハザード）を排除し、

リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置
d. 本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およ

びどのような労働者が除外されているのかの説明
e. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文

脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

－

研修と教育 記載箇所

404-1*
従業員一人あた
りの年間平均研
修時間

a. 報告期間中に、組織の従業員が受講した研修の平均時間（次の内訳
による）
i. 性別
ii. 従業員区分

－

404-2*

従業員スキル向
上プログラムお
よび移行支援プ
ログラム

a. 従業員のスキル向上のために実施したプログラムの種類、対象と、 提
供した支援

b. 雇用適性の維持を促進するために提供した移行支援プログラムと、
定年退職や雇用終了に伴うキャリア終了マネジメント

－

404-3*

業績とキャリア
開発に関して定
期的なレビュー
を受けている従
業員の割合

a. 報告期間中に、業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受
けている従業員の割合（男女別、従業員区分別に） －

ダイバーシティと機会均等 記載箇所

405-1*
ガバナンス機関
および従業員の
ダイバーシティ

a. 組織のガバナンス機関に属する個人で、次のダイバーシティ区分に
該当する者の割合
i. 性別
ii. 年齢層：30 歳未満、30 歳～ 50 歳、50 歳超
iii. 該当する場合には、その他のダイバーシティ指標（例えばマイ

ノリティ、社会的弱者など）
b. 次のダイバーシティ区分の従業員区分別の従業員の割合

i. 性別
ii. 年齢層：30 歳未満、30 歳～ 50 歳、50 歳超
iii. 該当する場合には、その他のダイバーシティ指標（例えばマイ

ノリティ、社会的弱者など）

・生協の D&I・ジェ
ンダー平等の取り
組み

405-2* 基本給と報酬総
額の男女比

a. 女性の基本給と報酬総額の、男性の基本給と報酬総額に対する比率
（従業員区分別、重要事業拠点別に）

b. 「重要事業拠点」の定義

・生協の D&I・ジェ
ンダー平等の取り
組み
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非差別 記載箇所

406-1* 差別事例と実施
した救済措置

a. 報告期間中に生じた差別事例の総件数
b. 事例の状況と実施した措置。次の事項を含む

i. 組織により確認された事例
ii. 実施中の救済計画
iii. 実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・

プロセスにより確認された結果
iv. 措置が不要となった事例

－

結社の自由と団体交渉 記載箇所

407-1*

結社の自由や団
体交渉の権利が
リスクにさらさ
れる可能性のあ
る事業所および
サプライヤー

a. 労働者の結社の自由や団体交渉の権利行使が、侵害されたり著しい
リスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー。次の
事項に関して
i. 事業所（製造工場など）およびサプライヤーの種類
ii. リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在

する国または地域
b. 結社の自由や団体交渉の権利行使を支援するため、組織が報告期間

中に実施した対策

－

児童労働 記載箇所

408-1*

児童労働事例に
関して著しいリ
スクがある事業
所およびサプラ
イヤー

a. 次の事例に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサ
プライヤー
i. 児童労働
ii. 年少労働者による危険有害労働への従事

b. 児童労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサ
プライヤー（次の観点による）
i. 事業所（製造工場など）およびサプライヤーの種類
ii. リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在

する国または地域
c. 児童労働の効果的な根絶のために報告期間中に組織が実施した対策

－

強制労働 記載箇所

409-1*

強制労働事例に
関して著しいリ
スクがある事業
所およびサプラ
イヤー

a. 強制労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサ
プライヤー。次の事項に関して
i. 事業所（製造工場など）およびサプライヤーの種類
ii. リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在

する国または地域
b. あらゆる形態の強制労働を撲滅するために報告期間中に組織が実施

した対策

－

保安慣行 記載箇所

410-1
人権方針や手順
について研修を
受けた保安要員

a. 組織の人権方針や特定の手順およびその保安業務への適用について
正式な研修を受けた保安要員の割合

b. 保安要員の提供を受けている第三者組織に対して同様の研修要件を
適用しているか否か

－

Ⅸ. ガイドライン対照表（GRIスタンダード）
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先住民族の権利 記載箇所

411-1 先住民族の権利
を侵害した事例

a. 報告期間中に、先住民族の権利を侵害したと特定された事例の総件数
b. 事例の状況と実施した措置（次の事項を含める）

i. 組織により確認された事例
ii. 実施中の救済計画
iii. 実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・

プロセスにより確認された結果
iv. 措置が不要となった事例

－

人権アセスメント 記載箇所

412-1*

人権レビューや
インパクト評価
の対象とした事
業所

a. 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所の総数とその割
合（国別に） －

412-2*
人権方針や手順
に関する従業員
研修

a. 人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期
間中に従業員研修を実施した総時間数

b. 人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期
間中に従業員研修を受けた従業員の割合

－

412-3*

人権条項を含む
もしくは人権ス
クリーニングを
受けた重要な投
資協定および契
約

a. 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協
定および契約の総数と割合

b. 「重要な投資協定」の定義
－

地域コミュニティ 記載箇所

413-1

地 域 コ ミ ュ ニ
テ ィ と の エ ン
ゲージメント、
イ ン パ ク ト 評
価、開発 プロ
グラムを実施し
た事業所

a. 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プ
ログラムを実施（次のものなどを活用して）した事業所の割合
i. 一般参加型アプローチに基づく社会インパクト評価（ジェンダー

インパクト評価を含む）
ii. 環境インパクト評価および継続的モニタリング
iii. 環境および社会インパクト評価の結果の公開
iv. 地域コミュニティのニーズに基づく地域コミュニティ開発プロ

グラム
v. ステークホルダー・マッピングに基づくステークホルダー・エ

ンゲージメント計画
vi. 広範なコミュニティ協議委員会や社会的弱者層を包摂する各種

プロセス
vii. インパクトに対処するための労使協議会、労働安全衛生委員会、

その他従業員代表機関
viii. 正式な地域コミュニティ苦情処理プロセス

－

413-2

地 域 コ ミ ュ ニ
ティに著しいマ
イナスのインパ
クト（顕在的、
潜在的）を及ぼ
す事業所

a. 地域コミュニティに対して著しいマイナスのインパクト（顕在的、
潜在的）を及ぼす事業所。次の事項を含む
i. 事業所の所在地
ii. 事業所が及ぼす著しいマイナスのインパクト（顕在的、潜在的）

－
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サプライヤーの社会面のアセスメント 記載箇所

414-1*
社会的基準によ
り選定した新規
サプライヤー

a. 社会的基準により選定した新規サプライヤーの割合 －

414-2*

サプライチェー
ンにおけるマイ
ナスの社会的イ
ンパクトと実施
した措置

a. 社会的インパクト評価の対象としたサプライヤーの数
b. 著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）があると特

定したサプライヤーの数
c. サプライチェーンで特定した著しいマイナスの社会的インパクト（顕

在的、潜在的）
d. 著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）があると特

定されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意した
サプライヤーの割合

e. 著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）があると特
定されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプラ
イヤーの割合およびその理由

生物多様性と人権尊重
の推進
－コープ商品における
サプライチェーン上の
人権・環境リスクの把
握と評価

公共政策 記載箇所

415-1 政治献金
a. 組織が直接、間接に行った政治献金および現物支給の総額（国別、

受領者・受益者別）
b. 現物支給を金銭的価値に推計した方法（該当する場合）

－

顧客の安全衛生 記載箇所

416-1*

製品およびサー
ビ ス の カ テ ゴ
リーに対する安
全衛生インパク
トの評価

a. 重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、安全衛生インパク
トの評価を改善のために行っているものの割合 －

416-2*

製品およびサー
ビスの安全衛生
インパクトに関
する違反事例

a. 報告期間中に、製品やサービスについて発生した安全衛生インパク
トに関する規制および自主的規範の違反事例の総件数。次の分類に
よる
i. 罰金または処罰の対象なった規制違反の事例
ii. 警告の対象となった規制違反の事例
iii. 自主的規範の違反事例

b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

－

マーケティングとラベリング 記載箇所

417-1

製品およびサー
ビスの情報とラ
ベリングに関す
る要求事項

a. 製品およびサービスの情報とラベリングに関して、組織が定める手
順において、次の各事項の情報が求められているか否か
i. 製品またはサービスの構成要素の調達
ii. 内容物（特に環境的、社会的インパクトを生じさせる可能性の

あるもの）
iii. 製品またはサービスの利用上の安全性
iv. 製品の廃棄と、環境的、社会的インパクト
v. その他（詳しく説明のこと）

b. 重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、組織が定める手順
の対象であり、手順の遵守評価を行っているものの割合

－

Ⅸ. ガイドライン対照表（GRIスタンダード）
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417-2

製品およびサー
ビスの情報とラ
ベリングに関す
る違反事例

a. 製品およびサービスの情報とラベリングに関する規制および自主的
規範の違反事例の総件数。次の分類による
i. 罰金または処罰の対象となった規制違反の事例
ii. 警告の対象となった規制違反の事例
iii. 自主的規範の違反事例

b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

－

417-3

マ ー ケ テ ィ ン
グ・ コ ミ ュ ニ
ケーションに関
する違反事例

a. マーケティング・コミュニケーション（広告、宣伝、スポンサー業
務など）に関する規制および自主的規範の違反事例の総件数。次の
分類による
i. 罰金または処罰の対象となった規制違反の事例
ii. 警告の対象となった規制違反の事例
iii. 自主的規範の違反事例

b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

－

顧客プライバシー 記載箇所

418-1

顧 客 プ ラ イ バ
シーの侵害およ
び顧客データの
紛失に関して具
体化した不服申
立

a. 顧客プライバシーの侵害に関して具体化した不服申立の総件数。次
の分類による
i. 外部の当事者から申立を受け、組織が認めたもの
ii. 規制当局による申立

b. 顧客データの漏洩、窃盗、紛失の総件数
c. 具体化した不服申立が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

－

社会経済面のコンプライアンス 記載箇所

419-1 社会経済分野の
法規制違反

a. 社会経済分野の法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および
罰金以外の制裁措置。次の事項に関して
i. 重大な罰金の総額
ii. 罰金以外の制裁措置の総件数
iii. 紛争解決メカニズムに提起された事案

b. 組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる
c. 相当額以上の罰金および罰金以外の制裁措置を受けた経緯

－
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